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　＊　金額は、表示単位未満を四捨五入していますが、端数処理の関係
　　　で、合計数値や構成比があわないことがあります。
　＊　原則として、普通会計（地方財政状況調査）の平成８年度から平
　　　成２８年度までの決算数値を使用しています。



はじめに

　新宿区の平成２８年度決算では、納税義務者数の増などにより特別区民税が増と

なったものの、地方消費税交付金や特別区交付金などの減により、歳入総額が前年度

と比べて減となった一方で、扶助費や公債費などの増により、歳出総額が前年度と比

べて増となりました。

　財政の弾力性を示す経常収支比率は、前年度と比べて０．８ポイント増の８２．

５％となり、区の財政構造は硬直化の度合いを高めています。

　平成２８年９月の政府月例経済報告では、「景気は、緩やかな回復基調が続いてい

る。」とする一方、海外経済や金融資本市場の不確実性、法人住民税の一部国税化や

ふるさと納税などの税源偏在是正措置が、地方財政に大きな影響を与えており、区財

政を取り巻く環境は、依然として先行き不透明な状況にあります。

　こうした中、積極的な施策の重点化を図るとともに、行政評価や決算実績などに基

づく事務事業の見直しや内部管理経費の精査などの徹底した経費削減を行うことで、

将来にわたり持続可能な財政基盤を確立することが必要と考えています。

　この「新宿区の財政について～新宿区財政白書～」は、平成８年度から平成２８年

度までの普通会計決算のデータにより、区財政の推移と現状を中心に説明するととも

に、平成２８年度決算に基づく財政健全化判断比率と、総務省の統一的な基準に準拠

した財務書類を掲載しています。

　今後とも、区財政の状況について区民の皆様にわかりやすく説明していきたいと考

えております。

平成２９年１０月　　　　　　総合政策部財政課
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１　財政規模について

（１）  歳出総額と特別区税収入の推移

表１
　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

歳出総額 1,144 989 1,022 1,039 1,047 1,053 1,016 1,028 1,008 1,046 1,071 1,181 1,191 1,274 1,297 1,303 1,288 1,299 1,350 1,393 1,397

特別区税 351 390 381 350 344 356 355 352 354 371 410 417 411 412 383 391 391 406 424 434 456

人口 (千人) 280 282 283 285 288 293 296 300 302 306 308 312 316 318 319 319 321 325 329 336 339
歳出一人あたり

(万円) 41 35 36 36 36 36 34 34 33 34 35 38 38 40 41 41 40 40 41 42 41
区税一人あたり

(万円) 13 14 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 12 12 12 13 13 13

グラフ１

　＊　歳出及び特別区税の一人あたりの額は、翌年度４月１日現在の住民基本台帳人口により計算しています。
    　なお、平成２３年度までの人口には外国人登録人口を含んでいます。

Ⅰ　区財政の推移と現状

　平成２８年度は第三次実行計画の初年度にあたり、計画に示した５つの基

本政策の実現に向け、積極的に事業の推進を行いました。その結果、決算額

は前年度と比べて４億円増の１，３９７億円となり、過去最大規模となりま

した。

　特別区税収入は、景気後退などの影響により、平成２２年度に前年度比２

９億円の大幅な減となりましたが、平成２３年度以降は堅調に推移し、平成

２８年度は、納税義務者数の増加に加え、徴収率の向上などにより、前年度

と比べて２２億円増の４５６億円となりました。

（単位：億円）
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（２）実質収支と実質単年度収支の状況

表２
　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
実質収支 20 29 29 27 30 34 30 28 40 48 95 76 60 40 41 40 31 33 38 42 35
実質単年度収支 △ 96 △ 11 △ 5 △ 32 17 19 13 13 26 36 71 29 24 △ 38 △ 28 △ 16 △ 20 3 16 27 17

グラフ２

　実質収支は、歳入決算額から歳出決算額と翌年度繰越財源を単純に差し引いた
もので、ほとんどの自治体で黒字（プラス）になっています。
　それに対し、基金（区の貯金）の中で財源の年度間調整を行うための財政調整
基金の積立て・取崩しを全く行わないとして算出したものが実質単年度収支で
す。
　新宿区は、平成１２年度から平成２０年度まで９年連続で実質単年度収支は黒
字でした。これは、行財政改革の効果や、平成１９年度まで好調な伸びを続けた
特別区税等の一般財源収入を積み立て、特定目的基金として活用したことなどに
よるものです。
　また、平成２１年度から平成２４年度は、一般財源の減収等により、財政調整
基金を取り崩して活用したこと等で４年連続で赤字となりました。
　平成２８年度は、特別区税の増収や、愛日小学校及び下落合図書館の建設など
に特定目的基金からの繰り入れを行ったことなどにより、実質単年度収支は黒字
となりました。

（単位：億円）
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１　財政規模について

（１）  歳出総額と特別区税収入の推移

表１
　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

歳出総額 1,144 989 1,022 1,039 1,047 1,053 1,016 1,028 1,008 1,046 1,071 1,181 1,191 1,274 1,297 1,303 1,288 1,299 1,350 1,393 1,397

特別区税 351 390 381 350 344 356 355 352 354 371 410 417 411 412 383 391 391 406 424 434 456

人口 (千人) 280 282 283 285 288 293 296 300 302 306 308 312 316 318 319 319 321 325 329 336 339
歳出一人あたり

(万円) 41 35 36 36 36 36 34 34 33 34 35 38 38 40 41 41 40 40 41 42 41
区税一人あたり

(万円) 13 14 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 12 12 12 13 13 13

グラフ１

　＊　歳出及び特別区税の一人あたりの額は、翌年度４月１日現在の住民基本台帳人口により計算しています。
    　なお、平成２３年度までの人口には外国人登録人口を含んでいます。

Ⅰ　区財政の推移と現状

　平成２８年度は第三次実行計画の初年度にあたり、計画に示した５つの基

本政策の実現に向け、積極的に事業の推進を行いました。その結果、決算額

は前年度と比べて４億円増の１，３９７億円となり、過去最大規模となりま

した。

　特別区税収入は、景気後退などの影響により、平成２２年度に前年度比２

９億円の大幅な減となりましたが、平成２３年度以降は堅調に推移し、平成

２８年度は、納税義務者数の増加に加え、徴収率の向上などにより、前年度

と比べて２２億円増の４５６億円となりました。

（単位：億円）
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（２）実質収支と実質単年度収支の状況

表２
　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
実質収支 20 29 29 27 30 34 30 28 40 48 95 76 60 40 41 40 31 33 38 42 35
実質単年度収支 △ 96 △ 11 △ 5 △ 32 17 19 13 13 26 36 71 29 24 △ 38 △ 28 △ 16 △ 20 3 16 27 17

グラフ２

　実質収支は、歳入決算額から歳出決算額と翌年度繰越財源を単純に差し引いた
もので、ほとんどの自治体で黒字（プラス）になっています。
　それに対し、基金（区の貯金）の中で財源の年度間調整を行うための財政調整
基金の積立て・取崩しを全く行わないとして算出したものが実質単年度収支で
す。
　新宿区は、平成１２年度から平成２０年度まで９年連続で実質単年度収支は黒
字でした。これは、行財政改革の効果や、平成１９年度まで好調な伸びを続けた
特別区税等の一般財源収入を積み立て、特定目的基金として活用したことなどに
よるものです。
　また、平成２１年度から平成２４年度は、一般財源の減収等により、財政調整
基金を取り崩して活用したこと等で４年連続で赤字となりました。
　平成２８年度は、特別区税の増収や、愛日小学校及び下落合図書館の建設など
に特定目的基金からの繰り入れを行ったことなどにより、実質単年度収支は黒字
となりました。
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２　歳入決算の状況

（１）区税収入と歳入総額

表３

　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
歳入総額　A 1,177 1,018 1,056 1,066 1,078 1,088 1,046 1,058 1,054 1,097 1,169 1,257 1,300 1,317 1,339 1,343 1,322 1,334 1,390 1,436 1,435
特別区税　B 351 390 381 350 344 356 355 352 354 371 410 417 411 412 383 391 391 406 424 434 456
   特別区たばこ税 50 46 54 59 57 55 57 55 53 51 47 50 46 42 43 49 48 54 53 53 53

B／A 29.8 38.3 36.1 32.8 31.9 32.7 33.9 33.3 33.6 33.8 35.1 33.2 31.6 31.3 28.6 29.1 29.6 30.4 30.5 30.2 31.8

　Ｂ／Ａは歳入総額に占める特別区税の割合

グラフ３

　区で行う住民に身近なサービスに必要な費用は、多くが特別区税によりまかなわ

れています。平成２８年度は、納税義務者数の増加に加え、収納率の向上などによ

り、４５６億円となり、４年連続で４００億円を上回りました。

　しかし、平成２８年度は、前年度と比べて特別区税が２２億円増加したものの、

地方消費税交付金、特別区交付金の減などにより、歳入総額は、前年度と比べて４

年ぶりの減となりました。なお、歳入総額に占める特別区税の割合（B/A）につい

ては、３１．８％と前年度に比べ、１.６ポイントの増となっています。
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

300

600

900

1,200

1,500

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

％億円

歳入総額 特別区税 歳入総額に占める特別区税の割合

年度

（２）特別区交付金

表４

　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
新宿区　A 204 183 185 169 235 243 219 215 223 239 249 286 271 222 245 265 266 269 299 292 283
２３区合計　B 7,306 7,102 7,400 6,790 8,309 8,305 7,693 7,756 8,081 8,602 9,251 10,176 10,000 8,635 8,676 8,865 8,762 9,361 9,816 9,964 9,878

A／B 2.8 2.6 2.5 2.5 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 2.7 2.6 2.8 3.0 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9

　Ａ／Ｂは２３区に占める新宿区の割合

グラフ４

　２３区と東京都は、市町村民税法人分･固定資産税･特別土地保有税の３税を財源

として、事務の分担に応じた財政調整を行っています。この財政調整によって区に

交付される特別区交付金は、特別区税とともに区の主要な財源となっています。

　特別区交付金は、平成１１年度の１６９億円を底に、平成１２年度から２００億

円を上回る額となっています。平成１２年度は、平成１２年４月に実現した都区制

度改革により、清掃事業等が区に移管されたことに伴い、２３区への財源配分が、

それまでの４４％から５２％となったため、前年度比６６億円、３９％の増となっ

ています。さらに、平成１９年度は、同年度からの三位一体改革の影響への対応等

として財源配分が５５％になった結果、前年度より３７億円多い２８６億円となり

ました。

　平成２８年度は２８３億円となり、前年度と比べて９億円の減となりました。な

お、新宿区の交付額は２３区合計の約３％となっています。
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２　歳入決算の状況

（１）区税収入と歳入総額

表３

　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
歳入総額　A 1,177 1,018 1,056 1,066 1,078 1,088 1,046 1,058 1,054 1,097 1,169 1,257 1,300 1,317 1,339 1,343 1,322 1,334 1,390 1,436 1,435
特別区税　B 351 390 381 350 344 356 355 352 354 371 410 417 411 412 383 391 391 406 424 434 456
   特別区たばこ税 50 46 54 59 57 55 57 55 53 51 47 50 46 42 43 49 48 54 53 53 53

B／A 29.8 38.3 36.1 32.8 31.9 32.7 33.9 33.3 33.6 33.8 35.1 33.2 31.6 31.3 28.6 29.1 29.6 30.4 30.5 30.2 31.8

　Ｂ／Ａは歳入総額に占める特別区税の割合

グラフ３

　区で行う住民に身近なサービスに必要な費用は、多くが特別区税によりまかなわ

れています。平成２８年度は、納税義務者数の増加に加え、収納率の向上などによ

り、４５６億円となり、４年連続で４００億円を上回りました。

　しかし、平成２８年度は、前年度と比べて特別区税が２２億円増加したものの、

地方消費税交付金、特別区交付金の減などにより、歳入総額は、前年度と比べて４

年ぶりの減となりました。なお、歳入総額に占める特別区税の割合（B/A）につい

ては、３１．８％と前年度に比べ、１.６ポイントの増となっています。

（単位：億円、％）
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（２）特別区交付金

表４

　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
新宿区　A 204 183 185 169 235 243 219 215 223 239 249 286 271 222 245 265 266 269 299 292 283
２３区合計　B 7,306 7,102 7,400 6,790 8,309 8,305 7,693 7,756 8,081 8,602 9,251 10,176 10,000 8,635 8,676 8,865 8,762 9,361 9,816 9,964 9,878

A／B 2.8 2.6 2.5 2.5 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.8 2.7 2.6 2.8 3.0 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9

　Ａ／Ｂは２３区に占める新宿区の割合

グラフ４

　２３区と東京都は、市町村民税法人分･固定資産税･特別土地保有税の３税を財源

として、事務の分担に応じた財政調整を行っています。この財政調整によって区に

交付される特別区交付金は、特別区税とともに区の主要な財源となっています。

　特別区交付金は、平成１１年度の１６９億円を底に、平成１２年度から２００億

円を上回る額となっています。平成１２年度は、平成１２年４月に実現した都区制

度改革により、清掃事業等が区に移管されたことに伴い、２３区への財源配分が、

それまでの４４％から５２％となったため、前年度比６６億円、３９％の増となっ

ています。さらに、平成１９年度は、同年度からの三位一体改革の影響への対応等

として財源配分が５５％になった結果、前年度より３７億円多い２８６億円となり

ました。

　平成２８年度は２８３億円となり、前年度と比べて９億円の減となりました。な

お、新宿区の交付額は２３区合計の約３％となっています。
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（３）一般財源

表５

　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
特別区税 351 390 381 350 344 356 355 352 354 371 410 417 411 412 383 391 391 406 424 434 456
地方譲与税 46 20 6 6 6 6 6 6 11 17 16 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
利子割交付金 13 11 10 9 22 22 9 7 6 5 6 9 7 5 5 5 5 6 6 5 2
配当割交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 2 2 2 2 2 4 8 7 5
株式等譲渡所得割交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 1 1 1 0 1 5 7 6 3
地方消費税交付金 0 17 72 67 69 75 66 76 86 79 83 82 77 83 82 84 84 84 93 135 122
地方特例交付金 0 0 0 21 24 25 25 26 27 28 24 5 6 7 3 5 1 1 1 1 1
特別区交付金 204 183 185 169 235 243 219 215 223 239 249 286 271 222 245 265 266 269 299 292 283
繰越金 42 33 29 33 27 31 34 30 30 46 51 99 76 108 43 42 40 34 34 40 43
減税補填債等 44 35 19 9 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 10 9 8 7 7 8 7 8 8 8 8 7 6 3 4 3 4 3 2 3 2
一般財源計　A 710 698 710 671 744 776 731 729 758 800 854 918 863 849 775 801 799 817 879 928 922
歳入総額　B 1,177 1,018 1,056 1,066 1,078 1,088 1,046 1,058 1,054 1,097 1,169 1,257 1,300 1,317 1,339 1,343 1,322 1,334 1,390 1,436 1,435

A／B 60.3 68.6 67.2 62.9 69.0 71.3 69.9 68.9 71.9 72.9 73.1 73.0 66.4 64.5 57.9 59.6 60.4 61.2 63.2 64.6 64.3
※　普通会計決算では繰越金・減税補填債等を一般財源に含めませんが、上表ではこれらを含めています。

　　なお、年度間の財源調整である、財政調整基金繰入金は除いています。

グラフ５

一般財源
歳入総額
歳入総額に占める一般財源の割合

　一般財源とは、使途が制約されずにどのような経費にも使用できる財源のこと

で、特別区税、特別区交付金、地方消費税交付金などのことをいい、一般財源の割

合が大きいほど自主的な財政運営を行うことができます。

　一般財源の収入は個人所得･法人所得あるいは消費動向等によって左右されるた

め、平成２２年度には景気後退の影響などにより、７４億円の減となりました。平

成２５年度以降は、企業収益や雇用・所得環境の緩やかな回復基調を背景として増

傾向に転じましたが、平成２８年度は、特別区民税が２２億円の増となった一方

で、地方消費税交付金が１３億円の減、特別区交付金が９億円の減などにより、前

年度と比べて６億円減少し、９２２億円となりました。

（単位：億円、％）
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（４）特定財源

表６

　　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
分担金・負担金 21 21 22 22 15 15 14 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 17 17
使用料・手数料 28 29 30 28 42 43 43 43 44 41 38 40 40 40 41 40 41 44 44 44 48
国庫支出金 112 111 128 150 111 134 128 138 147 150 154 154 216 181 216 240 228 240 267 274 271
都支出金 46 47 43 48 60 58 54 54 50 52 57 51 56 71 82 86 77 87 88 93 95
繰入金 18 16 30 32 49 8 25 50 0 0 1 1 41 50 97 54 57 59 24 1 13
諸収入 66 48 48 45 38 33 23 22 25 25 25 40 24 24 31 27 27 27 29 28 27
地方債 83 25 30 4 7 8 3 0 0 2 13 17 23 15 18 24 24 12 21 39 28
その他 6 4 5 21 10 13 25 7 18 12 16 23 22 23 16 20 20 14 12 12 14
特定財源計 380 301 336 350 332 312 315 327 297 295 317 339 436 418 515 506 489 498 501 508 513
※　普通会計決算では繰越金・減税補填債等を特定財源に含めますが、上表ではこれらを除いています。

　　また、繰入金のうち年度間の財源調整である、財政調整基金繰入金は除いています。

グラフ６

　特定財源とは、使途が特定されている財源のことで、分担金及び負担金、使用料及

び手数料、国・都支出金、繰入金、地方債（減税補填債等を除く）などがあります。

いずれも、歳出の目的に合わせて区民の皆さんから料金をいただいたり、国や東京都

から補助金を受けたりするもので、受益者負担の適正化が不十分であったり、事業に

対する補助金の算定基準が低い場合には、区財政の圧迫要因となります。

　平成２８年度は、愛日小学校や下落合図書館の建設などに特定目的基金からの繰り

入れを行ったため、繰入金が前年度と比べて１２億円の増となった一方、地方債が、

区営住宅の再編整備や子ども園建物買収の終了などにより、１１億円の減となったこ

となどにより、特定財源は、前年度と比べて５億円増の５１３億円となっています。
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（３）一般財源

表５

　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
特別区税 351 390 381 350 344 356 355 352 354 371 410 417 411 412 383 391 391 406 424 434 456
地方譲与税 46 20 6 6 6 6 6 6 11 17 16 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
利子割交付金 13 11 10 9 22 22 9 7 6 5 6 9 7 5 5 5 5 6 6 5 2
配当割交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 2 2 2 2 2 4 8 7 5
株式等譲渡所得割交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 1 1 1 0 1 5 7 6 3
地方消費税交付金 0 17 72 67 69 75 66 76 86 79 83 82 77 83 82 84 84 84 93 135 122
地方特例交付金 0 0 0 21 24 25 25 26 27 28 24 5 6 7 3 5 1 1 1 1 1
特別区交付金 204 183 185 169 235 243 219 215 223 239 249 286 271 222 245 265 266 269 299 292 283
繰越金 42 33 29 33 27 31 34 30 30 46 51 99 76 108 43 42 40 34 34 40 43
減税補填債等 44 35 19 9 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 10 9 8 7 7 8 7 8 8 8 8 7 6 3 4 3 4 3 2 3 2
一般財源計　A 710 698 710 671 744 776 731 729 758 800 854 918 863 849 775 801 799 817 879 928 922
歳入総額　B 1,177 1,018 1,056 1,066 1,078 1,088 1,046 1,058 1,054 1,097 1,169 1,257 1,300 1,317 1,339 1,343 1,322 1,334 1,390 1,436 1,435

A／B 60.3 68.6 67.2 62.9 69.0 71.3 69.9 68.9 71.9 72.9 73.1 73.0 66.4 64.5 57.9 59.6 60.4 61.2 63.2 64.6 64.3
※　普通会計決算では繰越金・減税補填債等を一般財源に含めませんが、上表ではこれらを含めています。

　　なお、年度間の財源調整である、財政調整基金繰入金は除いています。

グラフ５

一般財源
歳入総額
歳入総額に占める一般財源の割合

　一般財源とは、使途が制約されずにどのような経費にも使用できる財源のこと

で、特別区税、特別区交付金、地方消費税交付金などのことをいい、一般財源の割

合が大きいほど自主的な財政運営を行うことができます。

　一般財源の収入は個人所得･法人所得あるいは消費動向等によって左右されるた

め、平成２２年度には景気後退の影響などにより、７４億円の減となりました。平

成２５年度以降は、企業収益や雇用・所得環境の緩やかな回復基調を背景として増

傾向に転じましたが、平成２８年度は、特別区民税が２２億円の増となった一方

で、地方消費税交付金が１３億円の減、特別区交付金が９億円の減などにより、前

年度と比べて６億円減少し、９２２億円となりました。

（単位：億円、％）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

％ 億円 

一般財源 歳入総額 歳入総額に占める一般財源の割合 

年度

（４）特定財源

表６

　　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
分担金・負担金 21 21 22 22 15 15 14 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 17 17
使用料・手数料 28 29 30 28 42 43 43 43 44 41 38 40 40 40 41 40 41 44 44 44 48
国庫支出金 112 111 128 150 111 134 128 138 147 150 154 154 216 181 216 240 228 240 267 274 271
都支出金 46 47 43 48 60 58 54 54 50 52 57 51 56 71 82 86 77 87 88 93 95
繰入金 18 16 30 32 49 8 25 50 0 0 1 1 41 50 97 54 57 59 24 1 13
諸収入 66 48 48 45 38 33 23 22 25 25 25 40 24 24 31 27 27 27 29 28 27
地方債 83 25 30 4 7 8 3 0 0 2 13 17 23 15 18 24 24 12 21 39 28
その他 6 4 5 21 10 13 25 7 18 12 16 23 22 23 16 20 20 14 12 12 14
特定財源計 380 301 336 350 332 312 315 327 297 295 317 339 436 418 515 506 489 498 501 508 513
※　普通会計決算では繰越金・減税補填債等を特定財源に含めますが、上表ではこれらを除いています。

　　また、繰入金のうち年度間の財源調整である、財政調整基金繰入金は除いています。

グラフ６

　特定財源とは、使途が特定されている財源のことで、分担金及び負担金、使用料及

び手数料、国・都支出金、繰入金、地方債（減税補填債等を除く）などがあります。

いずれも、歳出の目的に合わせて区民の皆さんから料金をいただいたり、国や東京都

から補助金を受けたりするもので、受益者負担の適正化が不十分であったり、事業に

対する補助金の算定基準が低い場合には、区財政の圧迫要因となります。

　平成２８年度は、愛日小学校や下落合図書館の建設などに特定目的基金からの繰り

入れを行ったため、繰入金が前年度と比べて１２億円の増となった一方、地方債が、

区営住宅の再編整備や子ども園建物買収の終了などにより、１１億円の減となったこ

となどにより、特定財源は、前年度と比べて５億円増の５１３億円となっています。

（単位：億円）
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（５）基金の推移

表７

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
積立金 21 16 15 14 14 15 17 15 14 28 25 47 39 32 21 21 24 19 20 23 25
取崩し額 97 36 19 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 35 35 18 10 0 0

財政調整基金 104 84 80 49 63 78 95 110 124 152 177 224 264 247 218 204 193 194 203 226 251
積立金 27 13 24 39 23 38 38 55 30 27 31 40 61 31 26 26 35 23 23 25 24
取崩し額 15 15 30 32 63 14 26 51 4 6 3 2 41 51 101 60 59 62 30 2 16

特定目的基金 212 210 204 211 171 195 207 211 237 258 286 324 344 323 249 215 191 152 146 169 177
基金現在高 316 294 284 260 234 273 302 321 361 410 463 548 608 570 467 419 384 346 349 395 428

※　普通会計決算では介護従事者処遇改善臨時特例基金（平成23年度まで）、介護給付準備基金を含めませんが、

　　上表ではこれらを含めています。また、端数の四捨五入により、数値が合わない箇所があります。

グラフ７

　区は、年度間の財源調整を図るための財政調整基金や特定の事業に充てるための

特定目的基金など、平成２８年度末現在１８の基金を設置しています。

　財源調整として使える財政調整基金の残高は、平成１１年度末に４９億円まで減

少しましたが、その後の行革等の効果により、一定の改善が見られる状況になった

ことから、平成１２年度から平成２０年度まで９年連続で取崩しを行わず、区税収

入の好調な時期に積極的に積立てを行い、基金全体の残高は６０８億円にまで達し

ました。

　しかし、平成２１年度以降は、景気後退の影響による一般財源の減収などによ

り、財政調整基金の取崩しを行い、基金全体の残高は平成２５年度末で、平成２０

年度末の約５７％にまで減少しました。平成２８年度は、一般財源が減収となりま

したが、財政調整基金を取崩すことなく、２５億円を積立て、現在高は２５１億円

となり、基金全体の現在高は前年度より３３億円の増となりました。

　　　　　　　　年　度
区　分

（単位：億円）
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３　歳出決算の状況

（１）性質別経費の内訳

表８
　　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
義務的経費　A 526 554 564 585 581 586 581 586 585 585 575 592 602 630 681 714 696 703 733 738 757
投資的経費　B 266 95 100 69 67 76 50 44 45 66 101 139 123 126 156 117 91 110 126 145 120
その他経費 352 340 358 385 399 391 385 399 378 395 395 450 467 518 460 472 500 486 491 510 520
歳出合計　C 1,144 989 1,022 1,039 1,047 1,053 1,016 1,028 1,008 1,046 1,071 1,181 1,192 1,274 1,297 1,303 1,288 1,299 1,350 1,393 1,397

A／C 46.0 56.0 55.2 56.3 55.5 55.7 57.2 57.0 58.0 55.9 53.7 50.1 50.5 49.5 52.5 54.8 54.1 54.1 54.3 53.0 54.2
B／C 23.3 9.6 9.8 6.6 6.4 7.2 4.9 4.3 4.5 6.3 9.4 11.8 10.3 9.9 12.0 9.0 7.1 8.4 9.3 10.4 8.6

グラフ８

　義務的経費とは、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費で、職員の給
与等の人件費、生活保護等の扶助費及び特別区債の元利償還等の公債費が含まれま
す。
　投資的経費とは、道路、学校、各種公共施設の用地の取得や建設事業など社会資
本の整備に要する経費です。
　その他経費は、これら以外のもので、物件費（物品購入費、賃借料、委託料等）
・維持補修費・補助費等・積立金・投資及び出資金・貸付金・繰出金が含まれま
す。
　歳出総額に占める義務的経費の割合が高いと、財政構造は弾力性が乏しくなり、
区が自主的な事業を行うことが難しくなります。
　平成２８年度は、義務的経費が５４．２％、前年度比１．２ポイントの増となっ
ていますが、投資的経費は８．６％、前年度比１．８ポイントの減となっていま
す。これは、学校建設などの投資的事業が終了したことにより投資的経費の歳出総
額に占める割合が下がったため、義務的経費の歳出総額に占める割合が、相対的に
上がったものです。

（単位：億円、％）
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（５）基金の推移

表７

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
積立金 21 16 15 14 14 15 17 15 14 28 25 47 39 32 21 21 24 19 20 23 25
取崩し額 97 36 19 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 35 35 18 10 0 0

財政調整基金 104 84 80 49 63 78 95 110 124 152 177 224 264 247 218 204 193 194 203 226 251
積立金 27 13 24 39 23 38 38 55 30 27 31 40 61 31 26 26 35 23 23 25 24
取崩し額 15 15 30 32 63 14 26 51 4 6 3 2 41 51 101 60 59 62 30 2 16

特定目的基金 212 210 204 211 171 195 207 211 237 258 286 324 344 323 249 215 191 152 146 169 177
基金現在高 316 294 284 260 234 273 302 321 361 410 463 548 608 570 467 419 384 346 349 395 428

※　普通会計決算では介護従事者処遇改善臨時特例基金（平成23年度まで）、介護給付準備基金を含めませんが、

　　上表ではこれらを含めています。また、端数の四捨五入により、数値が合わない箇所があります。

グラフ７

　区は、年度間の財源調整を図るための財政調整基金や特定の事業に充てるための

特定目的基金など、平成２８年度末現在１８の基金を設置しています。

　財源調整として使える財政調整基金の残高は、平成１１年度末に４９億円まで減

少しましたが、その後の行革等の効果により、一定の改善が見られる状況になった

ことから、平成１２年度から平成２０年度まで９年連続で取崩しを行わず、区税収

入の好調な時期に積極的に積立てを行い、基金全体の残高は６０８億円にまで達し

ました。

　しかし、平成２１年度以降は、景気後退の影響による一般財源の減収などによ

り、財政調整基金の取崩しを行い、基金全体の残高は平成２５年度末で、平成２０

年度末の約５７％にまで減少しました。平成２８年度は、一般財源が減収となりま

したが、財政調整基金を取崩すことなく、２５億円を積立て、現在高は２５１億円

となり、基金全体の現在高は前年度より３３億円の増となりました。

　　　　　　　　年　度
区　分

（単位：億円）
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３　歳出決算の状況

（１）性質別経費の内訳

表８
　　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
義務的経費　A 526 554 564 585 581 586 581 586 585 585 575 592 602 630 681 714 696 703 733 738 757
投資的経費　B 266 95 100 69 67 76 50 44 45 66 101 139 123 126 156 117 91 110 126 145 120
その他経費 352 340 358 385 399 391 385 399 378 395 395 450 467 518 460 472 500 486 491 510 520
歳出合計　C 1,144 989 1,022 1,039 1,047 1,053 1,016 1,028 1,008 1,046 1,071 1,181 1,192 1,274 1,297 1,303 1,288 1,299 1,350 1,393 1,397

A／C 46.0 56.0 55.2 56.3 55.5 55.7 57.2 57.0 58.0 55.9 53.7 50.1 50.5 49.5 52.5 54.8 54.1 54.1 54.3 53.0 54.2
B／C 23.3 9.6 9.8 6.6 6.4 7.2 4.9 4.3 4.5 6.3 9.4 11.8 10.3 9.9 12.0 9.0 7.1 8.4 9.3 10.4 8.6

グラフ８

　義務的経費とは、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費で、職員の給
与等の人件費、生活保護等の扶助費及び特別区債の元利償還等の公債費が含まれま
す。
　投資的経費とは、道路、学校、各種公共施設の用地の取得や建設事業など社会資
本の整備に要する経費です。
　その他経費は、これら以外のもので、物件費（物品購入費、賃借料、委託料等）
・維持補修費・補助費等・積立金・投資及び出資金・貸付金・繰出金が含まれま
す。
　歳出総額に占める義務的経費の割合が高いと、財政構造は弾力性が乏しくなり、
区が自主的な事業を行うことが難しくなります。
　平成２８年度は、義務的経費が５４．２％、前年度比１．２ポイントの増となっ
ていますが、投資的経費は８．６％、前年度比１．８ポイントの減となっていま
す。これは、学校建設などの投資的事業が終了したことにより投資的経費の歳出総
額に占める割合が下がったため、義務的経費の歳出総額に占める割合が、相対的に
上がったものです。

（単位：億円、％）
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（２）人件費

表９
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

人件費 297 304 299 303 324 318 316 298 292 281 283 293 286 290 283 285 269 264 264 263 260

職員給 221 223 224 221 235 228 225 215 205 203 199 194 194 190 183 181 175 172 173 171 171

退職金 17 21 16 22 26 26 28 23 24 17 22 29 27 34 29 33 24 23 22 23 18

その他 59 60 59 60 63 64 63 60 63 61 62 70 65 66 71 71 70 69 69 69 71

職員数 3,062 3,028 2,987 2,944 3,207 3,038 2,959 2,877 2,784 2,716 2,671 2,637 2,604 2,595 2,535 2,522 2,487 2,478 2,477 2,444 2,471

92 93 94 96 89 95 99 103 108 111 115 117 120 122 125 127 128 130 131 135 136

77,240 76,157 74,996 74,073 79,268 76,072 73,719 71,492 69,199 67,162 66,322 64,655 62,013 60,791 59,835 58,982 58,168 57,314 57,072 56,779 56,864

105 107 109 102 107 112 116 120 126 128 133 140 141 145 148 151 154 156 158 161 163
※　その他は議員報酬、委員報酬等

※　職員数は各年度4月1日現在の普通会計の一般職員数

※　職員一人あたり人口は各年度4月1日現在の住民基本台帳人口及び普通会計の一般職員数をもとに算出

グラフ９

新宿区の職員一人あたりの人口は？ （各年度4月1日現在）

　人件費のうち職員給は、行財政改革などにより、圧縮に努めています。平成２８

年度の職員給は、清掃事業が東京都から区に移管された平成１２年度と比較して６

４億円、職員数で７３６人の減となりました。また、平成２８年度は、前年度と比

べて、職員数が増となっている一方で、職員給が同額となっていますが、これは職

員の年齢構成の変化によるものです。

　退職金は、退職者数の減により前年度と比べて５億円の減となりました。

（単位：億円）
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（３）扶助費

表１０

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

扶助費 202 210 214 227 194 203 199 224 240 248 247 262 282 308 365 390 394 403 427 450 468
社会福祉費 26 26 27 28 24 23 23 26 30 31 28 35 41 46 51 56 62 65 74 75 83
老人福祉費 50 53 55 57 14 11 9 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8
児童福祉費 26 28 30 30 30 30 33 39 43 46 48 56 61 64 93 101 92 93 102 125 138
生活保護費 82 86 85 95 111 125 120 138 147 151 152 152 161 178 201 212 219 225 230 228 226
衛生費 16 15 15 15 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 8
教育費 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5

グラフ１０

　　　　　　　年　度

区　分

　扶助費は、社会保障制度の一環として支出される経費で、生活保護法、障害者総

合支援法、児童福祉法などの法律によるものや、区独自の施策として制度を設けて

実施しているものがあります。

　平成２８年度は、保育委託、障害者自立支援給付の増や年金生活者等支援臨時福

祉給付金の実施などにより、前年度と比べて１８億円の増となりました。また、平

成８年度は２０２億円であった扶助費が、２０年間で約２．３倍の４６８億円とな

り、上昇傾向にあります。

　なお、平成１２年度は介護保険制度の実施により、従来は老人福祉費の扶助費と

して支出していた経費が介護保険特別会計への繰出金となっており、経費の構成が

大きく変わっています。
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（２）人件費

表９
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

人件費 297 304 299 303 324 318 316 298 292 281 283 293 286 290 283 285 269 264 264 263 260

職員給 221 223 224 221 235 228 225 215 205 203 199 194 194 190 183 181 175 172 173 171 171

退職金 17 21 16 22 26 26 28 23 24 17 22 29 27 34 29 33 24 23 22 23 18

その他 59 60 59 60 63 64 63 60 63 61 62 70 65 66 71 71 70 69 69 69 71

職員数 3,062 3,028 2,987 2,944 3,207 3,038 2,959 2,877 2,784 2,716 2,671 2,637 2,604 2,595 2,535 2,522 2,487 2,478 2,477 2,444 2,471

92 93 94 96 89 95 99 103 108 111 115 117 120 122 125 127 128 130 131 135 136

77,240 76,157 74,996 74,073 79,268 76,072 73,719 71,492 69,199 67,162 66,322 64,655 62,013 60,791 59,835 58,982 58,168 57,314 57,072 56,779 56,864

105 107 109 102 107 112 116 120 126 128 133 140 141 145 148 151 154 156 158 161 163
※　その他は議員報酬、委員報酬等

※　職員数は各年度4月1日現在の普通会計の一般職員数

※　職員一人あたり人口は各年度4月1日現在の住民基本台帳人口及び普通会計の一般職員数をもとに算出

グラフ９

新宿区の職員一人あたりの人口は？ （各年度4月1日現在）

　人件費のうち職員給は、行財政改革などにより、圧縮に努めています。平成２８

年度の職員給は、清掃事業が東京都から区に移管された平成１２年度と比較して６

４億円、職員数で７３６人の減となりました。また、平成２８年度は、前年度と比

べて、職員数が増となっている一方で、職員給が同額となっていますが、これは職

員の年齢構成の変化によるものです。

　退職金は、退職者数の減により前年度と比べて５億円の減となりました。

（単位：億円）
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（３）扶助費

表１０

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

扶助費 202 210 214 227 194 203 199 224 240 248 247 262 282 308 365 390 394 403 427 450 468
社会福祉費 26 26 27 28 24 23 23 26 30 31 28 35 41 46 51 56 62 65 74 75 83
老人福祉費 50 53 55 57 14 11 9 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8
児童福祉費 26 28 30 30 30 30 33 39 43 46 48 56 61 64 93 101 92 93 102 125 138
生活保護費 82 86 85 95 111 125 120 138 147 151 152 152 161 178 201 212 219 225 230 228 226
衛生費 16 15 15 15 13 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 10 9 9 9 9 8
教育費 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5

グラフ１０

　　　　　　　年　度

区　分

　扶助費は、社会保障制度の一環として支出される経費で、生活保護法、障害者総

合支援法、児童福祉法などの法律によるものや、区独自の施策として制度を設けて

実施しているものがあります。

　平成２８年度は、保育委託、障害者自立支援給付の増や年金生活者等支援臨時福

祉給付金の実施などにより、前年度と比べて１８億円の増となりました。また、平

成８年度は２０２億円であった扶助費が、２０年間で約２．３倍の４６８億円とな

り、上昇傾向にあります。

　なお、平成１２年度は介護保険制度の実施により、従来は老人福祉費の扶助費と

して支出していた経費が介護保険特別会計への繰出金となっており、経費の構成が

大きく変わっています。
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（４）公債費

表１１

　　　　　　　　年　度

区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
公債費 27 40 52 55 63 65 67 63 53 56 45 37 34 32 33 39 34 37 43 24 29

区債現在高 523 546 554 532 505 475 437 397 366 321 297 284 279 268 259 248 243 222 203 220 221
　うち減税補填

　債等　　　　 130 163 175 177 180 181 181 180 181 161 149 136 123 109 95 81 67 53 40 33 25

　※　普通会計では介護保険事業施設分を含めませんが、上表では含めています。

グラフ１１

　公債費とは、区が学校の建設や道路を整備するなどの社会資本の整備に充てるた

めに借り入れた区債（借入金）を返済する費用のことです。

　区債を適切に活用することで、各種の社会資本を円滑に整備することができ、区

民生活の向上を図ることができますが、借入金である以上は、必ず決まった金額を

毎年返済しなければなりません。

　また、度重なる減税の影響による減収への対応として、平成１６年度までの間、

これを補うために減税補填債などを発行することで、財源の確保に努めてきまし

た。

　平成２８年度の公債費は、満期一括償還による区債の償還などにより、前年度と

比べて５億円の増となりました。また、区債現在高は、愛日小学校の建設などによ

り、前年度と比べて１億円増の２２１億円となっています。

（単位：億円）

減税補填債等

区債現在高

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

100

200

300

400

500

600

700

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

公
債
費
（
億
円
）

区
債
現
在
高
（
億
円
） 各年度に支払った公債費

年度

（５）投資的経費

表１２

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
投資的経費 266 95 100 69 67 76 50 44 45 66 101 139 123 126 156 117 91 110 126 145 120

補助事業 36 14 32 14 4 22 19 3 7 14 49 72 34 37 41 32 25 40 64 75 38

単独事業 230 81 68 55 63 54 31 41 38 52 52 67 89 89 115 85 66 70 62 70 82

※　補助事業とは、国庫から補助を得て施行するものをいいます。

グラフ１２

　　　　　　　年　度

区　分

　投資的経費は、大規模建設が終了した平成９年度以降、歳入の減少にあわせて大

きく圧縮するとともに、必要最小限の整備に努め、１００億円以下で推移していま

した。平成１８年度以降は、まちづくり事業の進捗などにより、平成２４年度を除

き１００億円を上回る金額で推移しています。

　平成２８年度は、区営住宅の再編整備や子ども園建物買収の終了などにより、前

年度と比べて２５億円減の１２０億円となりました。

　今後、区有施設の施設整備等については、平成２８年度に策定した「新宿区公共

施設等総合管理計画」を踏まえ、必要性、緊急性、優先度、経済性などの観点から

十分な検討を行い、中長期的な視点で計画的に行わなければなりません。
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（４）公債費
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　債等　　　　 130 163 175 177 180 181 181 180 181 161 149 136 123 109 95 81 67 53 40 33 25

　※　普通会計では介護保険事業施設分を含めませんが、上表では含めています。
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めに借り入れた区債（借入金）を返済する費用のことです。
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これを補うために減税補填債などを発行することで、財源の確保に努めてきまし
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　平成２８年度の公債費は、満期一括償還による区債の償還などにより、前年度と

比べて５億円の増となりました。また、区債現在高は、愛日小学校の建設などによ

り、前年度と比べて１億円増の２２１億円となっています。
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※　補助事業とは、国庫から補助を得て施行するものをいいます。
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きく圧縮するとともに、必要最小限の整備に努め、１００億円以下で推移していま

した。平成１８年度以降は、まちづくり事業の進捗などにより、平成２４年度を除

き１００億円を上回る金額で推移しています。

　平成２８年度は、区営住宅の再編整備や子ども園建物買収の終了などにより、前

年度と比べて２５億円減の１２０億円となりました。

　今後、区有施設の施設整備等については、平成２８年度に策定した「新宿区公共

施設等総合管理計画」を踏まえ、必要性、緊急性、優先度、経済性などの観点から
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（６）その他経費

表１３

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

352 340 358 385 399 391 385 399 378 395 395 450 467 518 460 472 500 486 491 510 520
物件費 182 190 192 187 186 176 169 166 166 165 168 176 183 202 211 223 225 232 242 252 258
維持補修費 16 18 14 14 15 15 13 13 15 17 17 19 17 22 14 14 13 12 12 13 13
補助費等 42 42 45 51 56 56 48 47 49 51 51 60 57 116 71 66 77 73 68 66 66
積立金 47 29 39 53 34 45 54 69 41 54 51 84 94 59 45 45 55 40 38 41 46
投資・出資金 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
貸付金 15 20 22 22 21 15 12 13 13 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
繰出金 50 41 46 53 82 84 89 91 94 92 96 99 104 104 107 112 118 117 119 127 125

グラフ１３

　　　　　　　年　度

区　分

　積立金は、好景気の区民税等の一般財源の歳入が多いときに基金積立額が多くな

るなど景気動向に大きく左右されます。

　物件費には委託料や役務費などが含まれています。平成１６年度以降、指定管理

者制度導入の推進により、区有施設の管理運営は人件費が圧縮される一方で、物件

費が増加しています。

　特別会計への繰出金が平成１２年度は３０億円も増加しています。これは、介護

保険制度が導入されたことによるもので、従来扶助費などの経費としてとらえてい

たものです。

　平成２８年度は、物件費が、従業員の定着支援や若者と中小企業のマッチングを

行う人材確保支援事業の実施や学童クラブ機能付き放課後子どもひろばの箇所数増

などにより、前年度と比べて６億円の増となったほか、積立金が、財政調整基金や

社会資本等整備基金への積立の増により、５億円の増となりました。

（単位：億円）
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（７）目的別経費の内訳

表１４
　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
議会費 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
総務費 23.9 17.4 17.2 17.4 17.3 16.8 15.6 18.6 15.3 14.8 14.9 19.2 16.5 19.2 13.6 13.8 14.5 13.1 13.2 14.1 12.9
民生費 33.9 39.2 39.1 43.6 38.5 38.5 40.2 41.1 43.0 43.0 42.4 40.5 43.3 42.6 48.1 49.1 51.9 52.3 52.6 53.4 54.0
衛生費 6.4 6.9 6.6 6.4 13.1 12.8 13.1 13.0 12.5 12.3 12.0 10.8 10.7 10.4 9.9 10.4 10.5 11.1 9.7 9.1 9.1
商工費 1.3 1.5 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.7 2.1 2.0 2.0 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5
土木費 10.5 12.1 12.3 10.0 8.5 10.1 8.4 6.7 7.2 7.5 6.9 8.5 10.9 9.5 8.3 9.3 6.7 7.0 8.1 8.8 7.4
教育費 18.4 16.6 16.0 13.7 13.2 12.4 13.1 11.5 13.5 13.7 16.2 14.2 12.2 11.0 12.6 9.6 9.4 9.4 9.5 9.3 10.8
公債費 2.4 4.1 5.1 5.3 6.0 6.2 6.5 6.1 5.3 5.3 4.1 3.1 2.9 2.5 2.6 3.0 2.6 2.8 3.2 1.7 2.1
その他 2.3 1.3 1.1 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.2 2.1 2.4 2.1 2.1 2.1 1.6 1.5 1.7
合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

グラフ１４

　目的別経費とは、経費を行政目的に応じて区分するもので、例えば民生（福祉）

関係や教育関係にどのように経費が投入されたかを見ることができるものです。

（普通会計と区一般会計では区分が多少異なります。）

　平成２８年度は、民生費が保育委託、障害者自立支援給付の増や年金生活者等支

援臨時福祉給付金の実施などにより、前年度と比べて０．６ポイント増の５４．

０％となり、平成２４年度から決算額の５０％を超えています。

　また、教育費は愛日小学校や下落合図書館の建設などにより、前年度と比べて

１．５ポイント増の１０．８％となっています。

　なお、衛生費は清掃事業が移管されたため、平成１２年度は平成１１年度と比べ

て、６．７ポイント増加しています。
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（６）その他経費

表１３

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

352 340 358 385 399 391 385 399 378 395 395 450 467 518 460 472 500 486 491 510 520
物件費 182 190 192 187 186 176 169 166 166 165 168 176 183 202 211 223 225 232 242 252 258
維持補修費 16 18 14 14 15 15 13 13 15 17 17 19 17 22 14 14 13 12 12 13 13
補助費等 42 42 45 51 56 56 48 47 49 51 51 60 57 116 71 66 77 73 68 66 66
積立金 47 29 39 53 34 45 54 69 41 54 51 84 94 59 45 45 55 40 38 41 46
投資・出資金 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
貸付金 15 20 22 22 21 15 12 13 13 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
繰出金 50 41 46 53 82 84 89 91 94 92 96 99 104 104 107 112 118 117 119 127 125

グラフ１３

　　　　　　　年　度

区　分

　積立金は、好景気の区民税等の一般財源の歳入が多いときに基金積立額が多くな

るなど景気動向に大きく左右されます。

　物件費には委託料や役務費などが含まれています。平成１６年度以降、指定管理

者制度導入の推進により、区有施設の管理運営は人件費が圧縮される一方で、物件

費が増加しています。

　特別会計への繰出金が平成１２年度は３０億円も増加しています。これは、介護

保険制度が導入されたことによるもので、従来扶助費などの経費としてとらえてい

たものです。

　平成２８年度は、物件費が、従業員の定着支援や若者と中小企業のマッチングを

行う人材確保支援事業の実施や学童クラブ機能付き放課後子どもひろばの箇所数増

などにより、前年度と比べて６億円の増となったほか、積立金が、財政調整基金や

社会資本等整備基金への積立の増により、５億円の増となりました。

（単位：億円）
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　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
議会費 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
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民生費 33.9 39.2 39.1 43.6 38.5 38.5 40.2 41.1 43.0 43.0 42.4 40.5 43.3 42.6 48.1 49.1 51.9 52.3 52.6 53.4 54.0
衛生費 6.4 6.9 6.6 6.4 13.1 12.8 13.1 13.0 12.5 12.3 12.0 10.8 10.7 10.4 9.9 10.4 10.5 11.1 9.7 9.1 9.1
商工費 1.3 1.5 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.7 2.1 2.0 2.0 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5
土木費 10.5 12.1 12.3 10.0 8.5 10.1 8.4 6.7 7.2 7.5 6.9 8.5 10.9 9.5 8.3 9.3 6.7 7.0 8.1 8.8 7.4
教育費 18.4 16.6 16.0 13.7 13.2 12.4 13.1 11.5 13.5 13.7 16.2 14.2 12.2 11.0 12.6 9.6 9.4 9.4 9.5 9.3 10.8
公債費 2.4 4.1 5.1 5.3 6.0 6.2 6.5 6.1 5.3 5.3 4.1 3.1 2.9 2.5 2.6 3.0 2.6 2.8 3.2 1.7 2.1
その他 2.3 1.3 1.1 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 1.2 2.1 2.4 2.1 2.1 2.1 1.6 1.5 1.7
合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

グラフ１４

　目的別経費とは、経費を行政目的に応じて区分するもので、例えば民生（福祉）

関係や教育関係にどのように経費が投入されたかを見ることができるものです。

（普通会計と区一般会計では区分が多少異なります。）

　平成２８年度は、民生費が保育委託、障害者自立支援給付の増や年金生活者等支

援臨時福祉給付金の実施などにより、前年度と比べて０．６ポイント増の５４．

０％となり、平成２４年度から決算額の５０％を超えています。

　また、教育費は愛日小学校や下落合図書館の建設などにより、前年度と比べて

１．５ポイント増の１０．８％となっています。

　なお、衛生費は清掃事業が移管されたため、平成１２年度は平成１１年度と比べ

て、６．７ポイント増加しています。
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４　財政指標からわかること

（１）財政の弾力性を測る経常収支比率

表１５

　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

93.9 96.8 92.9 97.0 89.4 81.5 85.4 82.9 81.3 79.4 74.4 76.8 79.1 85.8 87.8 88.1 88.9 86.5 83.9 81.7 82.5
(87.8) (91.6) (90.3) (95.7) (88.2) (82.7) (86.7) (84.1) (82.4) (79.4) (74.4) (76.8) (79.1) (85.8) (87.8) (88.1) (88.9)
89.0 88.8 88.1 92.1 86.2 82.0 85.2 83.1 82.0 77.1 73.0 75.3 76.1 82.1 85.7 86.4 85.8 82.8 80.7 77.8 79.3
(83.2) (85.8) (85.6) (91.0) (85.3) (82.8) (86.0) (84.0) (82.9) (77.8) (73.2) (75.3) (76.1) (82.1) (85.7) (86.4) (85.8)

下段（　）内の13年度以降は減税補填債等を含めない場合、12年度以前は含む場合

※　経常収支比率は、平成13年度決算から分母に減税補填債等を含めた数値を用い、減税補填債等を除いたものは

　　参考数値とする扱いに変わりました。なお、25年度から、臨時財政対策債発行可能額の算出方法の見直しにより

　　減収補填債の発行実績がないことから（　）書きは計上していません。

グラフ１５

　財政状況を見る指標として経常収支比率があります。これは、区税や特別区交

付金など毎年入ってくる経常的な収入のうち、その使途が限定されずに使える経

常一般財源で、人件費・扶助費・公債費・物件費など毎年決まって支出される経

常経費に充当した一般財源を割り返した数値のことをいいます。

　経常収支比率が低ければ財政構造には弾力性があり、それだけ様々な事業を行

えるということになります。

　平成２８年度の経常収支比率は、地方消費税交付金や特別区交付金の減などに

より経常一般財源が減少したことに加え、保育委託や障害者自立支援給付などの

扶助費が増となったことにより、前年度に比べて０．８ポイント増の８２．５％

となりました。これは、一般的な適正水準と言われる７０～８０％を超える数値

となっており、区の財政構造は硬直化の度合いを高めています。

（単位：％）
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（２）経常収支比率を性質別に見てみると

表１６

　　　　　　　年　度

区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
人件費 44.1 44.7 40.8 43.2 40.4 37.3 39.8 37.8 36.2 33.5 31.8 32.6 33.1 35.8 34.5 33.8 32.1 30.0 28.2 26.5 26.5
扶助費 13.1 13.0 13.0 13.3 8.7 7.5 8.1 9.0 9.2 10.0 9.2 11.7 12.0 14.1 17.2 15.5 17.0 17.0 16.9 17.7 18.5
公債費 4.4 6.5 7.8 8.7 8.9 8.6 9.5 8.9 7.2 7.4 5.5 4.5 4.3 4.3 4.4 5.1 4.5 4.6 5.1 2.7 3.3
義務的経費計 61.6 64.2 61.6 65.2 58.0 53.5 57.4 55.7 52.6 50.9 46.5 48.8 49.4 54.2 56.1 54.5 53.6 51.7 50.2 46.9 48.3
物件費 21.9 22.2 21.6 21.8 18.0 16.8 16.6 15.8 15.8 15.5 15.4 15.7 16.6 17.3 17.0 19.0 20.0 20.2 19.8 20.5 20.3
維持補修費 2.0 2.4 1.7 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.8 2.0 1.9 2.1 1.9 2.6 1.9 1.7 1.7 1.4 1.3 1.4 1.4
補助費等 5.2 5.1 4.9 5.2 5.0 4.5 4.3 4.1 5.2 4.8 4.2 3.9 4.2 4.2 4.9 4.8 4.8 4.5 4.1 4.2 4.3
貸付金 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
繰出金 3.0 2.9 3.1 3.0 6.7 5.1 5.6 5.7 6.0 6.2 6.4 6.3 7.0 7.5 7.9 8.0 8.8 8.7 8.5 8.6 8.4
合計 93.9 96.8 92.9 97.0 89.4 81.5 85.4 82.9 81.3 79.4 74.4 76.8 79.1 85.8 87.8 88.1 88.9 86.5 83.9 81.7 82.5

グラフ１６

　経常収支比率を性質別に分類してみると、経常一般財源がどこに投入されたかが

わかります。

　平成２８年度は、義務的経費の割合が４８．３％となりました。これは、人件費

が職員の定員管理の適正化などにより、前年度と同率の２６．５％となった一方、

扶助費が保育委託や障害者自立支援給付の増などにより、０．８ポイント増の１

８．５％、公債費が満期一括償還などにより、０．５ポイント増の３．３％となっ

たことによるものです。

　また、施設管理経費などを含む物件費については、平成１２年度以降減傾向と

なっていましたが、指定管理者制度の導入などにより平成１９年度から増傾向に転

じ、高い割合で推移しています。

　引き続き、行財政改革を着実に進め、限られた財源を真に必要なところに重点的

に配分していくことが、今後の財政運営に求められています。
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４　財政指標からわかること

（１）財政の弾力性を測る経常収支比率

表１５

　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

93.9 96.8 92.9 97.0 89.4 81.5 85.4 82.9 81.3 79.4 74.4 76.8 79.1 85.8 87.8 88.1 88.9 86.5 83.9 81.7 82.5
(87.8) (91.6) (90.3) (95.7) (88.2) (82.7) (86.7) (84.1) (82.4) (79.4) (74.4) (76.8) (79.1) (85.8) (87.8) (88.1) (88.9)
89.0 88.8 88.1 92.1 86.2 82.0 85.2 83.1 82.0 77.1 73.0 75.3 76.1 82.1 85.7 86.4 85.8 82.8 80.7 77.8 79.3
(83.2) (85.8) (85.6) (91.0) (85.3) (82.8) (86.0) (84.0) (82.9) (77.8) (73.2) (75.3) (76.1) (82.1) (85.7) (86.4) (85.8)

下段（　）内の13年度以降は減税補填債等を含めない場合、12年度以前は含む場合

※　経常収支比率は、平成13年度決算から分母に減税補填債等を含めた数値を用い、減税補填債等を除いたものは

　　参考数値とする扱いに変わりました。なお、25年度から、臨時財政対策債発行可能額の算出方法の見直しにより

　　減収補填債の発行実績がないことから（　）書きは計上していません。

グラフ１５

　財政状況を見る指標として経常収支比率があります。これは、区税や特別区交

付金など毎年入ってくる経常的な収入のうち、その使途が限定されずに使える経

常一般財源で、人件費・扶助費・公債費・物件費など毎年決まって支出される経

常経費に充当した一般財源を割り返した数値のことをいいます。

　経常収支比率が低ければ財政構造には弾力性があり、それだけ様々な事業を行

えるということになります。

　平成２８年度の経常収支比率は、地方消費税交付金や特別区交付金の減などに

より経常一般財源が減少したことに加え、保育委託や障害者自立支援給付などの

扶助費が増となったことにより、前年度に比べて０．８ポイント増の８２．５％

となりました。これは、一般的な適正水準と言われる７０～８０％を超える数値

となっており、区の財政構造は硬直化の度合いを高めています。
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（２）経常収支比率を性質別に見てみると

表１６

　　　　　　　年　度

区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
人件費 44.1 44.7 40.8 43.2 40.4 37.3 39.8 37.8 36.2 33.5 31.8 32.6 33.1 35.8 34.5 33.8 32.1 30.0 28.2 26.5 26.5
扶助費 13.1 13.0 13.0 13.3 8.7 7.5 8.1 9.0 9.2 10.0 9.2 11.7 12.0 14.1 17.2 15.5 17.0 17.0 16.9 17.7 18.5
公債費 4.4 6.5 7.8 8.7 8.9 8.6 9.5 8.9 7.2 7.4 5.5 4.5 4.3 4.3 4.4 5.1 4.5 4.6 5.1 2.7 3.3
義務的経費計 61.6 64.2 61.6 65.2 58.0 53.5 57.4 55.7 52.6 50.9 46.5 48.8 49.4 54.2 56.1 54.5 53.6 51.7 50.2 46.9 48.3
物件費 21.9 22.2 21.6 21.8 18.0 16.8 16.6 15.8 15.8 15.5 15.4 15.7 16.6 17.3 17.0 19.0 20.0 20.2 19.8 20.5 20.3
維持補修費 2.0 2.4 1.7 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.8 2.0 1.9 2.1 1.9 2.6 1.9 1.7 1.7 1.4 1.3 1.4 1.4
補助費等 5.2 5.1 4.9 5.2 5.0 4.5 4.3 4.1 5.2 4.8 4.2 3.9 4.2 4.2 4.9 4.8 4.8 4.5 4.1 4.2 4.3
貸付金 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
繰出金 3.0 2.9 3.1 3.0 6.7 5.1 5.6 5.7 6.0 6.2 6.4 6.3 7.0 7.5 7.9 8.0 8.8 8.7 8.5 8.6 8.4
合計 93.9 96.8 92.9 97.0 89.4 81.5 85.4 82.9 81.3 79.4 74.4 76.8 79.1 85.8 87.8 88.1 88.9 86.5 83.9 81.7 82.5

グラフ１６

　経常収支比率を性質別に分類してみると、経常一般財源がどこに投入されたかが

わかります。

　平成２８年度は、義務的経費の割合が４８．３％となりました。これは、人件費

が職員の定員管理の適正化などにより、前年度と同率の２６．５％となった一方、

扶助費が保育委託や障害者自立支援給付の増などにより、０．８ポイント増の１

８．５％、公債費が満期一括償還などにより、０．５ポイント増の３．３％となっ

たことによるものです。

　また、施設管理経費などを含む物件費については、平成１２年度以降減傾向と

なっていましたが、指定管理者制度の導入などにより平成１９年度から増傾向に転

じ、高い割合で推移しています。

　引き続き、行財政改革を着実に進め、限られた財源を真に必要なところに重点的

に配分していくことが、今後の財政運営に求められています。
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（３）財政圧迫の要因となる公債費負担比率を見てみると

表１７
　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
新宿区 3.4 5.5 6.8 7.2 7.8 8.0 8.5 7.9 6.7 6.8 5.0 3.8 3.5 3.6 3.8 4.4 3.8 4.1 4.6 2.5 3.0
２３区平均 7.4 8.7 9.4 10.9 10.0 9.6 9.3 9.0 8.8 8.3 7.5 7.2 6.0 5.8 5.0 6.1 5.2 4.6 4.0 3.4 2.8

グラフ１７

公債費の今後の見込みは？
２９年度以降は下表のように推計しています。 　（単位：億円）

　区の借金（区債）が増えると、その償還のために区税等の一般財源をさらに投入
しなければならなくなります。このことは、新たな事業に取り組むための財源に不
足をきたす要因のひとつであるとともに、将来の世代に大きな負担をもたらしま
す。
　公債費負担比率は、公債費充当一般財源（地方債の元利償還金等の公債費に充当
された一般財源）が一般財源総額に対し、どの程度の割合になっているかを示す指
標であり、公債費がどの程度一般財源の使途の自由度を制約しているかをみること
により、財政構造の弾力性を判断するものです。
　平成２８年度は、区債の満期一括償還があったことなどにより、前年度と比べ
て、０．５ポイント増の３．０％となりました。
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（４）財政の運営状況を表す実質収支比率

表１８
　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
新宿区 3.1 4.4 4.3 4.3 4.2 4.8 4.3 4.2 5.7 6.6 12.3 9.0 7.1 4.8 5.1 5.1 4.1 4.4 4.8 5.1 4.1
２３区平均 4.4 3.9 3.7 3.6 3.8 4.9 3.5 4.8 4.8 5.2 5.9 5.3 5.3 5.0 4.1 4.9 5.1 5.9 5.7 5.7 5.0

※　実質収支比率は、平成１９年度決算から分母に臨時財政対策債発行可能額を加える扱いとなりましたが、２５年度からは臨時

　　 財政対策債発行可能額の算出方法の見直しにより、特別区においては皆減となっています。

グラフ１８

　実質収支比率は財政運営上の黒字・赤字という実質収支額を標準財政規模に対す
る比率で表したものであり、一般的には、概ね３～５％の範囲であれば財政運営が
適正であると言われています。
　これは、区を運営していくのに必要なお金に対して、収支がどの程度の割合に
なっているかということです。この数値が小さいと、収入を行政サービスにたくさ
ん使っているということになり、逆に大きいと、収入に対してサービスを抑えてい
るということになります。ですから、大きすぎても、小さすぎても良い状態とはい
えません。
　ただし、実質収支額には年度間の財源調整を目的とする財政調整基金の積立て、
取崩しの額が含まれています。
　平成２８年度の実質収支比率は、前年度と比べて１．０ポイント減の４．１％と
なりました。
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（３）財政圧迫の要因となる公債費負担比率を見てみると

表１７
　　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
新宿区 3.4 5.5 6.8 7.2 7.8 8.0 8.5 7.9 6.7 6.8 5.0 3.8 3.5 3.6 3.8 4.4 3.8 4.1 4.6 2.5 3.0
２３区平均 7.4 8.7 9.4 10.9 10.0 9.6 9.3 9.0 8.8 8.3 7.5 7.2 6.0 5.8 5.0 6.1 5.2 4.6 4.0 3.4 2.8

グラフ１７

公債費の今後の見込みは？
２９年度以降は下表のように推計しています。 　（単位：億円）

　区の借金（区債）が増えると、その償還のために区税等の一般財源をさらに投入
しなければならなくなります。このことは、新たな事業に取り組むための財源に不
足をきたす要因のひとつであるとともに、将来の世代に大きな負担をもたらしま
す。
　公債費負担比率は、公債費充当一般財源（地方債の元利償還金等の公債費に充当
された一般財源）が一般財源総額に対し、どの程度の割合になっているかを示す指
標であり、公債費がどの程度一般財源の使途の自由度を制約しているかをみること
により、財政構造の弾力性を判断するものです。
　平成２８年度は、区債の満期一括償還があったことなどにより、前年度と比べ
て、０．５ポイント増の３．０％となりました。

（単位：％）
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（４）財政の運営状況を表す実質収支比率

表１８
　　　　　　年　度
区　分 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
新宿区 3.1 4.4 4.3 4.3 4.2 4.8 4.3 4.2 5.7 6.6 12.3 9.0 7.1 4.8 5.1 5.1 4.1 4.4 4.8 5.1 4.1
２３区平均 4.4 3.9 3.7 3.6 3.8 4.9 3.5 4.8 4.8 5.2 5.9 5.3 5.3 5.0 4.1 4.9 5.1 5.9 5.7 5.7 5.0

※　実質収支比率は、平成１９年度決算から分母に臨時財政対策債発行可能額を加える扱いとなりましたが、２５年度からは臨時

　　 財政対策債発行可能額の算出方法の見直しにより、特別区においては皆減となっています。

グラフ１８

　実質収支比率は財政運営上の黒字・赤字という実質収支額を標準財政規模に対す
る比率で表したものであり、一般的には、概ね３～５％の範囲であれば財政運営が
適正であると言われています。
　これは、区を運営していくのに必要なお金に対して、収支がどの程度の割合に
なっているかということです。この数値が小さいと、収入を行政サービスにたくさ
ん使っているということになり、逆に大きいと、収入に対してサービスを抑えてい
るということになります。ですから、大きすぎても、小さすぎても良い状態とはい
えません。
　ただし、実質収支額には年度間の財源調整を目的とする財政調整基金の積立て、
取崩しの額が含まれています。
　平成２８年度の実質収支比率は、前年度と比べて１．０ポイント減の４．１％と
なりました。

（単位：％）
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５　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める比率

平成２８年度新宿区財政の健全化判断比率

％ ％ ％ ％

財政再生基準

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第８条の規定に基づき、「財政再生基準」の数値以上の場合
は、財政再生計画を定めることが義務づけられています。

財政再生基準 財政再生基準

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第４条の規定に基づき、「早期健全化基準」の数値以上の場
合は、財政健全化計画を定め、自主的な財政再建が求められています。

（実質赤字比率はありません）

－

財政再生基準　 

早期健全化基準

（連結実質赤字比率はありません）

△3.4
－

（将来負担比率はありません）

自治体の財政状況を早期に把握し、破綻を防ぐことを目的に制定された「地方公共団体の財政
の健全化に関する法律」では、自治体財政の健全度を測る４つの指標（健全化判断比率）が定
められました。
　健全化判断比率は、毎年度、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することと
されています。
　平成28年度決算に基づき算定した新宿区の比率は以下のとおりです。

　平成20年度から各地方公共団体に公表が義務づけられた財政状況を示す４指標（健全化判断比
率）については、国が定めるすべての基準を下まわっています。

早期健全化基準

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

早期健全化基準　早期健全化基準　 早期健全化基準　

－

増　減

△ 752

増　減

△ 752

(△ 5.92%) (△ 6.24%)

一 般 会 計 以 外 の 赤 字 額

一 般 会 計 実 質 収 支 額

一般会計以外の実質収支額

標 準 税 収 入 額 等

臨時財政対策債発行可能額

標 準 財 政 規 模

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ＝Ｅ＋Ｆ

　※ 区分毎に表示単位未満を四捨五入しているため差引等が合わないことがあります。
　※ 連結実質収支が黒字である場合、連結実質赤字比率は負の値で表示されます。
 　 （　　）の値は分析のための参考数値で、連結実質赤字比率はありません。

Ｈ＝［(Ａ+Ｂ)
　　-(Ｃ+Ｄ)］/Ｇ連 結 実 質 赤 字 比 率

 第２表　連結実質赤字比率
　（単位：百万円）

平成28年度決算 平成27年度決算

Ａ

区　　　　　　　　分

一 般 会 計 の 赤 字 額

○　連結実質赤字比率は、ありません

　  標準財政規模に対する一般会計及び特別会計を連結した実質赤字の割合を示す連結実質赤字
　比率は、健全化判断比率の一つとして健全化法において新たに法定化された指標ですが、連結
　実質収支が黒字となったため、算出されません。

○　実質赤字比率は、ありません

　  標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字の割合を示す実質赤字比率は、実質収支が黒字
　となったため、算出されません。

健全化判断比率の状況（平成２８年度）

　※ 区分毎に表示単位未満を四捨五入しているため差引等が合わないことがあります。
  ※ 実質収支が黒字である場合、実質赤字比率は負の値で表示されます。
    （　　）の値は分析のための参考数値で、実質赤字比率はありません。

(△ 4.08%) (△ 5.07%)
F=（A-B)/E

一 般 会 計 の 赤 字 額

臨時財政対策債発行可能額

標 準 財 政 規 模

実 質 赤 字 比 率

一 般 会 計 実 質 収 支 額

標 準 税 収 入 額 等

 第１表　実質赤字比率
　（単位：百万円）

繰上充用額・支払繰延額等

区　　　　　　　　分 平成28年度決算 平成27年度決算
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５　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める比率

平成２８年度新宿区財政の健全化判断比率

％ ％ ％ ％

財政再生基準

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第８条の規定に基づき、「財政再生基準」の数値以上の場合
は、財政再生計画を定めることが義務づけられています。

財政再生基準 財政再生基準

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第４条の規定に基づき、「早期健全化基準」の数値以上の場
合は、財政健全化計画を定め、自主的な財政再建が求められています。

（実質赤字比率はありません）

－

財政再生基準　 

早期健全化基準

（連結実質赤字比率はありません）

△3.4
－

（将来負担比率はありません）

自治体の財政状況を早期に把握し、破綻を防ぐことを目的に制定された「地方公共団体の財政
の健全化に関する法律」では、自治体財政の健全度を測る４つの指標（健全化判断比率）が定
められました。
　健全化判断比率は、毎年度、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することと
されています。
　平成28年度決算に基づき算定した新宿区の比率は以下のとおりです。

　平成20年度から各地方公共団体に公表が義務づけられた財政状況を示す４指標（健全化判断比
率）については、国が定めるすべての基準を下まわっています。

早期健全化基準

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

早期健全化基準　早期健全化基準　 早期健全化基準　

－

増　減

△ 752

増　減

△ 752

(△ 5.92%) (△ 6.24%)

一 般 会 計 以 外 の 赤 字 額

一 般 会 計 実 質 収 支 額

一般会計以外の実質収支額

標 準 税 収 入 額 等

臨時財政対策債発行可能額

標 準 財 政 規 模

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ＝Ｅ＋Ｆ

　※ 区分毎に表示単位未満を四捨五入しているため差引等が合わないことがあります。
　※ 連結実質収支が黒字である場合、連結実質赤字比率は負の値で表示されます。
 　 （　　）の値は分析のための参考数値で、連結実質赤字比率はありません。

Ｈ＝［(Ａ+Ｂ)
　　-(Ｃ+Ｄ)］/Ｇ連 結 実 質 赤 字 比 率

 第２表　連結実質赤字比率
　（単位：百万円）

平成28年度決算 平成27年度決算

Ａ

区　　　　　　　　分

一 般 会 計 の 赤 字 額

○　連結実質赤字比率は、ありません

　  標準財政規模に対する一般会計及び特別会計を連結した実質赤字の割合を示す連結実質赤字
　比率は、健全化判断比率の一つとして健全化法において新たに法定化された指標ですが、連結
　実質収支が黒字となったため、算出されません。

○　実質赤字比率は、ありません

　  標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字の割合を示す実質赤字比率は、実質収支が黒字
　となったため、算出されません。

健全化判断比率の状況（平成２８年度）

　※ 区分毎に表示単位未満を四捨五入しているため差引等が合わないことがあります。
  ※ 実質収支が黒字である場合、実質赤字比率は負の値で表示されます。
    （　　）の値は分析のための参考数値で、実質赤字比率はありません。

(△ 4.08%) (△ 5.07%)
F=（A-B)/E

一 般 会 計 の 赤 字 額

臨時財政対策債発行可能額

標 準 財 政 規 模

実 質 赤 字 比 率

一 般 会 計 実 質 収 支 額

標 準 税 収 入 額 等

 第１表　実質赤字比率
　（単位：百万円）

繰上充用額・支払繰延額等

区　　　　　　　　分 平成28年度決算 平成27年度決算
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　（単位：百万円）

増　減

△ 107

△ 0.5

　※ 区分毎に表示単位未満を四捨五入しているため差引等が合わないことがあります。

　（単位：百万円）

増　減

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ △ 4,918

Ｆ

Ｇ

Ｈ △ 107

(△ 74.1%) (△ 79.8%)

地方債の償還等に充当可能な基金残高

地方債の償還等の経費として基準財政需要額
に 算 入 さ れ る こ と が 見 込 ま れ る 額

標 準 税 収 入 額 等

基 準 財 政 需 要 額 に 算 入 さ れ る
公 債 費 ・ 準 公 債 費 額

臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額

将 来 負 担 比 率
[(将来負担額)-(充当可能財源)]÷(標準財政規模等)

標
準
財
政

規
模
等

充
当
可
能

財
源

平成28年度決算 平成27年度決算区　　　　　　　　分

地 方 債 の 現 在 高

退 職 手 当 負 担 見 込 額

債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 支 出 予 定 額 等

標 準 財 政 規 模

Ａ

区　　　　　　　　分 平成28年度決算

△2.9%

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ＝Ｃ＋Ｄ

Ｆ＝(Ａ－Ｂ)
　　　　/（Ｅ－Ｂ）

実 質 公 債 費 比 率 （ か 年 度 の 平 均 ）

△ 3.6%

△3.4%

 第３表　実質公債費比率

　 実質公債費比率は公債費に債務負担行為などの支出（準元利償還金）も含めた経費の財政規模に
　対する割合をはかる指標です。(直近3か年度の平均値）
 　平成17年度決算から導入された指標ですが、健全化判断比率の一つとして健全化法においても
　法定化されたものです。

平成27年度決算

△ 4.0%

○　実質公債費比率は、△３．４％　　　０．５ポイント減

元利償還金・ 準元 利償 還金

基準財政需要額に算入される
公 債 費 ・ 準 元 利 償 還 金

標 準 税 収 入 額 等

臨時財政対策 債発 行可 能額

　※ 区分毎に表示単位未満を四捨五入しているため差引等が合わないことがあります。
　※ 分子である将来負担すべき実質的な負債額（将来負担額－充当可能財源）が負の値となるため、
　　将来負担比率も負の値で表示されます。（　）の値は分析のための参考数値で、分子である
　　将来負担額がないため、将来負担比率はありません。

将
来
負
担
額

 第４表　将来負担比率

　 将来負担比率は起債残高や職員の退職手当引当額などの将来負担額の財政規模に対する割合を
　はかる指標です。
　　健全化判断比率の一つとして健全化法において新たに法定化された指標ですが、新宿区では、
　将来負担額よりも、償還等に充用できる財源が大きいため、将来負担比率は算出されません。

○　将来負担比率は、ありません

実質公債費比 率（ 単年 度）

Ⅱ　財務書類 　

１　平成２８年度　新宿区の財務書類

 （１）はじめに

財務書類

　財政状況をより的確に把握するための方法として、従来のフロー面での決算に加えてストッ
ク面からの情報提供手法である新たな公会計制度への取り組みが各自治体で行われています。

　新宿区は、平成１１年度決算から、総務省方式と言われる会計モデルで「貸借対照表」と
「行政コスト計算書」を公表してきました。その後、平成１９年１０月に国が新たな地方公会
計のモデルとして、「基準モデル」と「総務省改訂モデル」の２つのモデルを提示したことか
ら、平成１９年度決算から「総務省改訂モデル」に基づき試行的に作成し、さらに財務会計シ
ステムの更新にあわせて、より精度の高い固定資産台帳の整備を前提とする「基準モデル」に
基づく財務書類を、平成２３年度から作成していました。
　
　各自治体においても財務書類の公表が行われていますが、作成方式が複数あり、比較が困難
であるほか、多くの自治体では簡便な作成方式である「総務省改訂モデル」が採用されている
ため、公共施設等のマネジメントにも資する固定資産台帳の整備が不十分であるという課題が
ありました。
　そこで、平成２７年１月、国は統一的な基準による財務書類の整備促進を図るため、財務書
類の作成手順や資産の評価方法、固定資産台帳の整備手順、事業別・施設別のセグメント分析
をはじめとする財務書類の活用方法等を示した「統一的な基準による地方公会計マニュアル」
を作成しました。そして、このマニュアルに基づき、原則として、平成２７年度から平成２９
年度までの３年間で、全ての地方公共団体において統一的な基準による財務書類を整備すると
ともに、予算編成等で積極的に活用するよう要請しています。
　
　これを受け、新宿区では平成２８年度決算より、「統一的な基準」による財務書類を作成・
公表することとしました。財務書類について、今後、他団体との比較を行うことで、新宿区の
財政状況の特徴や課題を明らかにし、さらなる財政の健全化に努めてまいります。

・貸借対照表（BS)
  基準日時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内訳）を示したものです。

・行政コスト計算書（PL)
  一会計期間中の費用・収益の取引高を表示したものです。また、現金収支を伴わない減価償
  却費等も費用として計上しています。

・純資産変動計算書（NW)
  一会計期間中の純資産（及びその内部構成）の変動を示したものです。

・資金収支計算書（CF)
  一会計期間の現金の収支を３つの区分で示したものです。
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　（単位：百万円）

増　減

△ 107

△ 0.5

　※ 区分毎に表示単位未満を四捨五入しているため差引等が合わないことがあります。

　（単位：百万円）
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公 債 費 ・ 準 公 債 費 額

臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額

将 来 負 担 比 率
[(将来負担額)-(充当可能財源)]÷(標準財政規模等)

標
準
財
政

規
模
等

充
当
可
能

財
源

平成28年度決算 平成27年度決算区　　　　　　　　分

地 方 債 の 現 在 高

退 職 手 当 負 担 見 込 額

債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 支 出 予 定 額 等

標 準 財 政 規 模

Ａ

区　　　　　　　　分 平成28年度決算

△2.9%

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ＝Ｃ＋Ｄ

Ｆ＝(Ａ－Ｂ)
　　　　/（Ｅ－Ｂ）

実 質 公 債 費 比 率 （ か 年 度 の 平 均 ）

△ 3.6%

△3.4%

 第３表　実質公債費比率

　 実質公債費比率は公債費に債務負担行為などの支出（準元利償還金）も含めた経費の財政規模に
　対する割合をはかる指標です。(直近3か年度の平均値）
 　平成17年度決算から導入された指標ですが、健全化判断比率の一つとして健全化法においても
　法定化されたものです。

平成27年度決算

△ 4.0%

○　実質公債費比率は、△３．４％　　　０．５ポイント減

元利償還金・ 準元 利償 還金

基準財政需要額に算入される
公 債 費 ・ 準 元 利 償 還 金

標 準 税 収 入 額 等

臨時財政対策 債発 行可 能額

　※ 区分毎に表示単位未満を四捨五入しているため差引等が合わないことがあります。
　※ 分子である将来負担すべき実質的な負債額（将来負担額－充当可能財源）が負の値となるため、
　　将来負担比率も負の値で表示されます。（　）の値は分析のための参考数値で、分子である
　　将来負担額がないため、将来負担比率はありません。

将
来
負
担
額

 第４表　将来負担比率

　 将来負担比率は起債残高や職員の退職手当引当額などの将来負担額の財政規模に対する割合を
　はかる指標です。
　　健全化判断比率の一つとして健全化法において新たに法定化された指標ですが、新宿区では、
　将来負担額よりも、償還等に充用できる財源が大きいため、将来負担比率は算出されません。

○　将来負担比率は、ありません

実質公債費比 率（ 単年 度）

Ⅱ　財務書類 　

１　平成２８年度　新宿区の財務書類

 （１）はじめに

財務書類

　財政状況をより的確に把握するための方法として、従来のフロー面での決算に加えてストッ
ク面からの情報提供手法である新たな公会計制度への取り組みが各自治体で行われています。

　新宿区は、平成１１年度決算から、総務省方式と言われる会計モデルで「貸借対照表」と
「行政コスト計算書」を公表してきました。その後、平成１９年１０月に国が新たな地方公会
計のモデルとして、「基準モデル」と「総務省改訂モデル」の２つのモデルを提示したことか
ら、平成１９年度決算から「総務省改訂モデル」に基づき試行的に作成し、さらに財務会計シ
ステムの更新にあわせて、より精度の高い固定資産台帳の整備を前提とする「基準モデル」に
基づく財務書類を、平成２３年度から作成していました。
　
　各自治体においても財務書類の公表が行われていますが、作成方式が複数あり、比較が困難
であるほか、多くの自治体では簡便な作成方式である「総務省改訂モデル」が採用されている
ため、公共施設等のマネジメントにも資する固定資産台帳の整備が不十分であるという課題が
ありました。
　そこで、平成２７年１月、国は統一的な基準による財務書類の整備促進を図るため、財務書
類の作成手順や資産の評価方法、固定資産台帳の整備手順、事業別・施設別のセグメント分析
をはじめとする財務書類の活用方法等を示した「統一的な基準による地方公会計マニュアル」
を作成しました。そして、このマニュアルに基づき、原則として、平成２７年度から平成２９
年度までの３年間で、全ての地方公共団体において統一的な基準による財務書類を整備すると
ともに、予算編成等で積極的に活用するよう要請しています。
　
　これを受け、新宿区では平成２８年度決算より、「統一的な基準」による財務書類を作成・
公表することとしました。財務書類について、今後、他団体との比較を行うことで、新宿区の
財政状況の特徴や課題を明らかにし、さらなる財政の健全化に努めてまいります。

・貸借対照表（BS)
  基準日時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内訳）を示したものです。

・行政コスト計算書（PL)
  一会計期間中の費用・収益の取引高を表示したものです。また、現金収支を伴わない減価償
  却費等も費用として計上しています。

・純資産変動計算書（NW)
  一会計期間中の純資産（及びその内部構成）の変動を示したものです。

・資金収支計算書（CF)
  一会計期間の現金の収支を３つの区分で示したものです。
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 （２）「基準モデル」から「統一的な基準」への移行に伴う変更について

 （３）会計処理等

① 有形固定資産の評価基準の変更

　ア．土地
　 　 庁舎、学校等の事業用資産の土地について、「基準モデル」では再調達価額で資産計上
    していましたが、「統一的な基準」では原則として取得価額で資産計上することとし、例
    外的に取得価額が不明なものまたは昭和59年度以前に取得したもの等は再調達価額で資産
  　計上することとしました。
　    また、道路、河川及び水路等のインフラ資産の土地について、「基準モデル」では取得
　　価額や再調達価額で資産計上していましたが、「統一的な基準」では原則として取得価額
　　で資産計上することとし、例外的に取得価額が不明なものまたは昭和59年度以前に取得し
　　たもの等は備忘価額1円で資産計上することとしました。

　イ．建物
　 　 事業用資産及びインフラ資産の建物について、「基準モデル」では再調達価額を基に資
    産計上及び減価償却を行っていましたが、「統一的な基準」では原則として取得価額を基
    に資産計上及び減価償却を行うこととし、例外的に取得価額が不明なものまたは昭和59年
    度以前に取得したもの等は再調達価額で資産計上及び減価償却を行うこととしました。

② その他
　   財務書類の体系や貸借対照表の勘定科目の見直し、行政コスト計算書への臨時損益の区
   分の追加、純資産変動計算書の財源情報の簡略化、インフラ資産から事業用資産への区分
   変更などが行われました。

① 対象年度・作成基準日
     貸借対照表  ･････  平成28年度（基準日　平成29年3月31日）
     行政コスト計算書
     純資産変動計算書　 平成28年4月1日～平成29年3月31日
     資金収支計算書
     ＊出納整理期間（平成29年4月１日から5月31日）までの入出金を含めています。

② 固定・流動の区分
     原則として、基準日の翌日（平成29年4月1日）から１年以内に入出金するものを流動資
　 産・負債とし、それ以外のものを固定資産・負債とする１年基準を採用しています。

 （４）新宿区の財務書類の対象範囲

 （５）財務書類の相互関係

資産 負債

純資産

①

① BSの資産のうち「現金預金」の金額は、CFの本年度末残高に本年度末歳計外現金残高を足したものと対応
   します。
② BSの「純資産」の金額は、NWの本年度末残高と対応します。
③ PLの「純行政コスト」の金額は、NWに記載されます。

本年度末残高

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支

前年度末残高

本年度末残高

前年度末残高

純行政コスト

財源

固定資産等の変動

うち
現金
預金

純行政コスト

臨時利益

②

経常収益

経常費用

新宿区シルバー人材センター

臨時損失
　③

貸借対照表【BS】 行政コスト計算書【PL】 純資産変動計算書【NW】

　新宿区では、公営企業会計が存在しないため、全体財務書類は区の全会計を合算し、会計間の繰出し・繰入
れを消去したものです。

東京都後期高齢者医療広域連合

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
後期高齢者医療特別会計

特 別 区 競 馬 組 合

特別区人事・厚生事務組合

一 部 事 務 組 合

＋本年度
末歳計外
現金残高

資金収支計算書【CF】

東京二十三区清掃一部事務組合

連結財務書類
BS　PL CF　NW

特 別 会 計

地 方 三 公 社
新 宿 区 土 地 開 発 公 社

第三セクター等
新 宿 未 来 創 造 財 団

一 般 会 計

新宿区勤労者・仕事支援ｾﾝﾀｰ

新 宿 区 社 会 福 祉 協 議 会
新 宿 観 光 振 興 協 会

全体財務書類
BS　PL CF　NW

新 宿 区 社 会 福 祉 事 業 団
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 （２）「基準モデル」から「統一的な基準」への移行に伴う変更について

 （３）会計処理等

① 有形固定資産の評価基準の変更

　ア．土地
　 　 庁舎、学校等の事業用資産の土地について、「基準モデル」では再調達価額で資産計上
    していましたが、「統一的な基準」では原則として取得価額で資産計上することとし、例
    外的に取得価額が不明なものまたは昭和59年度以前に取得したもの等は再調達価額で資産
  　計上することとしました。
　    また、道路、河川及び水路等のインフラ資産の土地について、「基準モデル」では取得
　　価額や再調達価額で資産計上していましたが、「統一的な基準」では原則として取得価額
　　で資産計上することとし、例外的に取得価額が不明なものまたは昭和59年度以前に取得し
　　たもの等は備忘価額1円で資産計上することとしました。

　イ．建物
　 　 事業用資産及びインフラ資産の建物について、「基準モデル」では再調達価額を基に資
    産計上及び減価償却を行っていましたが、「統一的な基準」では原則として取得価額を基
    に資産計上及び減価償却を行うこととし、例外的に取得価額が不明なものまたは昭和59年
    度以前に取得したもの等は再調達価額で資産計上及び減価償却を行うこととしました。

② その他
　   財務書類の体系や貸借対照表の勘定科目の見直し、行政コスト計算書への臨時損益の区
   分の追加、純資産変動計算書の財源情報の簡略化、インフラ資産から事業用資産への区分
   変更などが行われました。

① 対象年度・作成基準日
     貸借対照表  ･････  平成28年度（基準日　平成29年3月31日）
     行政コスト計算書
     純資産変動計算書　 平成28年4月1日～平成29年3月31日
     資金収支計算書
     ＊出納整理期間（平成29年4月１日から5月31日）までの入出金を含めています。

② 固定・流動の区分
     原則として、基準日の翌日（平成29年4月1日）から１年以内に入出金するものを流動資
　 産・負債とし、それ以外のものを固定資産・負債とする１年基準を採用しています。

 （４）新宿区の財務書類の対象範囲

 （５）財務書類の相互関係

資産 負債

純資産

①

① BSの資産のうち「現金預金」の金額は、CFの本年度末残高に本年度末歳計外現金残高を足したものと対応
   します。
② BSの「純資産」の金額は、NWの本年度末残高と対応します。
③ PLの「純行政コスト」の金額は、NWに記載されます。

本年度末残高

業務活動収支

投資活動収支

財務活動収支

前年度末残高

本年度末残高

前年度末残高

純行政コスト

財源

固定資産等の変動

うち
現金
預金

純行政コスト

臨時利益

②

経常収益

経常費用

新宿区シルバー人材センター

臨時損失
　③

貸借対照表【BS】 行政コスト計算書【PL】 純資産変動計算書【NW】

　新宿区では、公営企業会計が存在しないため、全体財務書類は区の全会計を合算し、会計間の繰出し・繰入
れを消去したものです。

東京都後期高齢者医療広域連合

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
後期高齢者医療特別会計

特 別 区 競 馬 組 合

特別区人事・厚生事務組合

一 部 事 務 組 合

＋本年度
末歳計外
現金残高

資金収支計算書【CF】

東京二十三区清掃一部事務組合

連結財務書類
BS　PL CF　NW

特 別 会 計

地 方 三 公 社
新 宿 区 土 地 開 発 公 社

第三セクター等
新 宿 未 来 創 造 財 団

一 般 会 計

新宿区勤労者・仕事支援ｾﾝﾀｰ

新 宿 区 社 会 福 祉 協 議 会
新 宿 観 光 振 興 協 会

全体財務書類
BS　PL CF　NW

新 宿 区 社 会 福 祉 事 業 団
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 （６）全体財務書類の概要

① 全体貸借対照表（BS)
（単位：百万円）

金額 金額

１　固定資産 １　固定負債

有形固定資産 地方債

無形固定資産 長期未払金

投資その他の資産 その他

２　流動資産 ２　流動負債

現金預金 1年以内償還予定地方債

基金 賞与等引当金

その他 預り金

その他

金額

区の人口 339,339人 （平成29年4月1日現在）

区民一人あたりの資産と負債

資産： 263万円

負債： 21万円

純資産比率 …… 資産全体に占める純資産の割合　

② 全体行政コスト計算書（PL) ③ 全体純資産変動計算書（NW) ④ 全体資金収支計算書（CF)
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金額 金額 金額

１　経常費用 前年度末純資産残高 業務活動収支

業務費用 純行政コスト △ 183,086 業務支出

人件費 財源 業務収入

物件費等 税収等 臨時支出

その他の業務費用 国県等補助金 臨時収入

移転費用 本年度差額 投資活動収支 △ 9,932

補助金等 資産評価差額 投資活動支出

社会保障給付 無償所管換等 投資活動収入

その他 その他 財務活動収支

２　経常収益 本年度純資産変動額 財務活動支出

使用料及び手数料 本年度末純資産残高 財務活動収入

本年度資金収支額

純経常行政コスト △ 183,030 前年度末資金残高

３　臨時損失 本年度末資金残高

４　臨時利益

純行政コスト △ 183,086

資産合計 負債純資産合計

本年度末現金預金残高

本年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

前年度末歳計外現金残高

科目

その他

科目 科目

資産の部 負債の部

負債合計

純資産の部

純資産合計

 （７）連結財務書類の概要

① 連結貸借対照表（BS)
（単位：百万円）

金額 金額

１　固定資産 １　固定負債

有形固定資産 地方債

無形固定資産 長期未払金

投資その他の資産 その他

２　流動資産 ２　流動負債

現金預金 1年以内償還予定地方債

基金 賞与等引当金

その他 預り金

その他

金額

区の人口 339,339人 （平成29年4月1日現在）

区民一人あたりの資産と負債

資産： 272万円

負債： 22万円

純資産比率 …… 資産全体に占める純資産の割合　

② 連結行政コスト計算書（PL) ③ 連結純資産変動計算書（NW) ④ 連結資金収支計算書（CF)
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金額 金額 金額

１　経常費用 前年度末純資産残高 業務活動収支

業務費用 純行政コスト △ 207,070 業務支出

人件費 財源 業務収入

物件費等 税収等 臨時支出

その他の業務費用 国県等補助金 臨時収入

移転費用 本年度差額 投資活動収支 △ 10,747

補助金等 資産評価差額 投資活動支出

社会保障給付 無償所管換等 投資活動収入

その他　 その他 △ 96 財務活動収支

２　経常収益 本年度純資産変動額 財務活動支出

使用料及び手数料 本年度末純資産残高 財務活動収入

本年度資金収支額

純経常行政コスト △ 206,946 前年度末資金残高

３　臨時損失

４　臨時利益 本年度末資金残高

純行政コスト △ 207,070

本年度末現金預金残高

比例連結割合変更に伴う差額

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

資産の部 負債の部

負債合計

純資産の部

純資産合計

その他

資産合計 負債純資産合計

科目科目 科目
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 （６）全体財務書類の概要

① 全体貸借対照表（BS)
（単位：百万円）

金額 金額

１　固定資産 １　固定負債

有形固定資産 地方債

無形固定資産 長期未払金

投資その他の資産 その他

２　流動資産 ２　流動負債

現金預金 1年以内償還予定地方債

基金 賞与等引当金

その他 預り金

その他

金額

区の人口 339,339人 （平成29年4月1日現在）

区民一人あたりの資産と負債

資産： 263万円

負債： 21万円

純資産比率 …… 資産全体に占める純資産の割合　

② 全体行政コスト計算書（PL) ③ 全体純資産変動計算書（NW) ④ 全体資金収支計算書（CF)
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金額 金額 金額

１　経常費用 前年度末純資産残高 業務活動収支

業務費用 純行政コスト △ 183,086 業務支出

人件費 財源 業務収入

物件費等 税収等 臨時支出

その他の業務費用 国県等補助金 臨時収入

移転費用 本年度差額 投資活動収支 △ 9,932

補助金等 資産評価差額 投資活動支出

社会保障給付 無償所管換等 投資活動収入

その他 その他 財務活動収支

２　経常収益 本年度純資産変動額 財務活動支出

使用料及び手数料 本年度末純資産残高 財務活動収入

本年度資金収支額

純経常行政コスト △ 183,030 前年度末資金残高

３　臨時損失 本年度末資金残高

４　臨時利益

純行政コスト △ 183,086

資産合計 負債純資産合計

本年度末現金預金残高

本年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

前年度末歳計外現金残高

科目

その他

科目 科目

資産の部 負債の部

負債合計

純資産の部

純資産合計

 （７）連結財務書類の概要

① 連結貸借対照表（BS)
（単位：百万円）

金額 金額

１　固定資産 １　固定負債

有形固定資産 地方債

無形固定資産 長期未払金

投資その他の資産 その他

２　流動資産 ２　流動負債

現金預金 1年以内償還予定地方債

基金 賞与等引当金

その他 預り金

その他

金額

区の人口 339,339人 （平成29年4月1日現在）

区民一人あたりの資産と負債

資産： 272万円

負債： 22万円

純資産比率 …… 資産全体に占める純資産の割合　

② 連結行政コスト計算書（PL) ③ 連結純資産変動計算書（NW) ④ 連結資金収支計算書（CF)
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金額 金額 金額

１　経常費用 前年度末純資産残高 業務活動収支

業務費用 純行政コスト △ 207,070 業務支出

人件費 財源 業務収入

物件費等 税収等 臨時支出

その他の業務費用 国県等補助金 臨時収入

移転費用 本年度差額 投資活動収支 △ 10,747

補助金等 資産評価差額 投資活動支出

社会保障給付 無償所管換等 投資活動収入

その他　 その他 △ 96 財務活動収支

２　経常収益 本年度純資産変動額 財務活動支出

使用料及び手数料 本年度末純資産残高 財務活動収入

本年度資金収支額

純経常行政コスト △ 206,946 前年度末資金残高

３　臨時損失

４　臨時利益 本年度末資金残高

純行政コスト △ 207,070

本年度末現金預金残高

比例連結割合変更に伴う差額

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

資産の部 負債の部

負債合計

純資産の部

純資産合計

その他

資産合計 負債純資産合計

科目科目 科目
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２　平成２８年度　全体財務書類の分析等

（１）全体貸借対照表

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 △ 150,700,930 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債
工作物減価償却累計額 △ 320,571 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分） △ 79,672,000
土地
建物
建物減価償却累計額 △ 693,639
工作物
工作物減価償却累計額 △ 74,024,306
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額 △ 4,026,393

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金 △ 1,263,832

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金 △ 16,738

（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

◎区民1人あたりの全体貸借対照表

（単位：千円）

区の人口（平成29年4月1日現在） 人

□ 全体貸借対照表からわかること

その他

負債合計

　 新宿区では、今までに８，９１０億円の資産を形成してきています。
　 そのうち純資産は８，１８６億円で、これは、過去の世代や国・都の補助等ですでに支
 払いが済んでいます。負債である７２５億円は、将来の世代が負担していくことになりま
 す。
　 これらを区民１人あたりに換算すると、資産が２６２万円、負債が２１万円、純資産が
 ２４１万円になります。
　 資産の中で最も大きな割合を占めるのが、道路や公園などのインフラ資産で、総資産の
 ４６．５％を占めています。庁舎や学校、保育園などの事業用資産は４４．０％となって
 います。流動資産では、現金預金や基金が主なものとなっています。

資産合計 負債純資産合計

現金預金

純資産の部 金額 構成比

純資産合計

その他

1年以内償還予定地方債

賞与引当金

投資その他の資産 ２　流動負債

基金 預り金

２　流動資産

未払金

未収金

無形固定資産 その他

物品 損失補償等引当金

長期未払金

インフラ資産 退職不能引当金

資産の部 金額 構成比 負債の部 金額 構成比

１　固定資産 １　固定負債

事業用資産

有形固定資産 地方債
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２　平成２８年度　全体財務書類の分析等

（１）全体貸借対照表

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 △ 150,700,930 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債
工作物減価償却累計額 △ 320,571 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分） △ 79,672,000
土地
建物
建物減価償却累計額 △ 693,639
工作物
工作物減価償却累計額 △ 74,024,306
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額 △ 4,026,393

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金 △ 1,263,832

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金 △ 16,738

（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

◎区民1人あたりの全体貸借対照表

（単位：千円）

区の人口（平成29年4月1日現在） 人

□ 全体貸借対照表からわかること

その他

負債合計

　 新宿区では、今までに８，９１０億円の資産を形成してきています。
　 そのうち純資産は８，１８６億円で、これは、過去の世代や国・都の補助等ですでに支
 払いが済んでいます。負債である７２５億円は、将来の世代が負担していくことになりま
 す。
　 これらを区民１人あたりに換算すると、資産が２６２万円、負債が２１万円、純資産が
 ２４１万円になります。
　 資産の中で最も大きな割合を占めるのが、道路や公園などのインフラ資産で、総資産の
 ４６．５％を占めています。庁舎や学校、保育園などの事業用資産は４４．０％となって
 います。流動資産では、現金預金や基金が主なものとなっています。

資産合計 負債純資産合計

現金預金

純資産の部 金額 構成比

純資産合計

その他

1年以内償還予定地方債

賞与引当金

投資その他の資産 ２　流動負債

基金 預り金

２　流動資産

未払金

未収金

無形固定資産 その他

物品 損失補償等引当金

長期未払金

インフラ資産 退職不能引当金

資産の部 金額 構成比 負債の部 金額 構成比

１　固定資産 １　固定負債

事業用資産

有形固定資産 地方債
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（単位：千円）

経常費用
業務費用

人件費
　　職員給与費
　　賞与等引当金繰入額
　　退職手当引当金繰入額
　　その他
物件費等
　　物件費
　　維持補修費
　　減価償却費
　　その他
その他の業務費用
　　支払利息
　　徴収不能引当金繰入額
　　その他

移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他

経常収益
使用料及び手数料
その他

純経常行政コスト △ 183,030,706
臨時損失

災害復旧事業費
資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
その他

臨時利益
資産売却益
その他

純行政コスト △ 183,086,438

◎区民1人あたりの全体行政コスト計算書
（単位：千円）

金額 構成比

区の人口
（平成29年4月1日現在）

人

△ 539

△ 539

□全体行政コスト計算書からわかること

科目

（２）全体行政コスト計算書

金額

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

人件費
業務費用

１　経常費用
科目

物件費等

移転費用
その他の業務費用

純行政コスト
４　臨時利益
３　臨時損失
純経常行政コスト
その他
使用料及び手数料

２　経常収益
その他

社会保障給付
補助金等

　平成２８年度の経常費用は１，９１４億円で、行政サービスの対価としての使用料や負担金などの経常収
益は８４億円となりました。
　経常費用から経常収益を引いた純経常行政コストは、１，８３０億円となり、この不足額については、特
別区税や特別区交付金などの一般財源や、国・都支出金などの特定財源で賄っています。
　区民１人あたりに換算すると、経常費用が５６万円、経常収益が２万円、純経常行政コストは５４万円と
なります。
　経常費用のうち、業務費用の中では職員給与や議員報酬、退職給付費用などの人件費が１５.２％、業務委
託料や賃借料などの物件費等が１９.７％、移転費用の中では生活保護費などの社会保障給付の支出が４４.
９％となっています。

他会計への繰出金

（単位：千円）

前年度末純資産残高 △ 78,773,819

純行政コスト（△） △ 183,086,438 △ 183,086,438

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,588,588

有形固定資産等の増加 △ 7,127,586

有形固定資産等の減少 △ 6,800,384

貸付金・基金等の増加 △ 6,050,346

貸付金・基金等の減少 △ 2,788,960

資産評価差額

無償所管換等

その他

本年度純資産変動額 △ 898,181

本年度末純資産残高 △ 79,672,000

◎区民1人あたりの全体純資産変動計算書

（単位：千円）
金額

△ 540 区の人口（平成29年4月1日現在）
人

□全体純資産変動計算書からわかること

前年度末純資産残高

無償所管換等
本年度差額
国都等補助金
税収等

（３）全体純資産変動計算書

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

科目 合計
固定資産等形成分 余剰分（不足分）

金額

本年度末純資産残高
本年度純資産変動額
その他

　平成２８年度においては、純資産が５１億円の増加、区民１人あたりに換算する
と、１．４万円の増加となりました。
　平成２８年度末の純資産は８，１８６億円、区民１人あたりに換算して２４１万
円となりました。

科目

財源
純行政コスト
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（単位：千円）

経常費用
業務費用

人件費
　　職員給与費
　　賞与等引当金繰入額
　　退職手当引当金繰入額
　　その他
物件費等
　　物件費
　　維持補修費
　　減価償却費
　　その他
その他の業務費用
　　支払利息
　　徴収不能引当金繰入額
　　その他

移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他

経常収益
使用料及び手数料
その他

純経常行政コスト △ 183,030,706
臨時損失

災害復旧事業費
資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
その他

臨時利益
資産売却益
その他

純行政コスト △ 183,086,438

◎区民1人あたりの全体行政コスト計算書
（単位：千円）

金額 構成比

区の人口
（平成29年4月1日現在）

人

△ 539

△ 539

□全体行政コスト計算書からわかること

科目

（２）全体行政コスト計算書

金額

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

人件費
業務費用

１　経常費用
科目

物件費等

移転費用
その他の業務費用

純行政コスト
４　臨時利益
３　臨時損失
純経常行政コスト
その他
使用料及び手数料

２　経常収益
その他

社会保障給付
補助金等

　平成２８年度の経常費用は１，９１４億円で、行政サービスの対価としての使用料や負担金などの経常収
益は８４億円となりました。
　経常費用から経常収益を引いた純経常行政コストは、１，８３０億円となり、この不足額については、特
別区税や特別区交付金などの一般財源や、国・都支出金などの特定財源で賄っています。
　区民１人あたりに換算すると、経常費用が５６万円、経常収益が２万円、純経常行政コストは５４万円と
なります。
　経常費用のうち、業務費用の中では職員給与や議員報酬、退職給付費用などの人件費が１５.２％、業務委
託料や賃借料などの物件費等が１９.７％、移転費用の中では生活保護費などの社会保障給付の支出が４４.
９％となっています。

他会計への繰出金

（単位：千円）

前年度末純資産残高 △ 78,773,819

純行政コスト（△） △ 183,086,438 △ 183,086,438

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,588,588

有形固定資産等の増加 △ 7,127,586

有形固定資産等の減少 △ 6,800,384

貸付金・基金等の増加 △ 6,050,346

貸付金・基金等の減少 △ 2,788,960

資産評価差額

無償所管換等

その他

本年度純資産変動額 △ 898,181

本年度末純資産残高 △ 79,672,000

◎区民1人あたりの全体純資産変動計算書

（単位：千円）
金額

△ 540 区の人口（平成29年4月1日現在）
人

□全体純資産変動計算書からわかること

前年度末純資産残高

無償所管換等
本年度差額
国都等補助金
税収等

（３）全体純資産変動計算書

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

科目 合計
固定資産等形成分 余剰分（不足分）

金額

本年度末純資産残高
本年度純資産変動額
その他

　平成２８年度においては、純資産が５１億円の増加、区民１人あたりに換算する
と、１．４万円の増加となりました。
　平成２８年度末の純資産は８，１８６億円、区民１人あたりに換算して２４１万
円となりました。

科目

財源
純行政コスト
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（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支 △ 9,931,793
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

（４）全体資金収支計算書

前年度末資金残高
本年度末資金残高

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額

◎区民1人あたりの全体資金収支計算書

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

区の人口（平成29年4月1日現在） 人

□　全体資金収支計算書からわかること

　業務活動収支は１００億円の黒字となりましたが、資産形成や投資、貸付
金などの収支である投資活動収支は９９億円の赤字となりました。また、特
別区債の収支である財務活動収支は１億円の黒字となりました。
　これらを区民１人あたりに換算すると、業務活動収支は２．９万円の黒字、
投資活動収支は２．９万円の赤字となりました。
　本年度資金収支額は１億円の黒字で、本年度末資金残高は５４億円（区
民１人あたり１．６万円）です。

科目

本年度末現金預金残高

その他の支出

財務活動収入

地方債発行収入

基金積立金支出

基金取崩収入

投資活動収入

３　財務活動収支

財務活動支出

地方債償還支出

投資活動支出

国県等補助金収入

公共施設等整備費支出

貸付金元金回収収入

金額

１　業務活動収支

業務支出

業務費用支出

移転費用支出

業務収入

国県等補助金収入

２　投資活動収支 △ 29

その他の収入

貸付金支出

使用料及び手数料収入

税収等収入

（単位：千円）
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（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支 △ 9,931,793
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

（４）全体資金収支計算書

前年度末資金残高
本年度末資金残高

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額

◎区民1人あたりの全体資金収支計算書

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

区の人口（平成29年4月1日現在） 人

□　全体資金収支計算書からわかること

　業務活動収支は１００億円の黒字となりましたが、資産形成や投資、貸付
金などの収支である投資活動収支は９９億円の赤字となりました。また、特
別区債の収支である財務活動収支は１億円の黒字となりました。
　これらを区民１人あたりに換算すると、業務活動収支は２．９万円の黒字、
投資活動収支は２．９万円の赤字となりました。
　本年度資金収支額は１億円の黒字で、本年度末資金残高は５４億円（区
民１人あたり１．６万円）です。

科目

本年度末現金預金残高

その他の支出

財務活動収入

地方債発行収入

基金積立金支出

基金取崩収入

投資活動収入

３　財務活動収支

財務活動支出

地方債償還支出

投資活動支出

国県等補助金収入

公共施設等整備費支出

貸付金元金回収収入

金額

１　業務活動収支

業務支出

業務費用支出

移転費用支出

業務収入

国県等補助金収入

２　投資活動収支 △ 29

その他の収入

貸付金支出

使用料及び手数料収入

税収等収入

（単位：千円）
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（５）　注記（全体）

重要な会計方針
①　有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

□有形固定資産  ・・・・・・・・・・・・・・ 取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

・昭和５９年度以前に取得したもの ・・・・・ 再調達価額

　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円とします。

・昭和６０年度以後に取得したもの

　取得価額が判明しているもの ・・・・・・・ 取得価額

　取得価額が不明なもの ・・・・・・・・・・ 再調達価額

　ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円とします。

□無形固定資産 ・・・・・・・・・・・・ 取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

・取得価額が判明しているもの ・・・・・・・ 取得価額

・取得価額が不明なもの ・・・・・・・・・・ 再調達価額

②　有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

□満期保有目的有価証券  ・・・・・・・・・・・ 償却原価法（定額法）

□満期保有目的以外の有価証券

・市場価格のあるもの ・・・・・・・・・・・ 会計年度末における市場価格

・市場価格のないもの ・・・・・・・・・・・ 取得価額

□出資金

・市場価格のあるもの ・・・・・・・・・・・ 会計年度末における市場価格

・市場価格のないもの ・・・・・・・・・・・ 出資金額

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

区においては販売目的とする棚卸資産はありません。

④　有形固定資産等の減価償却の方法

□有形固定資産（リース資産は除きます。）  ・・ 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 １０年～５０年

工作物 　３年～５０年

物品 　２年～２０年

□無形固定資産（リース資産は除きます。）  ・・ 定額法

□リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・・ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・・ リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

⑤　引当金の計上基準及び算定方法

□徴収不能引当金

□退職給付引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。

□賞与引当金

□損失補償等引当金

□投資損失引当金

⑥　リース取引の処理方法

□ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

□オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っています。

⑦　資金収支計算書における資金の範囲

⑧　出納整理期間における現金の整理

⑨　端数処理

⑩　その他の財務書類作成のための基本となる重要な事項

□物品の計上基準

□資本的支出と修繕費の区分基準

　取得価額が５０万円以上（美術品は３００万円）の場合に資産として計上してい

ます。

　未収金、長期延滞債権及び長期貸付金について、過去５年間の平均不納欠損
率により、計上しています。

　翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額
の見込額について、それぞれの本会計年度の期間に対応する部分を計上してい
ます。

　現金（手元現金、要求払預金）及び現金同等物（出納整理期間中の取引により発
生する資金の受払含む）を資金の範囲とします。
　なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金
の受払いを含んでいます。

　企業会計方式を採用している会計では、出納整理期間がなく３月末日現在で、区
に対する未収金・未払金等として計上しているため、区の会計と連結する場合、出
納整理期間中に現金の授受が発生した場合、調整が必要となります。新宿区の全体
財務諸表を構成している会計では、企業会計を採用している会計はありませんが、
歳計外現金は出納整理期間を有していないため区税など一般会計との振り替え処理
がなされたものについては相殺処理をしています。

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものに
ついて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額
を計上しています。
新宿区は投資損失引当金はありません。

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の
健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上
しています。
新宿区は損失補償等引当金はありません。

表示単位未満金額を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

　資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万未満であるときに修繕
　費として処理しています。
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（５）　注記（全体）

重要な会計方針
①　有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

□有形固定資産  ・・・・・・・・・・・・・・ 取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

・昭和５９年度以前に取得したもの ・・・・・ 再調達価額

　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円とします。

・昭和６０年度以後に取得したもの

　取得価額が判明しているもの ・・・・・・・ 取得価額

　取得価額が不明なもの ・・・・・・・・・・ 再調達価額

　ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円とします。

□無形固定資産 ・・・・・・・・・・・・ 取得価額

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

・取得価額が判明しているもの ・・・・・・・ 取得価額

・取得価額が不明なもの ・・・・・・・・・・ 再調達価額

②　有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

□満期保有目的有価証券  ・・・・・・・・・・・ 償却原価法（定額法）

□満期保有目的以外の有価証券

・市場価格のあるもの ・・・・・・・・・・・ 会計年度末における市場価格

・市場価格のないもの ・・・・・・・・・・・ 取得価額

□出資金

・市場価格のあるもの ・・・・・・・・・・・ 会計年度末における市場価格

・市場価格のないもの ・・・・・・・・・・・ 出資金額

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

区においては販売目的とする棚卸資産はありません。

④　有形固定資産等の減価償却の方法

□有形固定資産（リース資産は除きます。）  ・・ 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 １０年～５０年

工作物 　３年～５０年

物品 　２年～２０年

□無形固定資産（リース資産は除きます。）  ・・ 定額法

□リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・・ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・・ リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

⑤　引当金の計上基準及び算定方法

□徴収不能引当金

□退職給付引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。

□賞与引当金

□損失補償等引当金

□投資損失引当金

⑥　リース取引の処理方法

□ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

□オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っています。

⑦　資金収支計算書における資金の範囲

⑧　出納整理期間における現金の整理

⑨　端数処理

⑩　その他の財務書類作成のための基本となる重要な事項

□物品の計上基準

□資本的支出と修繕費の区分基準

　取得価額が５０万円以上（美術品は３００万円）の場合に資産として計上してい

ます。

　未収金、長期延滞債権及び長期貸付金について、過去５年間の平均不納欠損
率により、計上しています。

　翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額
の見込額について、それぞれの本会計年度の期間に対応する部分を計上してい
ます。

　現金（手元現金、要求払預金）及び現金同等物（出納整理期間中の取引により発
生する資金の受払含む）を資金の範囲とします。
　なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金
の受払いを含んでいます。

　企業会計方式を採用している会計では、出納整理期間がなく３月末日現在で、区
に対する未収金・未払金等として計上しているため、区の会計と連結する場合、出
納整理期間中に現金の授受が発生した場合、調整が必要となります。新宿区の全体
財務諸表を構成している会計では、企業会計を採用している会計はありませんが、
歳計外現金は出納整理期間を有していないため区税など一般会計との振り替え処理
がなされたものについては相殺処理をしています。

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものに
ついて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額
を計上しています。
新宿区は投資損失引当金はありません。

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の
健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上
しています。
新宿区は損失補償等引当金はありません。

表示単位未満金額を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

　資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万未満であるときに修繕
　費として処理しています。
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重要な後発事象

平成28年4月に以下のとおり、組織変更がありました。

改正後の組織の名称

健康部
健康政策課 健康推進課を再編し、新たに「健康政

策課」「健康づくり課」を設置健康づくり課

都市計画部

新宿駅周辺整備担当課 新設

景観・まちづくり課 景観と地区計画課から名称変更

防災都市づくり課 地域整備課から名称変更

福祉部
地域包括ケア推進課 高齢者福祉課を再編し、新たに「地域

包括ケア推進課」「高齢者支援課」を
設置高齢者支援課

子ども家庭部

子ども家庭課 子育て支援課の業務を統合

保育課 保育園子ども園課を再編し、新たに
「保育課」「保育指導課」を設置保育指導課

東京オリンピッ
ク・パラリンピッ
ク開催等担当部
東京オリンピッ
ク・パラリンピッ
ク開催等担当課

東京オリンピック・パラリンピック開
催調整担当部東京オリンピック・パラ
リンピック開催調整担当課から名称変
更
特命プロジェクト推進課を統合し、区
長室から移管

文化観光産業部

文化観光課 地域文化部から移管

産業振興課 地域文化部から移管

消費生活就労支援課
消費者支援等担当課から名称変更し、
地域文化部から移管

地域振興部

地域調整課から名称変更し、地域文化
部から移管
生涯学習コミュニティ課のコミュニ
ティに関する業務のみを地域コミュニ
ティ課に移管

特別出張所 地域文化部から移管

戸籍住民課 地域文化部から移管

生涯学習スポーツ
課

生涯学習コミュニティ課から名称変更
し、地域文化部から移管
コミュニティに関する業務のみを地域
コミュニティ課に移管

多文化共生推進課 地域文化部から移管

部 課 主な組織改正の内容等

総合政策部
区政情報課 広聴担当課を統合し、区長室から移管

情報システム課 情報政策課から名称変更

総務部

秘書課 区長室から移管

危機管理担当部
危機管理課

区長室から移管

地域コミュニティ
課

偶発債務

保証債務及び損失補償債務の状況

千円

※平成29年3月31日現在、新宿区土地開発公社の借入金は、135,750,457円です。

重要な会計方針の変更等

①　表示方法の変更

② 貸借対照表に係る事項

□基準モデルから統一的な基準に変更したことによる影響額等は次のとおりです。

　 有形固定資産の評価基準の変更等による主な影響額

・事業用資産の土地

・事業用資産の建物

・インフラ資産の土地

・インフラ資産の建物

・インフラ資産の工作物

□減価償却累計額

・事業用資産

　　建物

　　工作物

・インフラ資産

　　建物

　　工作物

・物品

□減債基金に係る積立不足額

区においては積立不足額はありません。

□基金借入金（繰替運用）

区においては繰替運用はありません。

　247 百万円の増加

新宿区土地開発公社　債務保証枠

　66 百万円の減少

610,622 百万円の減少

5,289 百万円の減少

　42,590 百万円の増加

有形固定資産の減価償却累計額について、各有形固定資産の金額から直接控除し、

その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示する方法（直接法）か

ら、各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもっ

て表示する方法（間接法）に変更しました。

4,026　百万円

74,024　百万円

694　百万円

74,718　百万円

321　百万円

150,701　百万円

151,022　百万円

□地方公共団体の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、

  １９～２１ページのとおりです。
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重要な後発事象

平成28年4月に以下のとおり、組織変更がありました。

改正後の組織の名称

健康部
健康政策課 健康推進課を再編し、新たに「健康政

策課」「健康づくり課」を設置健康づくり課

都市計画部

新宿駅周辺整備担当課 新設

景観・まちづくり課 景観と地区計画課から名称変更

防災都市づくり課 地域整備課から名称変更

福祉部
地域包括ケア推進課 高齢者福祉課を再編し、新たに「地域

包括ケア推進課」「高齢者支援課」を
設置高齢者支援課

子ども家庭部

子ども家庭課 子育て支援課の業務を統合

保育課 保育園子ども園課を再編し、新たに
「保育課」「保育指導課」を設置保育指導課

東京オリンピッ
ク・パラリンピッ
ク開催等担当部
東京オリンピッ
ク・パラリンピッ
ク開催等担当課

東京オリンピック・パラリンピック開
催調整担当部東京オリンピック・パラ
リンピック開催調整担当課から名称変
更
特命プロジェクト推進課を統合し、区
長室から移管

文化観光産業部

文化観光課 地域文化部から移管

産業振興課 地域文化部から移管

消費生活就労支援課
消費者支援等担当課から名称変更し、
地域文化部から移管

地域振興部

地域調整課から名称変更し、地域文化
部から移管
生涯学習コミュニティ課のコミュニ
ティに関する業務のみを地域コミュニ
ティ課に移管

特別出張所 地域文化部から移管

戸籍住民課 地域文化部から移管

生涯学習スポーツ
課

生涯学習コミュニティ課から名称変更
し、地域文化部から移管
コミュニティに関する業務のみを地域
コミュニティ課に移管

多文化共生推進課 地域文化部から移管

部 課 主な組織改正の内容等

総合政策部
区政情報課 広聴担当課を統合し、区長室から移管

情報システム課 情報政策課から名称変更

総務部

秘書課 区長室から移管

危機管理担当部
危機管理課

区長室から移管

地域コミュニティ
課

偶発債務

保証債務及び損失補償債務の状況

千円

※平成29年3月31日現在、新宿区土地開発公社の借入金は、135,750,457円です。

重要な会計方針の変更等

①　表示方法の変更

② 貸借対照表に係る事項

□基準モデルから統一的な基準に変更したことによる影響額等は次のとおりです。

　 有形固定資産の評価基準の変更等による主な影響額

・事業用資産の土地

・事業用資産の建物

・インフラ資産の土地

・インフラ資産の建物

・インフラ資産の工作物

□減価償却累計額

・事業用資産

　　建物

　　工作物

・インフラ資産

　　建物

　　工作物

・物品

□減債基金に係る積立不足額

区においては積立不足額はありません。

□基金借入金（繰替運用）

区においては繰替運用はありません。

　247 百万円の増加

新宿区土地開発公社　債務保証枠

　66 百万円の減少

610,622 百万円の減少

5,289 百万円の減少

　42,590 百万円の増加

有形固定資産の減価償却累計額について、各有形固定資産の金額から直接控除し、

その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示する方法（直接法）か

ら、各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもっ

て表示する方法（間接法）に変更しました。

4,026　百万円

74,024　百万円

694　百万円

74,718　百万円

321　百万円

150,701　百万円

151,022　百万円

□地方公共団体の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、

  １９～２１ページのとおりです。
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③　純資産変動計算書に係る事項

□純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

・固定資産等形成分

・余剰分（不足分）

　純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

④　資金収支計算書に係る事項

□基礎的財政収支　　　19　百万円

資金収支計算書

　業務活動収支

　投資活動収入の国県等補助金収入

　未収債権額の増加　（減少）

　未払債務額の増加　（減少）

　その他流動資産の増加

　その他流動負債の増加

　減価償却額

　賞与等引当金繰入額

　退職手当引当金繰入額

　徴収不能引当金繰入額

　資産除売却益（損）

純資産変動計算書の本年度差額

　　固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた金額を
　計上しています。

807　百万円

104　百万円

△6,727　百万円

△1,651　百万円

△1,081　百万円

△1,369　百万円

△56　百万円

2,690百万円

□資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額

　の内訳

9,951　百万円

446　百万円

2,279　百万円

△13　百万円
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③　純資産変動計算書に係る事項

□純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

・固定資産等形成分

・余剰分（不足分）

　純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

④　資金収支計算書に係る事項

□基礎的財政収支　　　19　百万円

資金収支計算書

　業務活動収支

　投資活動収入の国県等補助金収入

　未収債権額の増加　（減少）

　未払債務額の増加　（減少）

　その他流動資産の増加

　その他流動負債の増加

　減価償却額

　賞与等引当金繰入額

　退職手当引当金繰入額

　徴収不能引当金繰入額

　資産除売却益（損）

純資産変動計算書の本年度差額

　　固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた金額を
　計上しています。

807　百万円

104　百万円

△6,727　百万円

△1,651　百万円

△1,081　百万円

△1,369　百万円

△56　百万円

2,690百万円

□資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額

　の内訳

9,951　百万円

446　百万円

2,279　百万円

△13　百万円
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発
公

社

公
益

財
団

法
人

新
宿

未
来

創
造

財
団

社
会

福
祉

法
人

新
宿

区
社

会
福

祉
事

業
団

公
益

財
団

法
人

新
宿

区
勤

労
者

・
仕

事
支

援
セ

ン
タ

ー 合
計

市
場

価
格

の
な

い
も

の
の

う
ち

連
結

対
象

団
体

（
会

計
）

以
外

に
対

す
る

も
の

（
単

位
：

千
円

）

相
手

先
名

出
資

金
額

（
A
)

資
産

（
B
)

負
債

（
C
)

純
資

産
額

（
B
）

－
（

C
)

（
D
)

資
本

金
（

E
)

出
資

割
合

（
％

）
（

A
）

/
（

E
)

（
F
)

実
質

価
額

（
D
)
×

（
F
)

（
G
)

強
制

評
価

減
（

H
)

貸
借

対
照

表
計

上
額

（
Ａ

）
－

（
Ｈ

）
（

Ｉ
）

（
参

考
）

財
産

に
関

す
る

調
書

記
載

額

一
般

財
団

法
人

道
路

管
理

セ
ン

タ
ー

公
益

財
団

法
人

　
暴

力
団

追
放

運
動

推
進

都
民

セ
ン

タ
ー

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

合
計

④基金の明細 （単位：千円）

財政調整基金

減債基金

障害者福祉活動基金

障害者福祉活動基金（エヌ・ケイ愛の基金）

島田育英基金

高齢者福祉活動基金

地場産業振興小野基金

定住化基金

外国人留学生学習奨励馬場基金

外国人留学生学習奨励濱田基金

義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金

社会資本等整備基金

協働推進基金

公共料金支払基金

みどり公園基金

国民健康保険高額療養費資金貸付基金

介護保険高額サービス費等資金貸付基金

介護給付準備基金

夏目漱石記念施設整備基金

子ども未来基金

合計

⑤貸付金の明細 （単位：千円）

貸借対照表計上額
徴収不能引当金

計上額
貸借対照表計上額

徴収不能引当金
計上額

商工業資金貸付金

勤労者福利厚生資金貸付金

生業資金貸付金

女性福祉資金貸付金

母子福祉応急小口資金

奨学資金貸付金

公衆浴場資金貸付金

合計

種別

長期貸付金 短期貸付金
（参考）
貸付金計

(参考)
財産に関する
調書記載額

種類 現金預金 有価証券 土地 その他
合計

(貸借対照表
計上額)
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③
投

資
及

び
出

資
金

の
明

細

市
場

価
格

の
な

い
も

の
の

う
ち

連
結

対
象

団
体

（
会

計
）

に
対

す
る

も
の

（
単

位
：

千
円

）

相
手

先
名

出
資

金
額

（
貸

借
対

照
表

計
上

額
）

（
A
)

資
産

（
B
)

負
債

（
C
)

純
資

産
額

（
B
）

－
（

C
)

（
D
)

資
本

金
（

E
)

出
資

割
合

（
％

）
（

A
）

/
（

E
)

（
F
)

実
質

価
額

（
D
)
×

（
F
)

（
G
)

投
資

損
失

引
当

金
計

上
額

（
H
)

（
参

考
）

財
産

に
関

す
る

調
書

記
載

額

公
益

財
団

法
人

東
京

し
ご

と
財

団

新
宿

区
土

地
開

発
公

社

公
益

財
団

法
人

新
宿

未
来

創
造

財
団

社
会

福
祉

法
人

新
宿

区
社

会
福

祉
事

業
団

公
益

財
団

法
人

新
宿

区
勤

労
者

・
仕

事
支

援
セ

ン
タ

ー 合
計

市
場

価
格

の
な

い
も

の
の

う
ち

連
結

対
象

団
体

（
会

計
）

以
外

に
対

す
る

も
の

（
単

位
：

千
円

）

相
手

先
名

出
資

金
額

（
A
)

資
産

（
B
)

負
債

（
C
)

純
資

産
額

（
B
）

－
（

C
)

（
D
)

資
本

金
（

E
)

出
資

割
合

（
％

）
（

A
）

/
（

E
)

（
F
)

実
質

価
額

（
D
)
×

（
F
)

（
G
)

強
制

評
価

減
（

H
)

貸
借

対
照

表
計

上
額

（
Ａ

）
－

（
Ｈ

）
（

Ｉ
）

（
参

考
）

財
産

に
関

す
る

調
書

記
載

額

一
般

財
団

法
人

道
路

管
理

セ
ン

タ
ー

公
益

財
団

法
人

　
暴

力
団

追
放

運
動

推
進

都
民

セ
ン

タ
ー

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

合
計

④基金の明細 （単位：千円）

財政調整基金

減債基金

障害者福祉活動基金

障害者福祉活動基金（エヌ・ケイ愛の基金）

島田育英基金

高齢者福祉活動基金

地場産業振興小野基金

定住化基金

外国人留学生学習奨励馬場基金

外国人留学生学習奨励濱田基金

義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金

社会資本等整備基金

協働推進基金

公共料金支払基金

みどり公園基金

国民健康保険高額療養費資金貸付基金

介護保険高額サービス費等資金貸付基金

介護給付準備基金

夏目漱石記念施設整備基金

子ども未来基金

合計

⑤貸付金の明細 （単位：千円）

貸借対照表計上額
徴収不能引当金

計上額
貸借対照表計上額

徴収不能引当金
計上額

商工業資金貸付金

勤労者福利厚生資金貸付金

生業資金貸付金

女性福祉資金貸付金

母子福祉応急小口資金

奨学資金貸付金

公衆浴場資金貸付金

合計

種別

長期貸付金 短期貸付金
（参考）
貸付金計

(参考)
財産に関する
調書記載額

種類 現金預金 有価証券 土地 その他
合計

(貸借対照表
計上額)
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⑥長期延滞債権の明細 （単位：千円）

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

特別区民税

軽自動車税

分担金及び負担金（一般会計）

手数料及び使用料（一般会計）

諸収入（一般会計）

保険料（国民健康保険特別会計）

諸収入（国民健康保険特別会計）

保険料（介護保険特別会計）

保険料（後期高齢者医療特別会計）

合計

⑦未収金の明細 （単位：千円）

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

特別区税

軽自動車税

分担金及び負担金（一般会計）

手数料及び使用料（一般会計）

諸収入（一般会計）

保険料（国民健康保険特別会計）

諸収入（国民健康保険特別会計）

保険料（介護保険特別会計）

保険料（後期高齢者医療特別会計）

合計

税等未収金

その他の未収金

その他の未収金

税等未収金

⑧
地

方
債

（
借

入
先

別
）

の
明

細
（

単
位

：
千

円
）

う
ち

1
年

内
償

還
予

定
う

ち
共

同
発

行
債

う
ち

住
民

公
募

債

　
　
一
般
公
共
事
業

　
　
公
営
住
宅
建
設

　
　
災
害
復
旧

　
　
教
育
・
福
祉
施
設

　
　
一
般
単
独
事
業

　
　
そ
の
他

　
　
臨
時
財
政
対
策
債

　
　
減
税
補
て
ん
債

　
　
退
職
手
当
債

　
　
そ
の
他 合

計

⑨
地

方
債

（
利

率
別

）
の

明
細

（
単

位
：

千
円

）

⑩
地

方
債

（
返

済
期

間
別

）
の

明
細

（
単

位
：

千
円

）

 
市
場
公
募
債

 
そ
の
他

【
通
常
分
】

【
特
別
分
】 
種
類

 
地
方
債
残
高

 
政
府
資
金

 
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構

 
市
中
銀
行

 
そ
の
他
の

金
融
機
関

 
地
方
債
残
高

 
1
.
5
％
以
下

 
1
.
5
％
超

2
.
0
％
以
下

 
2
.
0
％
超

2
.
5
％
以
下

 
2
.
5
％
超

3
.
0
％
以
下

 
3
.
0
％
超

3
.
5
％
以
下

 
４
年
超

５
年
以
内

 
3
.
5
％
超

4
.
0
％
以
下

 
4
.
0
％
超

 
（
参
考
）

加
重
平
均

利
率

 
５
年
超

1
0
年
以
内

 
1
0
年
超

1
5
年
以
内

 
1
5
年
超

2
0
年
以
内

 
2
0
年
超

 
地
方
債
残
高

 
１
年
以
内

 
１
年
超

２
年
以
内

 
２
年
超

３
年
以
内

 
３
年
超

４
年
以
内
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⑥長期延滞債権の明細 （単位：千円）

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

特別区民税

軽自動車税

分担金及び負担金（一般会計）

手数料及び使用料（一般会計）

諸収入（一般会計）

保険料（国民健康保険特別会計）

諸収入（国民健康保険特別会計）

保険料（介護保険特別会計）

保険料（後期高齢者医療特別会計）

合計

⑦未収金の明細 （単位：千円）

相手先名または種別 貸借対照表計上額 徴収不能引当金計上額

特別区税

軽自動車税

分担金及び負担金（一般会計）

手数料及び使用料（一般会計）

諸収入（一般会計）

保険料（国民健康保険特別会計）

諸収入（国民健康保険特別会計）

保険料（介護保険特別会計）

保険料（後期高齢者医療特別会計）

合計

税等未収金

その他の未収金

その他の未収金

税等未収金

⑧
地

方
債

（
借

入
先

別
）

の
明

細
（

単
位

：
千

円
）

う
ち

1
年

内
償

還
予

定
う

ち
共

同
発

行
債

う
ち

住
民

公
募

債

　
　
一
般
公
共
事
業

　
　
公
営
住
宅
建
設

　
　
災
害
復
旧

　
　
教
育
・
福
祉
施
設

　
　
一
般
単
独
事
業

　
　
そ
の
他

　
　
臨
時
財
政
対
策
債

　
　
減
税
補
て
ん
債

　
　
退
職
手
当
債

　
　
そ
の
他 合

計

⑨
地

方
債

（
利

率
別

）
の

明
細

（
単

位
：

千
円

）

⑩
地

方
債

（
返

済
期

間
別

）
の

明
細

（
単

位
：

千
円

）

 
市
場
公
募
債

 
そ
の
他

【
通
常
分
】

【
特
別
分
】 
種
類

 
地
方
債
残
高

 
政
府
資
金

 
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構

 
市
中
銀
行

 
そ
の
他
の

金
融
機
関

 
地
方
債
残
高

 
1
.
5
％
以
下

 
1
.
5
％
超

2
.
0
％
以
下

 
2
.
0
％
超

2
.
5
％
以
下

 
2
.
5
％
超

3
.
0
％
以
下

 
3
.
0
％
超

3
.
5
％
以
下

 
４
年
超

５
年
以
内

 
3
.
5
％
超

4
.
0
％
以
下

 
4
.
0
％
超

 
（
参
考
）

加
重
平
均

利
率

 
５
年
超

1
0
年
以
内

 
1
0
年
超

1
5
年
以
内

 
1
5
年
超

2
0
年
以
内

 
2
0
年
超

 
地
方
債
残
高

 
１
年
以
内

 
１
年
超

２
年
以
内

 
２
年
超

３
年
以
内

 
３
年
超

４
年
以
内
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⑪引当金の明細 （単位：千円）

目的使用 その他

投資損失引当金

徴収不能引当金

徴収不能引当金

退職手当引当金

損失補償等引当金

賞与等引当金

合計

⑫補助金等の明細

金額

就園奨励費補助金

小規模多機能型居宅介護施設等整備助
成

西新宿五丁目中央北地区市街地再開発
事業助成

名称

保育士等キャリアアップ補助事業

新宿駅東西自由通路の整備助成

新宿未来創造財団運営助成

特定緊急輸送道路沿道建築物

保育所建設事業助成

計

その他

私立幼稚園利用園児保
護者の支援等

私立幼稚園園児保護者等

保育サービスの質の向
上

高齢者福祉環境の充実特別養護老人ホーム運営事業者

私立保育園運営事業者等

運営助成

新宿駅周辺の回遊性の
向上

市街地再開発の推進

運営助成障害者就労支援施設事業運営助成

四谷駅前地区市街地再開発事業助成

運営助成

運営助成新宿区社会福祉協議会運営助成

新宿区勤労者・仕事支援センター運営
助成

障害者就労支援施設事業者

四谷駅前地区市街地再開発組合

新宿区社会福祉協議会

新宿区勤労者・仕事支援センター

鉄道事業者

新宿未来創造財団

建物所有者

保育所建設事業者

西新宿五丁目中央北地区市街地再開発
組合

相手先

固定資産

流動資産

固定負債

流動負債

支出目的

（単位：千円）

市街地再開発の推進

保育環境の充実

耐震化支援の充実

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高

⑬財源の明細 （単位：千円）

会計 区分 金額

国庫支出金

都支出金

計

国庫支出金

都支出金

計

計

国庫支出金

都支出金

計

国県等補助金 地方債 税収等 その他

純行政コスト

有形固定資産等の増加

貸付金・基金等の増加

その他

合計

⑮資金の明細
（単位：千円）

種類 本年度末残高

現金

合計

区分 金額
内訳

小計

その他

資本的
補助金

⑭財源情報の明細 （単位：千円）

一般会計

特別区税

特別区交付金

小計

合計

分担金及び負担金

配当割交付金

財源の内容

経常的
補助金

交通安全対策特別交付金

地方特例交付金

自動車取得税交付金

地方消費税交付金

株式等譲渡所得割交付金

税収等

国県等補助金

特別会計

税収等

国民健康保険料

介護保険料

後期高齢者医療保険料

小計

資本的
補助金

国県等補助金

小計

合計

その他

経常的
補助金

利子割交付金

地方譲与税
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⑬財源の明細 （単位：千円）

会計 区分 金額

国庫支出金

都支出金

計

国庫支出金

都支出金

計

計

国庫支出金

都支出金

計

国県等補助金 地方債 税収等 その他

純行政コスト

有形固定資産等の増加

貸付金・基金等の増加

その他

合計

⑮資金の明細
（単位：千円）

種類 本年度末残高

現金

合計

区分 金額
内訳

小計

その他

資本的
補助金

⑭財源情報の明細 （単位：千円）

一般会計

特別区税

特別区交付金

小計

合計

分担金及び負担金

配当割交付金

財源の内容

経常的
補助金

交通安全対策特別交付金

地方特例交付金

自動車取得税交付金

地方消費税交付金

株式等譲渡所得割交付金

税収等

国県等補助金

特別会計

税収等

国民健康保険料

介護保険料

後期高齢者医療保険料

小計

資本的
補助金

国県等補助金

小計

合計

その他

経常的
補助金

利子割交付金

地方譲与税
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財務書類用語解説

　１．貸借対照表

　　（１）事業用資産
　　　　　公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産
        （例：庁舎、学校、公営住宅、商工施設）
　　（２）インフラ資産
　　　　　道路、河川等の社会基盤となる資産
　　（３）負債
　　　　　区債や退職手当引当金など将来の世代の負担となるもの
　　（４）純資産
　　　　　過去の世代や国・都が負担した将来返済しなくてよい財産
　　（５）現金預金
　　　　　手元現金や普通預金など
　　（６）長期延滞債権
　　　　　未収金や貸付金など将来回収して資金となるもの
　　（７）未収金
　　　　　税や使用料などの未収金
　　（８）徴収不能引当金
　　　　　税や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額を見積もったもの
　　（９）投資及び出資金
　　　　　有価証券、出資金など
　　（10）引当金
　　　　　①流動負債の引当金
          　基準日において、次回のボーナス時に賞与として職員に支払わなければならない額
　　　　　②固定負債の引当金
　　　　 　 退職金として全職員に支払う金額について、職員の勤務期間に従った見積額で計上
　　　　　　したもの
　　（11）地方債
　　　　 　区が資産形成する時などに発行する債券

　２．行政コスト計算書

　　（１）人件費
　　　　  職員給与や議員報酬、退職手当引当金繰入額など
　　（２）物件費等
　　　　  備品や消耗品、施設等の維持補修にかかる経費や委託料や減価償却費など
　　（３）その他の業務費用
　　　　  区債償還の利子、外郭団体の営業外支出など
　　（４）移転費用
　　　　  区民への補助金や児童手当、生活保護費などの社会保障費など
　　（５）経常収益
　　　　　使用料及び手数料など
　　（６）経常費用
　　　　　毎年度、継続的に発生する費用
　　（７）純経常行政コスト
　　　　　経常費用から経常収益を引いたもの
　　（８）純行政コスト
　　　　　純経常行政コストに臨時損失と臨時利益の差額を加えたもの

　

　３．純資産変動計算書

　　（１）財源
          財源をどのような収入で調達したかを表す
　　（２）有形固定資産等の変動
　　　　　当該年度に学校、道路などの社会資本を取得した額と過去に取得した社会資本の
          経年劣化等に伴う減少額を表す
　　（３）貸付金・基金等の変動
　　　　　基金、貸付金、出資金など当該年度における増加と減少を表す

　
　
　４．資金収支計算書

　　（１）業務活動収支
　　　　　行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの
　　（２）投資活動収支
　　　　　学校、公園、道路などの資産形成や投資、貸付金などの収入、支出など
　　（３）財務活動収支
　　　　　区債、借入金などの収入、支出など
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財務書類用語解説

　１．貸借対照表

　　（１）事業用資産
　　　　　公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産
        （例：庁舎、学校、公営住宅、商工施設）
　　（２）インフラ資産
　　　　　道路、河川等の社会基盤となる資産
　　（３）負債
　　　　　区債や退職手当引当金など将来の世代の負担となるもの
　　（４）純資産
　　　　　過去の世代や国・都が負担した将来返済しなくてよい財産
　　（５）現金預金
　　　　　手元現金や普通預金など
　　（６）長期延滞債権
　　　　　未収金や貸付金など将来回収して資金となるもの
　　（７）未収金
　　　　　税や使用料などの未収金
　　（８）徴収不能引当金
　　　　　税や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額を見積もったもの
　　（９）投資及び出資金
　　　　　有価証券、出資金など
　　（10）引当金
　　　　　①流動負債の引当金
          　基準日において、次回のボーナス時に賞与として職員に支払わなければならない額
　　　　　②固定負債の引当金
　　　　 　 退職金として全職員に支払う金額について、職員の勤務期間に従った見積額で計上
　　　　　　したもの
　　（11）地方債
　　　　 　区が資産形成する時などに発行する債券

　２．行政コスト計算書

　　（１）人件費
　　　　  職員給与や議員報酬、退職手当引当金繰入額など
　　（２）物件費等
　　　　  備品や消耗品、施設等の維持補修にかかる経費や委託料や減価償却費など
　　（３）その他の業務費用
　　　　  区債償還の利子、外郭団体の営業外支出など
　　（４）移転費用
　　　　  区民への補助金や児童手当、生活保護費などの社会保障費など
　　（５）経常収益
　　　　　使用料及び手数料など
　　（６）経常費用
　　　　　毎年度、継続的に発生する費用
　　（７）純経常行政コスト
　　　　　経常費用から経常収益を引いたもの
　　（８）純行政コスト
　　　　　純経常行政コストに臨時損失と臨時利益の差額を加えたもの

　

　３．純資産変動計算書

　　（１）財源
          財源をどのような収入で調達したかを表す
　　（２）有形固定資産等の変動
　　　　　当該年度に学校、道路などの社会資本を取得した額と過去に取得した社会資本の
          経年劣化等に伴う減少額を表す
　　（３）貸付金・基金等の変動
　　　　　基金、貸付金、出資金など当該年度における増加と減少を表す

　
　
　４．資金収支計算書

　　（１）業務活動収支
　　　　　行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの
　　（２）投資活動収支
　　　　　学校、公園、道路などの資産形成や投資、貸付金などの収入、支出など
　　（３）財務活動収支
　　　　　区債、借入金などの収入、支出など
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３　平成２８年度　連結財務書類の分析等

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
土地減損損失累計額 損失補償等引当金
立木竹 その他
立木竹減損損失累計額 流動負債
建物 1年内償還予定地方債等
建物減価償却累計額 △ 159,608,209 未払金
建物減損損失累計額 未払費用
工作物 前受金
工作物減価償却累計額 △ 6,616,274 前受収益
工作物減損損失累計額 賞与等引当金
船舶 預り金
船舶減価償却累計額 その他
船舶減損損失累計額
浮標等 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 固定資産等形成分
浮標等減損損失累計額 余剰分（不足分） △ 79,039,897
航空機 他団体出資等分
航空機減価償却累計額
航空機減損損失累計額
その他
その他減価償却累計額
その他減損損失累計額
建設仮勘定

インフラ資産
土地
土地減損損失累計額
建物
建物減価償却累計額 △ 693,639
建物減損損失累計額
工作物
工作物減価償却累計額 △ 74,024,306
工作物減損損失累計額
その他
その他減価償却累計額
その他減損損失累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額 △ 4,342,615
物品減損損失累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金 △ 1,265,437

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金 △ 17,251

繰延資産

（１）　連結貸借対照表　　
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

◎区民1人あたりの連結貸借対照表

（単位：千円）

区の人口（平成29年4月1日現在） 人

□連結貸借対照表からわかること
　今までに９，２４０億円の資産を形成してきています。
　そのうち純資産は８，４８０億円で、これは、過去の世代や国・都の補助等ですでに支払
いが済んでいます。負債である７６０億円は、将来の世代が負担していくことになります。
　これらを区民１人あたりに換算すると、資産が２７２万円、負債が２２万円、純資産が２
５０万円になります。
　資産の中で最も大きな割合を占めるのが、庁舎や学校、保育園などの事業用資産で４４．
９％を占めています。また、道路や公園などのインフラ資産は４４．８％となっています。
流動資産では、現金預金や基金が主なものとなっています。

純資産の部 金額 構成比

資産の部 金額 構成比 負債の部 金額 構成比

１　固定資産 １　固定負債

事業用資産

有形固定資産 地方債

長期未払金

インフラ資産 退職不能引当金

無形固定資産 その他

物品 損失補償等引当金

投資その他の資産 ２　流動負債

基金 預り金

２　流動資産

未収金 賞与引当金

1年以内償還予定地方債

未払金

その他

負債合計

資産合計 負債純資産合計

現金預金

純資産合計

その他
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３　平成２８年度　連結財務書類の分析等

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
土地減損損失累計額 損失補償等引当金
立木竹 その他
立木竹減損損失累計額 流動負債
建物 1年内償還予定地方債等
建物減価償却累計額 △ 159,608,209 未払金
建物減損損失累計額 未払費用
工作物 前受金
工作物減価償却累計額 △ 6,616,274 前受収益
工作物減損損失累計額 賞与等引当金
船舶 預り金
船舶減価償却累計額 その他
船舶減損損失累計額
浮標等 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 固定資産等形成分
浮標等減損損失累計額 余剰分（不足分） △ 79,039,897
航空機 他団体出資等分
航空機減価償却累計額
航空機減損損失累計額
その他
その他減価償却累計額
その他減損損失累計額
建設仮勘定

インフラ資産
土地
土地減損損失累計額
建物
建物減価償却累計額 △ 693,639
建物減損損失累計額
工作物
工作物減価償却累計額 △ 74,024,306
工作物減損損失累計額
その他
その他減価償却累計額
その他減損損失累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額 △ 4,342,615
物品減損損失累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金 △ 1,265,437

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金 △ 17,251

繰延資産

（１）　連結貸借対照表　　
（平成２９年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

◎区民1人あたりの連結貸借対照表

（単位：千円）

区の人口（平成29年4月1日現在） 人

□連結貸借対照表からわかること
　今までに９，２４０億円の資産を形成してきています。
　そのうち純資産は８，４８０億円で、これは、過去の世代や国・都の補助等ですでに支払
いが済んでいます。負債である７６０億円は、将来の世代が負担していくことになります。
　これらを区民１人あたりに換算すると、資産が２７２万円、負債が２２万円、純資産が２
５０万円になります。
　資産の中で最も大きな割合を占めるのが、庁舎や学校、保育園などの事業用資産で４４．
９％を占めています。また、道路や公園などのインフラ資産は４４．８％となっています。
流動資産では、現金預金や基金が主なものとなっています。

純資産の部 金額 構成比

資産の部 金額 構成比 負債の部 金額 構成比

１　固定資産 １　固定負債

事業用資産

有形固定資産 地方債

長期未払金

インフラ資産 退職不能引当金

無形固定資産 その他

物品 損失補償等引当金

投資その他の資産 ２　流動負債

基金 預り金

２　流動資産

未収金 賞与引当金

1年以内償還予定地方債

未払金

その他

負債合計

資産合計 負債純資産合計

現金預金

純資産合計

その他
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（単位：千円）

経常費用
業務費用

人件費
　　職員給与費
　　賞与等引当金繰入額
　　退職手当引当金繰入額
　　その他
物件費等
　　物件費
　　維持補修費
　　減価償却費
　　その他
その他の業務費用
　　支払利息
　　徴収不能引当金繰入額
　　その他

移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他

経常収益
使用料及び手数料
その他

純経常行政コスト △ 206,945,799
臨時損失

災害復旧事業費
資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
その他

臨時利益
資産売却益
その他

純行政コスト △ 207,070,183

◎区民1人あたりの連結行政コスト計算書
（単位：千円）

金額 構成比

区の人口
（平成29年4月1日現在）

人

△ 611
△ 1

△ 610

□連結行政コスト計算書からわかること

（２）連結行政コスト計算書
自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

金額科目

科目
１　経常費用
業務費用

移転費用

人件費

その他の業務費用

補助金等
社会保障給付
その他

４　臨時利益

２　経常収益
使用料及び手数料
その他

純行政コスト

物件費

純経常行政コスト
３　臨時損失

　平成２８年度の経常費用は２，２４４億円で、行政サービスの対価としての使用料や負担金などの経常収益は１７
４億円となりました。
　経常費用から経常収益を引いた純経常行政コストは、２，０６９億円となり、この不足額については、特別区税や
特別区交付金などの一般財源や、国・都支出金などの特定財源で賄っています。
　区民１人あたりに換算すると、経常費用が６６万円、経常収益が５万円、純経常行政コストは６１万円となりま
す。
　経常費用のうち、業務費用の中では職員給与や議員報酬、退職給付費用などの人件費が１４．５％、業務委託料や
賃借料などの物件費が２０．１％、移転費用の中では生活保護費などの社会保障給付の支出が３８．１％となってい
ます。

（単位：千円）

前年度末純資産残高 △ 78,084,109

純行政コスト △ 207,070,183 △ 207,070,183

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,647,535

有形固定資産等の増加 △ 7,675,358

有形固定資産等の減少 △ 7,795,799

貸付金・基金等の増加 △ 7,393,551
・
貸

貸付金・基金等の減少 △ 3,625,575

資産評価差額

無償所管換等

他団体出資等分の増加

他団体出資等分の減少 △ 1 △ 1

比例連結割合変更に伴う差額

その他 △ 96,182 △ 261,242

本年度純資産変動額 △ 955,789 △ 1

本年度末純資産残高 △ 79,039,897

◎区民1人あたりの連結純資産変動計算書

（単位：千円）
金額

△ 610 区の人口（平成29年4月1日現在）
人

□連結純資産変動計算書からわかること

（３）連結純資産変動計算書

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

科目 合計

金額

固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

本年度差額
無償所管換等
その他

科目

純行政コスト
財源
税収等
国都等補助金

　平成２８年度においては、純資産が５０億円の増加、区民１人あたりに換算すると、１．５万円の
増加となりました。
　平成２８年度末の純資産は８，４８０億円、区民１人あたりに換算して２５０万円となりました。

本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

前年度末純資産残高
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（単位：千円）

経常費用
業務費用

人件費
　　職員給与費
　　賞与等引当金繰入額
　　退職手当引当金繰入額
　　その他
物件費等
　　物件費
　　維持補修費
　　減価償却費
　　その他
その他の業務費用
　　支払利息
　　徴収不能引当金繰入額
　　その他

移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他

経常収益
使用料及び手数料
その他

純経常行政コスト △ 206,945,799
臨時損失

災害復旧事業費
資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
その他

臨時利益
資産売却益
その他

純行政コスト △ 207,070,183

◎区民1人あたりの連結行政コスト計算書
（単位：千円）

金額 構成比

区の人口
（平成29年4月1日現在）

人

△ 611
△ 1

△ 610

□連結行政コスト計算書からわかること

（２）連結行政コスト計算書
自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

金額科目

科目
１　経常費用
業務費用

移転費用

人件費

その他の業務費用

補助金等
社会保障給付
その他

４　臨時利益

２　経常収益
使用料及び手数料
その他

純行政コスト

物件費

純経常行政コスト
３　臨時損失

　平成２８年度の経常費用は２，２４４億円で、行政サービスの対価としての使用料や負担金などの経常収益は１７
４億円となりました。
　経常費用から経常収益を引いた純経常行政コストは、２，０６９億円となり、この不足額については、特別区税や
特別区交付金などの一般財源や、国・都支出金などの特定財源で賄っています。
　区民１人あたりに換算すると、経常費用が６６万円、経常収益が５万円、純経常行政コストは６１万円となりま
す。
　経常費用のうち、業務費用の中では職員給与や議員報酬、退職給付費用などの人件費が１４．５％、業務委託料や
賃借料などの物件費が２０．１％、移転費用の中では生活保護費などの社会保障給付の支出が３８．１％となってい
ます。

（単位：千円）

前年度末純資産残高 △ 78,084,109

純行政コスト △ 207,070,183 △ 207,070,183

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,647,535

有形固定資産等の増加 △ 7,675,358

有形固定資産等の減少 △ 7,795,799

貸付金・基金等の増加 △ 7,393,551
・
貸

貸付金・基金等の減少 △ 3,625,575

資産評価差額

無償所管換等

他団体出資等分の増加

他団体出資等分の減少 △ 1 △ 1

比例連結割合変更に伴う差額

その他 △ 96,182 △ 261,242

本年度純資産変動額 △ 955,789 △ 1

本年度末純資産残高 △ 79,039,897

◎区民1人あたりの連結純資産変動計算書

（単位：千円）
金額

△ 610 区の人口（平成29年4月1日現在）
人

□連結純資産変動計算書からわかること

（３）連結純資産変動計算書

自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

科目 合計

金額

固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

本年度差額
無償所管換等
その他

科目

純行政コスト
財源
税収等
国都等補助金

　平成２８年度においては、純資産が５０億円の増加、区民１人あたりに換算すると、１．５万円の
増加となりました。
　平成２８年度末の純資産は８，４８０億円、区民１人あたりに換算して２５０万円となりました。

本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

前年度末純資産残高
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（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支 △ 10,747,235
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

△ 72

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

前年度末資金残高

本年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額

（４）連結資金収支計算書
自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額

◎区民1人あたりの連結資金収支計算書

（単位：千円）

区の人口（平成29年4月1日現在） 人

□　連結資金収支計算書からわかること

財務活動支出

金額

１　業務活動収支

移転費用支出

業務支出

業務費用支出

業務収入

税収等収入

国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

科目

３　財務活動収支

国県等補助金収入

基金取崩収入

投資活動支出

　業務活動収支は１０８億円の黒字となりましたが、資産形成や
投資、貸付金などの収支である投資活動収支は１０７億円の赤字
となりました。また、特別区債の収支である財務活動収支は２億
円の黒字となりました。
　これらを区民１人あたりに換算すると、業務活動収支は３．２
万円の黒字、投資活動収支は３．２万円の赤字、財務活動収支は
０．１万円の黒字となりました。
　本年度資金収支額は２．７億円（区民１人あたり０.１万円）の
黒字で、本年度末資金残高は８４億円（区民１人あたり２．５万
円）です。

本年度末資金残高

前年度末資金残高

本年度資金収支額

本年度末現金預金残高

本年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

前年度末歳計外現金残高

地方債発行収入

２　投資活動収支

地方債償還支出

貸付金元金回収収入

その他の収入

財務活動収入

その他の支出

△ 32

貸付金支出

投資活動収入

基金積立金支出

公共施設等整備費支出
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（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支 △ 10,747,235
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

△ 72

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

前年度末資金残高

本年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額

（４）連結資金収支計算書
自　平成２８年４月　１日
至　平成２９年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額

◎区民1人あたりの連結資金収支計算書

（単位：千円）

区の人口（平成29年4月1日現在） 人

□　連結資金収支計算書からわかること

財務活動支出

金額

１　業務活動収支

移転費用支出

業務支出

業務費用支出

業務収入

税収等収入

国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

科目

３　財務活動収支

国県等補助金収入

基金取崩収入

投資活動支出

　業務活動収支は１０８億円の黒字となりましたが、資産形成や
投資、貸付金などの収支である投資活動収支は１０７億円の赤字
となりました。また、特別区債の収支である財務活動収支は２億
円の黒字となりました。
　これらを区民１人あたりに換算すると、業務活動収支は３．２
万円の黒字、投資活動収支は３．２万円の赤字、財務活動収支は
０．１万円の黒字となりました。
　本年度資金収支額は２．７億円（区民１人あたり０.１万円）の
黒字で、本年度末資金残高は８４億円（区民１人あたり２．５万
円）です。

本年度末資金残高

前年度末資金残高

本年度資金収支額

本年度末現金預金残高

本年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

前年度末歳計外現金残高

地方債発行収入

２　投資活動収支

地方債償還支出

貸付金元金回収収入

その他の収入

財務活動収入

その他の支出

△ 32

貸付金支出

投資活動収入

基金積立金支出

公共施設等整備費支出
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(５)　注記（連結）

１　連結財務書類作成のための基本的事項

２　出納整理期間

３　連結対象団体

新宿区の連結対象団体は、以下のとおりです。

　新宿区と連携協力して行政サービスを実施している外郭団体等を
連結対象団体としております。

区分 出資割合

地方三公社

―

―

―

第 三 セ ク
ター等

一般社団法人
新宿観光振興協会

社会福祉法人
新宿区社会福祉事業団

公益社団法人新宿区シ
ルバー人材センター

公益財団法人新宿区勤
労者・仕事支援セン
ター

公益財団法人
新宿未来創造財団

新宿区土地開発公社

団体名称

公共用地等の取得、管理、
処分

業務内容

文化・スポーツ関連事業の
実施、施設の管理運営等

障害者の雇用促進事業、中
小企業勤労者等の福利厚生
事業等

高齢者の就業、社会貢献等
の活動機会の確保・提供等

新宿の観光事業の振興及び
地域経済の活性化事業等

（１）外郭団体等

　新宿区の連結財務書類は、全体財務書類と外郭団体及び一部事務組合・広域連
合（以下連結対象団体）の財務書類を単純合算し、内部取引を相殺消去（純計処
理）しました。
　連結対象団体の財務書類は、公営企業会計、公益法人の会計基準など「統一モ
デル」とは異なる固有の会計基準等で作成されているため、会計処理の統一は行
わず、「統一的な基準による地方公会計マニュアル」（平成27年1月）を参考に必
要な表示科目の読み替えを行いました。
　このような手続を踏まえ、連結財務諸表を作成しているため、連結対象団体が
作成した財務書類の数値と連結精算表の数値は一致しない場合があります。

出納整理期間がない連結対象団体において、出納整理期間中に新宿区と現金の受
払いがあった場合は、これらを現金決済したものとして調整しています。

特別養護老人ホーム、母子
生活支援施設の運営など、
福祉サービスの提供

社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会

地域福祉の推進を目的に、
生活支援事業等の実施

（２）一部事務組合

　一部事務組合・広域連合については、原則として規約に定められる構成団体
の経費負担割合で運営されており、解散した場合は、その資産負債は最終的に
各構成団体に継承されるため、すべての一部事務組合・広域連合を連結対象と
しております。
　なお、一部事務組合・広域連合は、経費負担割合等に基づく比例連結を行っ
ております。

特別区人事・厚生事務組合

特別区競馬組合

東京都後期高齢者医療広域連合

東京二十三区清掃一部事務組合
可燃ごみの焼却施設の整
備・運営等

高齢者の医療の確保に関す
る法律等に基づく後期高齢
者医療の事務処理等

23区職員の共同研修、生活
保護法に定める更生施設・
宿所提供施設の管理運営等

東京シティ競馬の主催等

団体名称 業務内容

（特別区分担金の割合）

経費負担割合等

28年度

23分の1
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(５)　注記（連結）

１　連結財務書類作成のための基本的事項

２　出納整理期間

３　連結対象団体

新宿区の連結対象団体は、以下のとおりです。

　新宿区と連携協力して行政サービスを実施している外郭団体等を
連結対象団体としております。

区分 出資割合

地方三公社

―

―

―

第 三 セ ク
ター等

一般社団法人
新宿観光振興協会

社会福祉法人
新宿区社会福祉事業団

公益社団法人新宿区シ
ルバー人材センター

公益財団法人新宿区勤
労者・仕事支援セン
ター

公益財団法人
新宿未来創造財団

新宿区土地開発公社

団体名称

公共用地等の取得、管理、
処分

業務内容

文化・スポーツ関連事業の
実施、施設の管理運営等

障害者の雇用促進事業、中
小企業勤労者等の福利厚生
事業等

高齢者の就業、社会貢献等
の活動機会の確保・提供等

新宿の観光事業の振興及び
地域経済の活性化事業等

（１）外郭団体等

　新宿区の連結財務書類は、全体財務書類と外郭団体及び一部事務組合・広域連
合（以下連結対象団体）の財務書類を単純合算し、内部取引を相殺消去（純計処
理）しました。
　連結対象団体の財務書類は、公営企業会計、公益法人の会計基準など「統一モ
デル」とは異なる固有の会計基準等で作成されているため、会計処理の統一は行
わず、「統一的な基準による地方公会計マニュアル」（平成27年1月）を参考に必
要な表示科目の読み替えを行いました。
　このような手続を踏まえ、連結財務諸表を作成しているため、連結対象団体が
作成した財務書類の数値と連結精算表の数値は一致しない場合があります。

出納整理期間がない連結対象団体において、出納整理期間中に新宿区と現金の受
払いがあった場合は、これらを現金決済したものとして調整しています。

特別養護老人ホーム、母子
生活支援施設の運営など、
福祉サービスの提供

社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会

地域福祉の推進を目的に、
生活支援事業等の実施

（２）一部事務組合

　一部事務組合・広域連合については、原則として規約に定められる構成団体
の経費負担割合で運営されており、解散した場合は、その資産負債は最終的に
各構成団体に継承されるため、すべての一部事務組合・広域連合を連結対象と
しております。
　なお、一部事務組合・広域連合は、経費負担割合等に基づく比例連結を行っ
ております。

特別区人事・厚生事務組合

特別区競馬組合

東京都後期高齢者医療広域連合

東京二十三区清掃一部事務組合
可燃ごみの焼却施設の整
備・運営等

高齢者の医療の確保に関す
る法律等に基づく後期高齢
者医療の事務処理等

23区職員の共同研修、生活
保護法に定める更生施設・
宿所提供施設の管理運営等

東京シティ競馬の主催等

団体名称 業務内容

（特別区分担金の割合）

経費負担割合等

28年度

23分の1
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４　精算表
（１）連結貸借対照表内訳表

資産合計
固定資産

有形固定資産
事業用資産

土地
土地減損損失累計額
立木竹
立木竹減損損失累計額
建物
建物減価償却累計額 △ 150,700,930 △ 150,700,930 △ 150,700,930 △ 150,700,930 △ 150,700,930
建物減損損失累計額
工作物
工作物減価償却累計額 △ 320,571 △ 320,571 △ 320,571 △ 320,571 △ 320,571
工作物減損損失累計額
船舶
船舶減価償却累計額
船舶減損損失累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
浮標等減損損失累計額
航空機
航空機減価償却累計額
航空機減損損失累計額
その他
その他減価償却累計額
その他減損損失累計額
建設仮勘定

インフラ資産
土地
土地減損損失累計額
建物
建物減価償却累計額 △ 693,639 △ 693,639 △ 693,639 △ 693,639 △ 693,639
建物減損損失累計額
工作物
工作物減価償却累計額 △ 74,024,306 △ 74,024,306 △ 74,024,306 △ 74,024,306 △ 74,024,306
工作物減損損失累計額
その他
その他減価償却累計額
その他減損損失累計額
建物仮勘定

物品
物品減価償却累計額 △ 4,026,393 △ 4,026,393 △ 4,026,393 △ 4,026,394 △ 4,026,394
物品減損損失累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金
　 減債基金

その他
その他
徴収不能引当金 △ 229,666 △ 928,674 △ 94,663 △ 10,829 △ 1,263,832 △ 1,263,832 △ 1,263,832 △ 1,263,832

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他 △ 395,175
徴収不能引当金 △ 16,735 △ 3 △ 16,738 △ 16,738 △ 737 △ 737

繰延資産
負債・純資産合計

負債合計
固定負債

地方債等
長期未払金
退職手当引当金
損失補償等引当金
その他

流動負債
１年内償還予定地方債等
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他

純資産合計
固定資産等形成分
余剰分（不足分） △ 83,260,444 △ 79,672,000 △ 79,672,000 △ 79,672,000 △ 79,672,000
他団体出資等分

（２）連結行政コスト計算書内訳表

純経常行政コスト △ 125,040,113 △ 42,371,108 △ 21,500,142 △ 6,614,069 △ 195,525,432 △ 183,030,706 △ 183,030,706 △ 183,030,706
経常費用 △ 12,693,419

業務費用 △ 198,693
人件費

職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他

物件費等 △ 198,693
物件費 △ 198,693
維持補修費
減価償却費
その他

その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額
その他

移転費用 △ 12,494,726
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金 △ 12,494,726
その他

経常収益 △ 198,693
使用料及び手数料
その他 △ 198,693

純行政コスト △ 125,095,845 △ 42,371,108 △ 21,500,142 △ 6,614,069 △ 195,581,164 △ 183,086,438 △ 183,086,438 △ 183,086,438
臨時損失

災害復旧事業費
資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
その他

臨時利益
　 資産売却益

その他

科目

一般会計等財務書類 全体財務書類

一般会計
国民健康保
険特別会計

介護保険特
別会計

後期高齢者
医療特別会

計

総計
（単純合算）

相殺消去 純計

地方公営事業会計

総計
（単純合算）

連結修正等 相殺消去 純計

連結修正等 相殺消去 純計
科目

一般会計等財務書類 全体財務書類

一般会計
国民健康保
険特別会計

介護保険特
別会計

後期高齢者
医療特別会

計

総計
（単純合算）

相殺消去 純計

地方公営事業会計

総計
（単純合算）
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（単位：千円）

△ 121,861

△ 8,675,837 △ 217,288 △ 13,835 △ 8,906,960 △ 319 △ 319 △ 159,608,209 △ 159,608,209

△ 6,294,218 △ 1,485 △ 6,295,703 △ 6,616,274 △ 6,616,274

△ 693,639 △ 693,639

△ 74,024,306 △ 74,024,306

△ 8,844 △ 72 △ 1,509 △ 164,732 △ 175,156 △ 72,565 △ 15,502 △ 8,213 △ 35,029 △ 9,417 △ 339 △ 141,065 △ 4,342,616 △ 4,342,615

△ 1,583 △ 21 △ 1,604 △ 1,301,241 △ 1,265,437
△ 121,861
△ 121,861

△ 3 △ 3 △ 511 △ 511 △ 1,250 △ 17,251

△ 121,861

△ 243,722
△ 243,722

△ 1,545,541 △ 249,526 △ 118,355 △ 37,709 △ 69,019,621 △ 79,039,897

（単位：千円）

△ 1,815,797 △ 30,280,753 △ 234,777 △ 32,173,867 △ 410,495 △ 326,860 △ 102,764 △ 5,592 △ 34,645 △ 857,341 △ 216,081,717 △ 206,945,799
△ 11,281,800
△ 2,165,685

△ 47

△ 2,065,685
△ 2,065,685

△ 100,000
△ 100,000

△ 9,116,115
△ 2,651,247

△ 108,854

△ 6,356,013
△ 2,165,685

△ 2,165,685
△ 1,876,651 △ 30,280,753 △ 240,421 △ 32,240,368 △ 410,495 △ 326,860 △ 102,650 △ 5,085 △ 34,645 △ 859,491 △ 216,206,100 △ 207,070,183

連結修正等
東京都二十
三区清掃一
部事務組合

東京都後期
高齢者医療
広域連合

特別区人事・
厚生事務組

合

特別区競馬
組合

小計
新宿区土地
開発公社

小計
公益財団法
人新宿未来
創造財団

新宿区勤労
者・仕事支援

センター

新宿区シル
バー人材セン

ター

新宿区社会
福祉事業団

連結財務書類

一部事務組合・広域連合

相殺消去

相殺消去 純計新宿区社会
福祉協議会

新宿観光振
興協会

小計

新宿観光振
興協会

小計
純計

総計
（単純合算）

連結修正等

一部事務組合・広域連合 地方三公社 第三セクター等

総計
（単純合算）

新宿区シル
バー人材セン

ター

新宿区社会
福祉事業団

新宿区社会
福祉協議会

新宿区勤労
者・仕事支援

センター

地方三公社 第三セクター等

東京都二十
三区清掃一
部事務組合

東京都後期
高齢者医療
広域連合

特別区人事・
厚生事務組

合

特別区競馬
組合

小計
新宿区土地
開発公社

小計
公益財団法
人新宿未来
創造財団

連結財務書類
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（３）連結純資産変動計算書内訳表

前年度末純資産残高

純行政コスト（△） △ 125,101,804 △ 42,371,920 △ 21,492,770 △ 6,614,670 △ 195,581,164 △ 183,086,438

財源 △ 12,494,726

税収等 △ 12,494,726

国県等補助金

本年度差額 △ 6,308

固定資産の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

他団体出資等分の増加

他団体出資等分の減少

比例連結割合変更に伴う差額

その他

本年度純資産変動額 △ 6,308

本年度末純資産残高

（４）連結資金収支計算書内訳表

業務活動収支 △ 8,190

業務支出 △ 12,693,419

業務費用支出 △ 198,693

人件費支出

物件費等支出 △ 198,693

支払利息支出

その他の支出

移転費用支出 △ 12,494,726

補助金等支出

社会保障給付支出

他会計への繰出支出 △ 12,494,726

その他の支出

業務収入 △ 12,693,419

税収等収入 △ 12,494,726

国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

その他の収入 △ 198,693

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

投資活動収支 △ 9,961,355 △ 9,931,793 △ 9,931,793

投資活動支出

公共施設等整備費支出

基金積立金支出

投資及び出資金支出

貸付金支出

その他の支出

投資活動収入

国県等補助金収入

基金取崩収入

貸付金元金回収収入

資産売却収入

その他の収入

財務活動収支

財務活動支出

地方債等償還支出

その他の支出

財務活動収入

地方債等発行収入

その他の収入

本年度資金収支額 △ 466,296 △ 8,190

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

科目

一般会計等財務書類

一般会計 国民健康保険特別会計 介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会

計
総計

（単純合算）
相殺消去 純計

科目

一般会計等財務書類

一般会計 国民健康保険特別会計 介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会

計
総計

（単純合算）
相殺消去 純計
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（単位：千円）

△ 1,876,651 △ 30,280,753 △ 240,421 △ 32,240,368 △ 410,495 △ 326,860 △ 102,650 △ 5,085 △ 34,645 △ 859,491 △ 216,206,100 △ 207,070,183

△ 9,116,115

△ 9,116,115

△ 282,628 △ 11,413 △ 5,085

△ 243,722

△ 1 △ 1 △ 1 △ 1

△ 9,795 △ 1,604 △ 83,856 △ 95,254 △ 2,395 △ 287 △ 927 △ 96,182 △ 96,182

△ 291,407 △ 10,931 △ 6,412 △ 243,722

（単位：千円） （単位：円）

△ 135,750 △ 135,750 △ 6,663 △ 121,861

△ 11,159,939

△ 2,165,685

△ 2,065,685

△ 100,000

△ 8,994,254

△ 2,651,247

△ 108,854

△ 6,234,152

△ 11,281,800

△ 9,116,115

△ 2,165,685

△ 523,167 △ 89,706 △ 2,192 △ 609,768 △ 184,084 △ 7,239 △ 1,985 △ 2,527 △ 7,525 △ 2,314 △ 205,674 △ 10,747,235 △ 10,747,235

△ 100,438 △ 16,943 △ 2,817 △ 2,617

△ 23,154 △ 77,586 △ 13,902 △ 7,032 △ 46,943 △ 121,861

△ 72 △ 72 △ 72 △ 72

△ 121,861

△ 2,284 △ 2,274

△ 121,861

連結財務書類

純計
東京都二十
三区清掃一
部事務組合

東京都後期
高齢者医療
広域連合

特別区人事・
厚生事務組

合

相殺消去
新宿区シル

バー人材セン
ター

新宿区社会
福祉事業団

新宿区社会
福祉協議会

新宿観光振
興協会

一部事務組合・広域連合 地方三公社 第三セクター等

総計
（単純合算）

連結修正等

連結財務書類
一部事務組合・広域連合

新宿区勤労
者・仕事支援

センター
小計小計

新宿区土地
開発公社

小計
公益財団法
人新宿未来
創造財団

新宿区社会
福祉事業団

新宿区社会
福祉協議会

新宿観光振
興協会

小計

特別区競馬
組合

相殺消去 純計
東京都二十
三区清掃一
部事務組合

東京都後期
高齢者医療
広域連合

特別区人事・
厚生事務組

合

特別区競馬
組合

小計
新宿区土地
開発公社

小計
公益財団法
人新宿未来
創造財団

連結修正等

地方三公社 第三セクター等

総計
（単純合算）

新宿区勤労
者・仕事支援

センター

新宿区シル
バー人材セン

ター
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１　　財政データ集

（１）　普通会計決算の推移 

　　①概　　要

区  分 平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

翌４月１日現在人口 280,489 人 282,012 人 283,389 人 285,025 人 288,285 人 292,666 人 296,444 人 300,217 人 302,479 人

歳 入 総 額 Ａ

歳 出 総 額 Ｂ

歳入歳出差引額
（Ａ）－（Ｂ）

Ｃ

翌年度へ繰り越す
べき財源

Ｄ

実 質 収 支
（Ｃ）－（Ｄ）

Ｅ

単年度収支 Ｆ △ 1,991,330 △ 68,975 △ 146,684 △ 437,899 △ 152,935

積 立 金 Ｇ

繰上償還金 Ｈ

積立金とりくずし額 Ｉ

実質単年度収支
(Ｆ)+(Ｇ)+(Ｈ)-(Ｉ)

Ｊ △ 9,612,934 △ 1,064,291 △ 463,080 △ 3,207,360

基準財政需要額

基準財政収入額

標準財政規模

財政力指数

実質収支比率

公債費負担比率

経常収支比率

（分母に減税補填債等を含む）

地方債現在高

債務負担行為額

収益事業収入

（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

305,996 人 308,292 人 312,054 人 315,952 人 317,742 人 319,193 人 318,936 人 320,996 人 324,669 人 328,787 人 335,510 人 339,339 人

△ 1,917,368 △ 1,576,567 △ 1,970,703 △ 165,493 △ 877,018 △ 752,095

△ 3,759,563 △ 2,762,891 △ 1,552,655 △ 2,022,871
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１　　財政データ集

（１）　普通会計決算の推移 

　　①概　　要

区  分 平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

翌４月１日現在人口 280,489 人 282,012 人 283,389 人 285,025 人 288,285 人 292,666 人 296,444 人 300,217 人 302,479 人

歳 入 総 額 Ａ

歳 出 総 額 Ｂ

歳入歳出差引額
（Ａ）－（Ｂ）

Ｃ

翌年度へ繰り越す
べき財源

Ｄ

実 質 収 支
（Ｃ）－（Ｄ）

Ｅ

単年度収支 Ｆ △ 1,991,330 △ 68,975 △ 146,684 △ 437,899 △ 152,935

積 立 金 Ｇ

繰上償還金 Ｈ

積立金とりくずし額 Ｉ

実質単年度収支
(Ｆ)+(Ｇ)+(Ｈ)-(Ｉ)

Ｊ △ 9,612,934 △ 1,064,291 △ 463,080 △ 3,207,360

基準財政需要額

基準財政収入額

標準財政規模

財政力指数

実質収支比率

公債費負担比率

経常収支比率

（分母に減税補填債等を含む）

地方債現在高

債務負担行為額

収益事業収入

（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

305,996 人 308,292 人 312,054 人 315,952 人 317,742 人 319,193 人 318,936 人 320,996 人 324,669 人 328,787 人 335,510 人 339,339 人

△ 1,917,368 △ 1,576,567 △ 1,970,703 △ 165,493 △ 877,018 △ 752,095

△ 3,759,563 △ 2,762,891 △ 1,552,655 △ 2,022,871
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②　歳　　　入

区  分 平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

特別区税

地方譲与税

利子割交付金

地方消費税交付金

地方特例交付金

特別区交付金

普  通

特  別

交通安全交付金

一般財源計

分担金・負担金

使 用 料

手 数 料

国庫支出金

都支出金

財産収入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 債

特定財源計

合  計

自動車取得税交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
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②　歳　　　入

区  分 平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

特別区税

地方譲与税

利子割交付金

地方消費税交付金

地方特例交付金

特別区交付金

普  通

特  別

交通安全交付金

一般財源計

分担金・負担金

使 用 料

手 数 料

国庫支出金

都支出金

財産収入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 債

特定財源計

合  計

自動車取得税交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
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③　歳　　　出

　　ア  性  質  別

区  分 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

人  件  費

うち職員給

扶  助  費

公  債  費

元利償還金

一時借入金利子

義務的経費計

物  件  費

維持補修費

補助費等

積  立  金

投資・出資金

貸  付  金

繰  出  金        

繰上充用金

その他経費計

普通建設

補  助

単  独

災害復旧

失業対策

投資的経費計

合  計

　イ　  目  的  別

区  分 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

議  会  費

総  務  費

民  生  費

衛  生  費

労  働  費

農林水産業費

商  工  費

土  木  費

消  防  費

教  育  費

災害復旧費

公  債  費

諸支出金

財政調整納付金

合  計

（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
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③　歳　　　出

　　ア  性  質  別

区  分 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

人  件  費

うち職員給

扶  助  費

公  債  費

元利償還金

一時借入金利子

義務的経費計

物  件  費

維持補修費

補助費等

積  立  金

投資・出資金

貸  付  金

繰  出  金        

繰上充用金

その他経費計

普通建設

補  助

単  独

災害復旧

失業対策

投資的経費計

合  計

　イ　  目  的  別

区  分 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

議  会  費

総  務  費

民  生  費

衛  生  費

労  働  費

農林水産業費

商  工  費

土  木  費

消  防  費

教  育  費

災害復旧費

公  債  費

諸支出金

財政調整納付金

合  計

（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
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（２）　平成２８年度一般会計決算

　歳　　入 　（単位：円）

款 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
予算現額と収入
済額との比較

特 別 区 税

地 方 譲 与 税

利子割交付金 △ 65,944,000

配当割交付金 △ 690,101,000

株式等譲渡所
得 割 交 付 金

△ 411,571,000

地 方 消 費 税
交 付 金

△ 93,053,000

自動車取得税
交 付 金

△ 14,447,000

地 方 特 例
交 付 金

特別区交付金

交通安全対策
特 別 交 付 金

△ 9,269,000

分 担 金 及 び
負 担 金

△ 48,091,842

使 用 料 及 び
手 数 料

国 庫 支 出 金 △ 3,121,440,796

都 支 出 金 △ 537,950,132

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金 △ 2,458,487,453

繰 越 金

諸 収 入

特 別 区 債 △ 5,500,000

合 計 △ 5,336,796,398

　歳　　出 　（単位：円）

款 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不　用　額
予算現額と支出
済額との比較

議 会 費

総 務 費

地 域 振 興 費

文 化 観 光
産 業 費

福 祉 費

子ども家庭費

健 康 費

環 境 清 掃 費

土 木 費

教 育 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

合 計
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（２）　平成２８年度一般会計決算

　歳　　入 　（単位：円）

款 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
予算現額と収入
済額との比較

特 別 区 税

地 方 譲 与 税

利子割交付金 △ 65,944,000

配当割交付金 △ 690,101,000

株式等譲渡所
得 割 交 付 金

△ 411,571,000

地 方 消 費 税
交 付 金

△ 93,053,000

自動車取得税
交 付 金

△ 14,447,000

地 方 特 例
交 付 金

特別区交付金

交通安全対策
特 別 交 付 金

△ 9,269,000

分 担 金 及 び
負 担 金

△ 48,091,842

使 用 料 及 び
手 数 料

国 庫 支 出 金 △ 3,121,440,796

都 支 出 金 △ 537,950,132

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金 △ 2,458,487,453

繰 越 金

諸 収 入

特 別 区 債 △ 5,500,000

合 計 △ 5,336,796,398

　歳　　出 　（単位：円）

款 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不　用　額
予算現額と支出
済額との比較

議 会 費

総 務 費

地 域 振 興 費

文 化 観 光
産 業 費

福 祉 費

子ども家庭費

健 康 費

環 境 清 掃 費

土 木 費

教 育 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

合 計
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（３）　基金現在高の推移

８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

　財　政　調　整　基　金

　減　　債　　基　　金

　高齢者福祉施設建設基金

　都　市　整　備　基　金

　区民センター建設基金
　義務教育施設整備等
　次世代育成環境整備基金

　公園建設島峰基金

　公園整備基金

　社会資本等整備基金

　みどり公園基金

　夏目漱石記念施設整備基金

　　　小　　　　　　　計

　定　住　化　基　金

　少子化対策事業基金 　 　 　 　 　

　介護保険円滑導入基金 　 　 　

　介護給付準備基金
　介護従事者処遇改善
　臨時特例基金

　協　働　推　進　基　金

　子  ど  も  未  来  基  金

　　　小　　　　　　　計

　障害者福祉活動基金

　島　田　育　英　基　金

　高齢者福祉活動基金

　地場産業振興小野基金

　外国人留学生学習奨励基金

　み　ど　り　の　基　金

　　　小　　　　　　　計

　用　品　調　達　基　金 　 　

　公　共　料　金　支　払　基　金

　高額療養費資金貸付基金

  高額サービス費等資金貸付基金

　　　小　　　　　　　計

合　　　　　　　　　計

※義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金は、平成24年度に義務教育施設整備基金から名称変更

建
設
基
金

利
子
運
用
基
金

定
額
基
金

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

         （単位：百万円）
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（３）　基金現在高の推移

８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

　財　政　調　整　基　金

　減　　債　　基　　金

　高齢者福祉施設建設基金

　都　市　整　備　基　金

　区民センター建設基金
　義務教育施設整備等
　次世代育成環境整備基金

　公園建設島峰基金

　公園整備基金

　社会資本等整備基金

　みどり公園基金

　夏目漱石記念施設整備基金

　　　小　　　　　　　計

　定　住　化　基　金

　少子化対策事業基金 　 　 　 　 　

　介護保険円滑導入基金 　 　 　

　介護給付準備基金
　介護従事者処遇改善
　臨時特例基金

　協　働　推　進　基　金

　子  ど  も  未  来  基  金

　　　小　　　　　　　計

　障害者福祉活動基金

　島　田　育　英　基　金

　高齢者福祉活動基金

　地場産業振興小野基金

　外国人留学生学習奨励基金

　み　ど　り　の　基　金

　　　小　　　　　　　計

　用　品　調　達　基　金 　 　

　公　共　料　金　支　払　基　金

　高額療養費資金貸付基金

  高額サービス費等資金貸付基金

　　　小　　　　　　　計

合　　　　　　　　　計

※義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金は、平成24年度に義務教育施設整備基金から名称変更

建
設
基
金

利
子
運
用
基
金

定
額
基
金

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

         （単位：百万円）
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　２　施策の展開

　（１）　区政の動き（主な施策・施設等）年表

環境基本条例 若松区民ｾﾝﾀｰ 住吉町ｺｰﾎﾟﾗｽ
８ ポイ捨て禁止条例 落合第一区民ｾﾝﾀｰ 住吉町第一区民住宅

都市マスタープラン策定 あゆみの家増改築 防災ｾﾝﾀｰ
新宿区基本構想（3月議決） 落合第二中学校屋内運動場 落合保健相談所

戸山中学校屋内運動場 自転車駐車場　２所
新宿養護学校 公園新設　台町すみれ

新基本計画策定 四谷区民ｾﾝﾀｰ 公園改造　花園　
９ 第二次住宅マスタープラン策定 百人町高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 自転車駐車場　２所

24時間巡回型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ開始 花園小学校 四谷図書館
特別緊急融資 花園幼稚園 大久保ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

落合第五小学校屋内運動場等

介護保険制度の導入準備
１０ 内藤新宿開設３００年記念事業

地域振興券交付事業
環境行動指針策定

組織再編統合　10部→7部 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 公園改造　まつ川
１１ 外郭団体再編統合　10法人→7法人 柏木小学校屋内運動場等 　

子育て支援計画策定 柏木幼稚園
事業転換・多角化資金融資 西新宿中学校
妊婦健康診査費助成事業
区政改革プラン策定

特別区制度改革（清掃事業等移管） 東戸山高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
１２ 介護保険制度の発足 原町高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

　介護基盤の整備・介護予防対策 ﾌｫﾚｽﾄ西早稲田建設助成
生涯学習財団設立
ＩＳＯ14001取得

窓口事務の時間延長開始 聖母ホーム特養建設助成 自転車駐車場　１所
１３ 障害者福祉計画策定 四谷中学校 公園新設　中井東

公園の里親制度開始 公園復旧　荒木

後期基本計画策定 榎町区民ｾﾝﾀｰ 自転車駐車場　１所
１４ 第三次実施計画策定 産業会館（BIZ新宿） 公園改造　原町

行財政改革計画策定 公園復旧　新宿中央
住基ネット一次稼動(住民票ｺｰﾄﾞ通知等） 　

＜財政非常事態宣言に終止符＞ 　

支援費制度開始 富久町保育園(公設民営）
１５ 地域福祉計画策定 新宿生活実習所(本格施設）

環境基本計画策定 元気館
社会資本等整備基金設置 第二分庁舎

次世代育成支援計画策定 原町みゆき保育園建設助成
１６ 協働推進基金設置 環境学習情報センター

公共料金支払基金設置
財務会計・文書管理等システム運用開始

高齢者保健福祉計画策定 子ども発達センター 公園新設　延寿東流
１７ 第３期介護保険事業計画策定 しんじゅく多文化共生プラザ

第二次行財政改革計画～集中改革プラン対応版策定

１８ 新宿区児童手当開始 区立「子ども図書館」
住民参加型市場公募債発行

１９ 新基本構想及び新総合計画策定 四谷小学校 公園改修　漱石
情報化推進計画策定 四谷子ども園

年度 　　　施　策　・　制　度　 　　　　　施　設　の　開　設　等

決算勉強会資料

７施設等開設年表
参照

新宿自治創造研究所、子ども家庭部、環境清掃部 新宿中学校 公園新設 富久さくら
２０ みどり土木部の創設、第４期介護保険事業計画策定 西早稲田中学校

新宿区障害者計画・第二期新宿区障害福祉計画 高田馬場シニア活動館
後期高齢者医療制度の発足
新宿区教育ビジョン策定

高齢者医療担当課の設置 第二分庁舎分館 信濃町シニア活動館
２１ 新宿区次世代育成支援計画 戸塚地域センター 西早稲田地域交流館

第Ⅱ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画策定 子ども家庭支援センター(3所) 早稲田南町地域交流館

新宿区自治基本条例 佐伯祐三アトリエ記念館 上落合地域交流館
２２ 新中央図書館等基本計画 あいじつ子ども園 北新宿地域交流館

新宿区地球温暖化対策指針 新宿地域交流館 公園新設　内藤町けやき
ユニバーサルデザインまちづくりガイドライン 山吹町地域交流館 　　・信濃町希望・信濃町友情

第二次実行計画 子ども総合センター 高田馬場創業支援センター
２３ 新宿区第二次男女共同参画推進計画 新宿ここ・から広場 新宿消費生活センター分館

新宿区健康づくり行動計画 新宿西戸山中学校
新宿区高齢者保健福祉計画・第５期 西新宿子ども園 玉川上水・内藤新宿分水散歩道
介護保険事業計画 柏木子ども園(乳児園舎） 　※国有地
新宿区障害者計画・第三期新宿区障害福祉計画 下落合地域交流館

新宿区第２期特定健康診査等実施計画 中村彝アトリエ記念館
２４ 百人町地域交流館

おちごなかい子ども園

夏目漱石記念施設整備基金設置 ＮＰＯ協働推進センター 西落合子ども園
２５ 東五軒町地域交流館 北新宿子ども園

中町地域交流館 高田馬場福祉作業所
西新宿シニア活動館 四谷保健センター
大木戸子ども園 新宿リサイクル活動センター
しなのまち子ども園 新宿東清掃センター
戸山第一子ども園

新宿区子ども子育て支援事業計画 本塩町地域交流館 東新宿保健センター
２６ 新宿区高齢者保健福祉計画・第６期 北山伏地域交流館 公園新設　柏木どんぐり

介護保険事業計画 中落合地域交流館 公園改修　おとめ山
新宿区障害者計画・第四期新宿区障害福祉計画 北新宿第二地域交流館 （区民ふれあいの森A・Bゾーン）

北新宿子ども家庭支援センター

第三次実行計画 高田馬場地域交流館
２７ 新宿区施設白書 障害者生活支援センター

第Ⅲ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画 弁天町コーポラス

公共施設等総合管理計画 愛日小学校 新宿観光案内所
２８ 子ども未来基金設置 下落合図書館 歌舞伎町観光バス駐車場

主な組織再編 西部工事・公園事務所
　　地域文化部→地域振興部・文化観光産業部
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　２　施策の展開

　（１）　区政の動き（主な施策・施設等）年表

環境基本条例 若松区民ｾﾝﾀｰ 住吉町ｺｰﾎﾟﾗｽ
８ ポイ捨て禁止条例 落合第一区民ｾﾝﾀｰ 住吉町第一区民住宅

都市マスタープラン策定 あゆみの家増改築 防災ｾﾝﾀｰ
新宿区基本構想（3月議決） 落合第二中学校屋内運動場 落合保健相談所

戸山中学校屋内運動場 自転車駐車場　２所
新宿養護学校 公園新設　台町すみれ

新基本計画策定 四谷区民ｾﾝﾀｰ 公園改造　花園　
９ 第二次住宅マスタープラン策定 百人町高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 自転車駐車場　２所

24時間巡回型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ開始 花園小学校 四谷図書館
特別緊急融資 花園幼稚園 大久保ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

落合第五小学校屋内運動場等

介護保険制度の導入準備
１０ 内藤新宿開設３００年記念事業

地域振興券交付事業
環境行動指針策定

組織再編統合　10部→7部 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 公園改造　まつ川
１１ 外郭団体再編統合　10法人→7法人 柏木小学校屋内運動場等 　

子育て支援計画策定 柏木幼稚園
事業転換・多角化資金融資 西新宿中学校
妊婦健康診査費助成事業
区政改革プラン策定

特別区制度改革（清掃事業等移管） 東戸山高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
１２ 介護保険制度の発足 原町高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

　介護基盤の整備・介護予防対策 ﾌｫﾚｽﾄ西早稲田建設助成
生涯学習財団設立
ＩＳＯ14001取得

窓口事務の時間延長開始 聖母ホーム特養建設助成 自転車駐車場　１所
１３ 障害者福祉計画策定 四谷中学校 公園新設　中井東

公園の里親制度開始 公園復旧　荒木

後期基本計画策定 榎町区民ｾﾝﾀｰ 自転車駐車場　１所
１４ 第三次実施計画策定 産業会館（BIZ新宿） 公園改造　原町

行財政改革計画策定 公園復旧　新宿中央
住基ネット一次稼動(住民票ｺｰﾄﾞ通知等） 　

＜財政非常事態宣言に終止符＞ 　

支援費制度開始 富久町保育園(公設民営）
１５ 地域福祉計画策定 新宿生活実習所(本格施設）

環境基本計画策定 元気館
社会資本等整備基金設置 第二分庁舎

次世代育成支援計画策定 原町みゆき保育園建設助成
１６ 協働推進基金設置 環境学習情報センター

公共料金支払基金設置
財務会計・文書管理等システム運用開始

高齢者保健福祉計画策定 子ども発達センター 公園新設　延寿東流
１７ 第３期介護保険事業計画策定 しんじゅく多文化共生プラザ

第二次行財政改革計画～集中改革プラン対応版策定

１８ 新宿区児童手当開始 区立「子ども図書館」
住民参加型市場公募債発行

１９ 新基本構想及び新総合計画策定 四谷小学校 公園改修　漱石
情報化推進計画策定 四谷子ども園

年度 　　　施　策　・　制　度　 　　　　　施　設　の　開　設　等

決算勉強会資料

７施設等開設年表
参照

新宿自治創造研究所、子ども家庭部、環境清掃部 新宿中学校 公園新設 富久さくら
２０ みどり土木部の創設、第４期介護保険事業計画策定 西早稲田中学校

新宿区障害者計画・第二期新宿区障害福祉計画 高田馬場シニア活動館
後期高齢者医療制度の発足
新宿区教育ビジョン策定

高齢者医療担当課の設置 第二分庁舎分館 信濃町シニア活動館
２１ 新宿区次世代育成支援計画 戸塚地域センター 西早稲田地域交流館

第Ⅱ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画策定 子ども家庭支援センター(3所) 早稲田南町地域交流館

新宿区自治基本条例 佐伯祐三アトリエ記念館 上落合地域交流館
２２ 新中央図書館等基本計画 あいじつ子ども園 北新宿地域交流館

新宿区地球温暖化対策指針 新宿地域交流館 公園新設　内藤町けやき
ユニバーサルデザインまちづくりガイドライン 山吹町地域交流館 　　・信濃町希望・信濃町友情

第二次実行計画 子ども総合センター 高田馬場創業支援センター
２３ 新宿区第二次男女共同参画推進計画 新宿ここ・から広場 新宿消費生活センター分館

新宿区健康づくり行動計画 新宿西戸山中学校
新宿区高齢者保健福祉計画・第５期 西新宿子ども園 玉川上水・内藤新宿分水散歩道
介護保険事業計画 柏木子ども園(乳児園舎） 　※国有地
新宿区障害者計画・第三期新宿区障害福祉計画 下落合地域交流館

新宿区第２期特定健康診査等実施計画 中村彝アトリエ記念館
２４ 百人町地域交流館

おちごなかい子ども園

夏目漱石記念施設整備基金設置 ＮＰＯ協働推進センター 西落合子ども園
２５ 東五軒町地域交流館 北新宿子ども園

中町地域交流館 高田馬場福祉作業所
西新宿シニア活動館 四谷保健センター
大木戸子ども園 新宿リサイクル活動センター
しなのまち子ども園 新宿東清掃センター
戸山第一子ども園

新宿区子ども子育て支援事業計画 本塩町地域交流館 東新宿保健センター
２６ 新宿区高齢者保健福祉計画・第６期 北山伏地域交流館 公園新設　柏木どんぐり

介護保険事業計画 中落合地域交流館 公園改修　おとめ山
新宿区障害者計画・第四期新宿区障害福祉計画 北新宿第二地域交流館 （区民ふれあいの森A・Bゾーン）

北新宿子ども家庭支援センター

第三次実行計画 高田馬場地域交流館
２７ 新宿区施設白書 障害者生活支援センター

第Ⅲ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画 弁天町コーポラス

公共施設等総合管理計画 愛日小学校 新宿観光案内所
２８ 子ども未来基金設置 下落合図書館 歌舞伎町観光バス駐車場

主な組織再編 西部工事・公園事務所
　　地域文化部→地域振興部・文化観光産業部
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　（２）　施設の充実状況

平成８年度末 平成２６年度末 平成２７年度末 平成２８年度末

区内特別養護老人ホーム定員 ３所 ７所 ８所 ８所

（区内の入所調整ベッド数、小規模含む） 定員１６０人 定員４５０人 定員５８５人 定員５８５人

区外特別養護老人ホームの入所調整ベッド数 １５所　３１３床 ２４所　５０３床 ２４所　５０３床 ２４所　５０３床

高齢者在宅サービスセンター ５所 ７所 ７所 ７所

地域センター ６所 １０所 １０所 １０所

※１７年度までは区民センター ７１９百万円 １，１６８百万円 １，３７６百万円 １，２６３百万円

区民健康村 １所 １所 １所 １所

利用定員１５４人 利用定員１５４人 利用定員１５４人 利用定員１５４人

３７９百万円 ２３３百万円 ２０９百万円 ２２６百万円

産業会館 ＊＊＊＊＊ １所 １所 １所

＊＊＊＊＊ ７４百万円 ７６百万円 ７９百万円

消費生活センター分館 ＊＊＊＊＊ １所 １所 １所

※平成21年4月20日名称変更、23年10月移転 ＊＊＊＊＊ ２０百万円 ２０百万円 ２０百万円

リサイクル活動センター １所 ２所 ２所 ２所

５２百万円 ７９百万円 ７９百万円 ８１百万円

区　立　住　宅　　　所有型/借上型 １，０５８戸 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　区営住宅 ＊＊＊＊＊ 　　　１，０５８戸 　　　１，０５８戸 　　　１，０５９戸

　　　　　　　　　　区民住宅 ＊＊＊＊＊ 　　　　　２７６戸 　　　　　１６６戸 　　　　　　４８戸

　　　　　　　　　　事業住宅 ＊＊＊＊＊ 　　　　　　６７戸 　　　　　　６４戸 　　　　　　６２戸

　　　　　　　　　　特定住宅 ＊＊＊＊＊ 　　　　　１０３戸 　　　　　２１３戸 　　　　　３３０戸

１，１８６百万円 １，５２８百万円 １，５６３百万円 １，６５７百万円

公園及び児童遊園等　公　　園  　８６所　314,898㎡  　９９所　337,071㎡  　９９所　337,747㎡  １００所　338,480㎡

　　　　　　　　　　児童遊園 ６６所　 30,316㎡ ５９所　 25,806㎡ ５９所　 25,806㎡ ５８所　 24,929㎡

　　　　　　　　　　ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 　 １６所　　2,135㎡  　１９所　　3,872㎡  　１９所　　3,872㎡  　１９所　　3,872㎡

６０１百万円 ７６２百万円 ７８７百万円 ８２３百万円

自転車駐輪場等　　　自転車等駐輪場 　９所　２，８４３台 　１６所　２，６３４台 　１５所　２，４４４台 　１５所　２，２７９台

　　　　　　　　　　路上自転車等駐輪場 ＊＊＊＊＊ 　　９所　１，３１８台 　１０所　１，３２４台 　１０所　１，３２４台

　　　　　　　　　　自転車等整理区画 ＊＊＊＊＊ 　４９区画３，２４０台 　４９区画３，１７８台 　４６区画２，９５０台

　　　　　　　　　　保　管　場　所 　２所　２，６００台 　　３所　３，６００台 　　３所　３，８００台 　　３所　４，８００台

９６百万円 ３９０百万円 ３７３百万円 ３８１百万円

防火用貯水槽（４０ｔ以上） ９１基 ９５基 ９５基 ９５基

防災センター １所 １所 １所 １所

４１百万円 ３４百万円 ４７百万円 ２４百万円

　※　金額については、各施設の管理運営経費の決算額を掲載してあります。

３　用語の解説

【あ行】

　一般財源

　財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもので、地方
税、地方譲与税、特別区交付金などのことをいいます。

【か行】

  基  金

　特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために
設けられる資金又は財産で、条例により設置することができ、例えば高齢者福祉活動基
金のように基金の運用による収入を各種の高齢者福祉事業に充てるなど、設置目的に基
づき活用を図っています。

  義務的経費

　性質別経費のうち義務的・非弾力的性格の強い経費で、人件費、扶助費及び公債費の
ことを指します。人件費は経常的に支出を予定せざるを得ず、扶助費は生活保護をはじ
め法令の規定によって支出が義務づけられており、また、公債費は負債の償還に要する
経費であって、いずれも任意に削減できない経費です。
　義務的経費の増加傾向は財政構造の硬直化を招く恐れがあるので、その内容、動向に
注意しなければなりません。

  経常収支比率

　人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方譲与税、特別区
交付金等を中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかを見る
ことにより、地方自治体の財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられてい
るものです。これが大きくなるほど、新たな行政需要に対応できる余地が少なくなり、
一般的には、７０～８０％が適正と言われています。

　公債費

　区債の元金の償還及び利子の支払いに要する経費のことをいいます。区債は世代間の
負担の公平化という観点からは、必要に応じて活用すべきですが、後年度の財政負担と
なってしまいます。このため、公債費の一般財源に占める割合を算出し、その限度を計
数的に見ることとしており、一定割合を超えると、区債の発行が制限されます。
　また、公債費は、人件費及び扶助費とともに、義務的経費と呼ばれ、その増嵩は財政
硬直化の要因となるため、留意が必要です。

  公債費負担比率

　公債費（区債の元利償還金）の負担の程度を「公債費に充当される一般財源」の一般
財源総額に占める割合で示すものです。
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　（２）　施設の充実状況

平成８年度末 平成２６年度末 平成２７年度末 平成２８年度末

区内特別養護老人ホーム定員 ３所 ７所 ８所 ８所

（区内の入所調整ベッド数、小規模含む） 定員１６０人 定員４５０人 定員５８５人 定員５８５人

区外特別養護老人ホームの入所調整ベッド数 １５所　３１３床 ２４所　５０３床 ２４所　５０３床 ２４所　５０３床

高齢者在宅サービスセンター ５所 ７所 ７所 ７所

地域センター ６所 １０所 １０所 １０所

※１７年度までは区民センター ７１９百万円 １，１６８百万円 １，３７６百万円 １，２６３百万円

区民健康村 １所 １所 １所 １所

利用定員１５４人 利用定員１５４人 利用定員１５４人 利用定員１５４人

３７９百万円 ２３３百万円 ２０９百万円 ２２６百万円

産業会館 ＊＊＊＊＊ １所 １所 １所

＊＊＊＊＊ ７４百万円 ７６百万円 ７９百万円

消費生活センター分館 ＊＊＊＊＊ １所 １所 １所

※平成21年4月20日名称変更、23年10月移転 ＊＊＊＊＊ ２０百万円 ２０百万円 ２０百万円

リサイクル活動センター １所 ２所 ２所 ２所

５２百万円 ７９百万円 ７９百万円 ８１百万円

区　立　住　宅　　　所有型/借上型 １，０５８戸 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　区営住宅 ＊＊＊＊＊ 　　　１，０５８戸 　　　１，０５８戸 　　　１，０５９戸

　　　　　　　　　　区民住宅 ＊＊＊＊＊ 　　　　　２７６戸 　　　　　１６６戸 　　　　　　４８戸

　　　　　　　　　　事業住宅 ＊＊＊＊＊ 　　　　　　６７戸 　　　　　　６４戸 　　　　　　６２戸

　　　　　　　　　　特定住宅 ＊＊＊＊＊ 　　　　　１０３戸 　　　　　２１３戸 　　　　　３３０戸

１，１８６百万円 １，５２８百万円 １，５６３百万円 １，６５７百万円

公園及び児童遊園等　公　　園  　８６所　314,898㎡  　９９所　337,071㎡  　９９所　337,747㎡  １００所　338,480㎡

　　　　　　　　　　児童遊園 ６６所　 30,316㎡ ５９所　 25,806㎡ ５９所　 25,806㎡ ５８所　 24,929㎡

　　　　　　　　　　ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 　 １６所　　2,135㎡  　１９所　　3,872㎡  　１９所　　3,872㎡  　１９所　　3,872㎡

６０１百万円 ７６２百万円 ７８７百万円 ８２３百万円

自転車駐輪場等　　　自転車等駐輪場 　９所　２，８４３台 　１６所　２，６３４台 　１５所　２，４４４台 　１５所　２，２７９台

　　　　　　　　　　路上自転車等駐輪場 ＊＊＊＊＊ 　　９所　１，３１８台 　１０所　１，３２４台 　１０所　１，３２４台

　　　　　　　　　　自転車等整理区画 ＊＊＊＊＊ 　４９区画３，２４０台 　４９区画３，１７８台 　４６区画２，９５０台

　　　　　　　　　　保　管　場　所 　２所　２，６００台 　　３所　３，６００台 　　３所　３，８００台 　　３所　４，８００台

９６百万円 ３９０百万円 ３７３百万円 ３８１百万円

防火用貯水槽（４０ｔ以上） ９１基 ９５基 ９５基 ９５基

防災センター １所 １所 １所 １所

４１百万円 ３４百万円 ４７百万円 ２４百万円

　※　金額については、各施設の管理運営経費の決算額を掲載してあります。

３　用語の解説

【あ行】

　一般財源

　財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもので、地方
税、地方譲与税、特別区交付金などのことをいいます。

【か行】

  基  金

　特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために
設けられる資金又は財産で、条例により設置することができ、例えば高齢者福祉活動基
金のように基金の運用による収入を各種の高齢者福祉事業に充てるなど、設置目的に基
づき活用を図っています。

  義務的経費

　性質別経費のうち義務的・非弾力的性格の強い経費で、人件費、扶助費及び公債費の
ことを指します。人件費は経常的に支出を予定せざるを得ず、扶助費は生活保護をはじ
め法令の規定によって支出が義務づけられており、また、公債費は負債の償還に要する
経費であって、いずれも任意に削減できない経費です。
　義務的経費の増加傾向は財政構造の硬直化を招く恐れがあるので、その内容、動向に
注意しなければなりません。

  経常収支比率

　人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方譲与税、特別区
交付金等を中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかを見る
ことにより、地方自治体の財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられてい
るものです。これが大きくなるほど、新たな行政需要に対応できる余地が少なくなり、
一般的には、７０～８０％が適正と言われています。

　公債費

　区債の元金の償還及び利子の支払いに要する経費のことをいいます。区債は世代間の
負担の公平化という観点からは、必要に応じて活用すべきですが、後年度の財政負担と
なってしまいます。このため、公債費の一般財源に占める割合を算出し、その限度を計
数的に見ることとしており、一定割合を超えると、区債の発行が制限されます。
　また、公債費は、人件費及び扶助費とともに、義務的経費と呼ばれ、その増嵩は財政
硬直化の要因となるため、留意が必要です。

  公債費負担比率

　公債費（区債の元利償還金）の負担の程度を「公債費に充当される一般財源」の一般
財源総額に占める割合で示すものです。
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【さ行】

　財政健全化判断比率

　自治体財政の健全度を測るためのもので、４つの指標（実質赤字比率、連結実質赤字
比率、実質公債費比率、将来負担比率）で構成されています。

　財政調整基金

　年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、長期的視野に立った計画的な財政運
営を行うために、財源に余裕のある年度に積立てを行い、財源不足が生じる年度に活用
するためのものです。また、各年度において決算上剰余金を生じたときは、その２分の
１以上の額を積み立てることとなっています。

  財政力指数

　地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数
値の過去３年間の平均値をいい、地方自治体の財政力を示す指数として用いられていま
す。

  実質公債費比率

　公債費に債務負担行為などの支出も含めた経費の財政規模に対する割合をはかる指標
（直近３か年度の平均値）で、健全化判断比率の一つです。

  実質収支

　実質収支は、一会計年度の決算において、収支が赤字であったか黒字となっているか
をみるための指標です。当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差引き、さらに翌年度
に繰り越すべき財源を控除して算出します。
　これは、本来当該年度に属すべき支出及び収入が、当該年度に実際に執行されたもの
とみなすことにより、実質的な収支の状況を見ようとするものです。

  実質収支比率

　標準財政規模に対する実質収支額の割合で示され、団体の財政規模やその年度の景況
などによって一概には言えませんが、３％～５％程度が望ましいと考えられています。

  実質単年度収支

　単年度収支には実質的な黒字要素である財政調整基金への積立や地方債繰上償還と赤
字要素である財政調整基金の取崩しが含まれています。これら要素を控除した額を実質
単年度収支といいます。

【た行】

  単年度収支

　実質収支には、当該年度以前の財政運営の結果として累積された赤字や黒字の要素が
含まれています。そこで、当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差引
き、当該年度一年だけの収支を表したものを単年度収支といいます。

  投資的経費

　経費支出の効果が、施設等のストックとして後年度に及ぶ性質の経費で、道路・橋
りょうなどの公共土木施設、文教施設、公営住宅等の建設事業で、いわゆる社会資本を
形成する経費のことです。

  特定財源

　財源の使途が特定されているものをいいます。特定財源に分類されるものとしては、
国庫支出金、都支出金、地方債、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金のうち
使途が指定されているものなどです。

【は行】

　標準財政規模

　普通交付税の算定の仕組みを通じて表される、その団体の標準的な一般財源の規模を
いいます。

  普通会計

　各地方自治体の財政状況の把握、地方自治体間の財政比較等のために用いられる統計
上、観念上の会計をいいます。地方自冶体における会計は、一般会計と特定の場合に設
置される特別会計とによって構成されていますが、個々の地方自治体ごとで各会計の範
囲が異なっていることなどから、財政比較等においては、この普通会計を用いていま
す。具体的には、一般会計と特別会計（公営企業会計など特定の特別会計を除く。）を
合算し、会計間の重複等を控除したものです。
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【さ行】

　財政健全化判断比率

　自治体財政の健全度を測るためのもので、４つの指標（実質赤字比率、連結実質赤字
比率、実質公債費比率、将来負担比率）で構成されています。

　財政調整基金

　年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、長期的視野に立った計画的な財政運
営を行うために、財源に余裕のある年度に積立てを行い、財源不足が生じる年度に活用
するためのものです。また、各年度において決算上剰余金を生じたときは、その２分の
１以上の額を積み立てることとなっています。

  財政力指数

　地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数
値の過去３年間の平均値をいい、地方自治体の財政力を示す指数として用いられていま
す。

  実質公債費比率

　公債費に債務負担行為などの支出も含めた経費の財政規模に対する割合をはかる指標
（直近３か年度の平均値）で、健全化判断比率の一つです。

  実質収支

　実質収支は、一会計年度の決算において、収支が赤字であったか黒字となっているか
をみるための指標です。当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差引き、さらに翌年度
に繰り越すべき財源を控除して算出します。
　これは、本来当該年度に属すべき支出及び収入が、当該年度に実際に執行されたもの
とみなすことにより、実質的な収支の状況を見ようとするものです。

  実質収支比率

　標準財政規模に対する実質収支額の割合で示され、団体の財政規模やその年度の景況
などによって一概には言えませんが、３％～５％程度が望ましいと考えられています。

  実質単年度収支

　単年度収支には実質的な黒字要素である財政調整基金への積立や地方債繰上償還と赤
字要素である財政調整基金の取崩しが含まれています。これら要素を控除した額を実質
単年度収支といいます。

【た行】

  単年度収支

　実質収支には、当該年度以前の財政運営の結果として累積された赤字や黒字の要素が
含まれています。そこで、当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差引
き、当該年度一年だけの収支を表したものを単年度収支といいます。

  投資的経費

　経費支出の効果が、施設等のストックとして後年度に及ぶ性質の経費で、道路・橋
りょうなどの公共土木施設、文教施設、公営住宅等の建設事業で、いわゆる社会資本を
形成する経費のことです。

  特定財源

　財源の使途が特定されているものをいいます。特定財源に分類されるものとしては、
国庫支出金、都支出金、地方債、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金のうち
使途が指定されているものなどです。

【は行】

　標準財政規模

　普通交付税の算定の仕組みを通じて表される、その団体の標準的な一般財源の規模を
いいます。

  普通会計

　各地方自治体の財政状況の把握、地方自治体間の財政比較等のために用いられる統計
上、観念上の会計をいいます。地方自冶体における会計は、一般会計と特定の場合に設
置される特別会計とによって構成されていますが、個々の地方自治体ごとで各会計の範
囲が異なっていることなどから、財政比較等においては、この普通会計を用いていま
す。具体的には、一般会計と特別会計（公営企業会計など特定の特別会計を除く。）を
合算し、会計間の重複等を控除したものです。
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